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凡例 

改正法・・・「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 18 年法律第

115 号） 

旧貸金業規制法・・・改正法第２条の規定による改正前の「貸金業の規制等に関する法律」

（昭和 58 年法律第 32 号） 

新貸金業法・・・改正法第２条の規定による改正後の「貸金業法」（昭和 58 年法律第 32

号） 

第３号新貸金業法・・・改正法第３条の規定による改正後の「貸金業法」（昭和 58 年法律

第 32 号） 

法・・・改正法第４条の規定による改正後の「貸金業法」（昭和 58 年法律第 32 号） 

改正政令・・・「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令」 

旧貸金業規制法施行令・・・改正政令第１条の規定による改正前の「貸金業法施行令」（昭

和 58 年政令第 181 号） 

新貸金業法施行令・・・改正政令第１条の規定による改正後の「貸金業法施行令」（昭和

58 年政令第 181 号） 

第３号新貸金業法施行令・・・改正政令第２条の規定による改正後の「貸金業法施行令」

（昭和 58 年政令第 181 号） 

令・・・改正政令第３条の規定による改正後の「貸金業法施行令」（昭和 58 年政令第 181

号） 

改正府令・・・「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」 

旧貸金業規制法施行規則・・・改正府令第１条の規定による改正前の「貸金業の規制等に

関する法律施行規則」（昭和 58 年大蔵省令第 40 号） 

新貸金業法施行規則・・・改正府令第１条の規定による改正後の「貸金業法施行規則」（昭

和 58 年大蔵省令第 40 号） 

第３号新貸金業法施行規則・・・改正府令第２条の規定による改正後の「貸金業法施行規

則」（昭和 58 年大蔵省令第 40 号） 

規則・・・改正府令第３条の規定による改正後の「貸金業法施行規則」（昭和 58 年大蔵省

令第 40 号） 

旧利息制限法・・・改正法第５条の規定による改正前の「利息制限法」（昭和 29 年法律第

100 号） 

利息制限法・・・改正法第５条の規定による改正後の「利息制限法」（昭和 29 年法律第 100

号） 

旧出資法・・・改正法第７条の規定による改正前の「出資の受入れ、預り金及び金利等の

取締りに関する法律」（昭和 29 年法律第 195 号） 

出資法・・・改正法第７条の規定による改正後の「出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律」（昭和 29 年法律第 195 号） 

出資法施行令・・・「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令」 

施行日・・・改正法第２条の規定の施行の日 

第３号施行日・・・改正法第３条の規定の施行の日 

第４号施行日・・・改正法第４条の規定の施行の日 

 

（注）「コメントの概要」欄においては、御意見の趣旨を損なわない限りにおいて、条番号

等は修正後の政府令に基づいて記載しています。 
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Ⅰ.貸金業の適正化 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

 １．貸金業への参入条件  

 （１）社内規則  

1 規則第４条第３項第１２号の貸金業の

業務に関する社内規則として想定してい

るものを具体的に示されたい。貸金業法

に直結するものとして「コンプライアン

ス・マニュアル」、「貸付規程」、「審査規

程」等が考えられるが、「就業規則」、「組

織管理規程」、「文書管理規程」、「金庫規

程」、「印章規程」等も含まれるのか。 

また、社内規則が「資金需要者等の利

益の保護を図り、貸金業の適正な運営に

資するため十分」とされるためには、ど

のような内容を定めておけばよいのか。 

社内規則については、「貸金業者向けの

総合的な監督指針」において、定めるべ

き項目を例示する予定ですので、ご参照

下さい。 

2 規則第４条第３項第１２号の社内規則

は、法第２４条の６の１１第２項の規定

により内閣総理大臣又は都道府県知事が

作成又は変更を命ずるものに限られるの

か。 

規則第４条第３項第１２号の社内規則

は、貸金業の業務に関する「貸金業者又

はその役員若しくは使用人が遵守すべき

規則であつて貸金業者が作成するもの」

をいい、法第２４条の６の１１第２項の

規定による内閣総理大臣又は都道府県知

事の命令に基づき作成されたものに限定

されません。 

この趣旨を明確にするため、規定を修

正いたします。 

3 貸金業協会の協会員も貸金業登録の更

新にあたり、社内規則を登録申請書へ添

付する必要があるのか。 

貸金業協会の協会員が貸金業登録の更

新を申請する場合も、社内規則の登録申

請書への添付が必要になります。 

4 貸金業登録の申請者が個人である場合

には、規則第４条第３項第１２号につい

ては、従業者数に応じて適用除外とした

り、施行時期を遅らせたりするべきでは

ないか。 

また、少なくとも、社内規則として定

めるべき必要最低限の事項やモデルを示

すべきではないか。 

社内規則の作成を含む体制整備は貸金

業の業務の適正な運営の確保に不可欠で

あることから、個人・法人といった貸金

業登録の申請者の属性を理由に異なった

取扱いを認めることは適当ではないと考

えます。 

社内規則については、「貸金業者向けの

総合的な監督指針」において、定めるべ

き項目を例示する予定ですので、ご参照

下さい。 

5 規則第４条第３項第１２号が追加され

たことにより新たに貸金業登録を受ける

社内規則については、貸金業者におい

て、「貸金業者向けの総合的な監督指針」
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者については社内規則の有無や内容が確

認できることになるが、既に貸金業登録

を受けている者についても社内規則の作

成状況を速やかに確認するべきではない

か。 

を踏まえ、自らの規模や業務の内容を勘

案し、適切に作成される必要があると考

えます。 

監督当局としては、法第２４条の６の

４及び第２４条の６の１１等の規定に基

づき、適切に監督していく予定です。 

6 貸金業登録の申請者が個人の場合、社

内規則を定めていなくても、規則第５条

の４第１項第４号には抵触しないと考え

てよいか。 

社内規則の作成を含む体制整備は、貸

金業登録の申請者の属性を問わず、貸金

業の業務の適正な運営の確保に不可欠で

あり、そのようには解されません。 

7 社内規則が「資金需要者等の利益の保

護を図り、貸金業の適正な運営に資する

ため十分」であるかどうかは、貸金業者

の規模や業務の内容に関係なく、一律に

決まるものではないと解してよいか。 

貴見のとおりです。 

8 規則第５条の４第２項の「貸金業の業

務に関する責任体制を明確化する規定」

とはどのような規定を想定しているの

か。 

組織図があれば足りるのか、また、株

式会社であれば、最終的な責任の所在は

明らかであり、作成は不要と解してよい

か。 

社内規則は貸金業者ごとに異なるもの

であり、「責任体制が明確化」されている

かどうかは個別に判断されることになり

ますが、少なくとも貸金業の業務として

行われる個々の行為（貸付け、回収及び

苦情対応等）について、誰の判断と責任

で行われるものであるかが第三者に判別

できるものである必要があると考えられ

ます。 

組織図だけでは十分でなく、株式会社

であるという理由をもって作成不要とす

ることも不適当と考えます。 

 （２）財産的基礎要件  

9 規則第５条の３第２号において、その

条件（第２号イ、ハ、ニ、ホ）を明記し

た上で、非営利、公益、低利融資法人と

いう名称により定義を行い、その上で、

「非営利・公益・低利融資法人は、純資

産が５００万円以上の場合、貸金業登録

することができる」と規定すべきである。

10 規則第５条の３各号列記以外の部分中

以下のように修正願います。 

「…次に掲げるものとする（次に掲げる

事由を全て満たす貸金業者を、「特定非営

利融資法人」（※仮称）とする。）。」 

立法技術上、特に定義を置く必要がな

いため、原案のとおりといたします。 

11 規則第５条の５第２項第１号の「これ

に準ずるもの」とは何を指すのか。 

例えば、金融商品取引所の規則が想定

されます。 
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12 規則第５条の５第２項第２号の「これ

らに類する行為」とは何を指すのか。 

法人の純資産額の変動を伴う行為（外

国の法令を根拠とする行為を含む。）であ

って、例示されたもの以外のものすべて

を指します。 

13 貸金業者は資本金５千万円かつ純資産

額１億円以上の委員会設置の株式会社に

限り、行政書士、司法書士等を構成員に

含むコンプライアンス委員会の設置を義

務付けることとしてはどうか。 

また、債務者等の保護のため、開業時

に金銭の供託を義務付けてはどうか。 

今回の改正においては、最低純資産額

の引上げや貸金業を的確に遂行するため

の体制整備の義務化等により、貸金業者

の参入要件の厳格化を図り、貸金業の業

務の適正な運営を確保することとしてい

ます。 

規模の小さい貸金業者が数多く存在す

る現環境下では、上記施策によって目的

が達成される限りにおいて、さらにご意

見のような規制を導入することは、必ず

しも適当でないものと考えられます。 

また、基本的に契約の相手方から金銭

等を預かることのない貸金業の性格を勘

案すれば、ご意見のように開業時に金銭

の供託を義務付けることまでは必要ない

ものと考えられます。 

14 純資産額が政令で定める額を下回った

場合、その貸金業者の貸金業登録は効力

を失うのか。 

貸金業者の純資産額が政令で定める額

を下回ったとしても、当該貸金業者の貸

金業登録は自動的に効力を失うことはあ

りません。 

ただし、その状態が解消されない限り、

登録行政庁による登録取消処分の対象と

なります。 

15 最低純資産額の引上げについては、段

階的な引上げが行われ、純資産の積増し

に係る時間的余裕が確保されていること

から、特段の経過措置は設けられず、各

段階の施行日から適用されると考えてよ

いか。 

貴見のとおりです。 

 （３）貸金業務取扱主任者  

16 改正法の完全施行後、貸金業務取扱主

任者は貸金業者の被用者でなければなら

ないのか。 

第３号新貸金業法までが貸金業者にそ

の従業者のうちから貸金業務取扱主任者

を選任することを求めているのに対し、

法は貸金業者に資格試験に合格し、登録

を受けた貸金業務取扱主任者を置くこと

を求めています。 

営業所又は事務所に常時勤務し、法第

１２条の３第１項の助言又は指導を行う
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限り、改正法の完全施行後の貸金業務取

扱主任者は必ずしも貸金業者の被用者で

ある必要はありません。 

17 所属する営業所又は事務所から業務上

他の営業所又は事務所等に外出すること

がある者であっても、１つの営業所又は

事務所に所属していれば、規則第１０条

の７第１項の「常時勤務する者」に該当

すると考えてよいか。 

貸金業務取扱主任者が営業所又は事務

所に常時勤務していると認められるに

は、単に所属する営業所又は事務所が１

つに決まっていることだけでは足りず、

社会通念に照らし、常時勤務していると

認められるだけの実態が必要であると考

えられます。（営業時間内に営業所又は事

務所に常時駐在することまでは求められ

ていません。） 

18 規則第１０条の８の「営業所等におい

て貸金業の業務に従事する者」とはどの

ような者をいうのか。 

また、その数はどのように算出するの

か。 

規則第１０条の８の「営業所等におい

て貸金業の業務に従事する者」は、法第

１２条の４第２項の規定により従業者名

簿に記載されるべき従業者と同じ概念で

す。 

従って、その数は従業者名簿に記載さ

れた人数になります。 

従業者が従業者名簿の記載の対象とな

るか否かは、社会通念に照らし、個別に

判断されることになりますが、一般論と

して、勧誘や契約の締結を含む営業、審

査、債権の管理・回収及びこれらに付随

する事務に従事する者は該当すると考え

られます。一方、人事、総務、経理、シ

ステム管理等その業務遂行の影響が、通

常、資金需要者等に及ばない業務に従事

する者は該当しないと考えられます。 

また、単に顧客との折衝を行わないこ

とをもって従業者名簿に記載不要とする

ことは不適当と考えられます。 

19 貸金業務取扱主任者の数を営業所又は

事務所において貸金業の業務に従事する

者の５０分の１以上とした考え方を示さ

れたい。 

これまでも「貸付けに関する業務に従

事する使用人の数が５０人以上の従たる

営業所等」について、支店次長等、支店

長等以外の使用人の氏名及び住所を貸金

業者登録簿の記載事項とし（規則第３条

第３号）、大規模な営業所又は事務所とし

て、特別に取り扱っているところです。 

こうした取扱いを踏まえ、営業所又は

事務所において貸金業の業務に従事する

者が５０人を超える場合について、その
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数に応じて設置を義務付けることとした

ものです。 

20 顧客に対面又は電話の方法により接触

するすべての従業者に貸金業務取扱主任

者の資格取得を義務付けてはどうか。 

貸金業務取扱主任者の役割は従業者に

対する助言又は指導です。 

こうした役割に照らせば、顧客に接触

するすべての従業者に資格取得を義務付

けるのではなく、営業所又は事務所にお

ける従業者の数に応じて設置を義務付け

ることが適当と考えられます。 

21 法第１２条の３第３項の「予見し難い

事由」及び「必要な措置」とは何を指す

のか。 

法第１２条の３第３項の趣旨は、貸金

業者は十分な数の貸金業務取扱主任者を

確保しておくべきであるところ、予見し

難い事由が発生した場合に限り、貸金業

務取扱主任者の設置について、２週間の

猶予期間を認めるというものです。 

「予見し難い事由」とは、限定的に解

釈されるべきであり、急な死亡・失踪は

含まれますが、例えば定年退職といった

予め退職時期が判明しているような退職

は含まれないものと考えられます。 

「必要な措置」としては、営業所又は

事務所への貸金業務取扱主任者の設置又

は当該営業所又は事務所の廃止などが想

定され、単に貸金業務取扱主任者の求人

を行っただけ又は設置について貸金業務

取扱主任者の同意を得ただけでは、必要

な措置をとったことにはならないものと

考えられます。 

22 新貸金業法施行規則第１０条の８第４

項に定める期間（３年間）については、

期間の初日は算入せず、貸金業務取扱主

任者研修を受講した日の翌日から起算す

るものと考えてよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

23 資格試験の合格基準を７割以上とする

べきである。また、資格試験は人権、民

法、業法、商法などから６０問４択で出

題するべきである。 

24 規則第２６条の３１第３号の「資金需

要者等の保護に関すること」については、

少なくとも次の事項をその内容とするべ

きである。 

① 家計管理に関する知識 

資格試験の基準及び内容の詳細につい

ては、制度の趣旨を踏まえ、実施主体に

おいて今後検討されることになります。 
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② 事業者の財務分析 

③ 民事法律扶助制度に関する知識 

④ 生活保護法に関する知識 

⑤ カウンセリング機関の種類と特質 

25 規則第２６条の３１第４号に「財務及

び会計に関すること」とあるが、どの程

度のレベルの知識が求められることにな

るのか。 

26 規則第２６条の３１第１号の貸金業法

の「関係法令」とは、「民法」、「商法」、「出

資の受入れ、預り金及び金利等の取締り

に関する法律」、「利息制限法」、「個人情

報の保護に関する法律」及び「金融機関

等による顧客等の本人確認等及び預金口

座等の不正な利用の防止に関する法律」

等を指すと考えるが、そう解してよいか。

列挙された法律は、いずれも関係法令

に該当し得るものと考えられます。 

27 規則第２６条の３１第４号に「財務及

び会計に関すること」とあるが、貸金業

務取扱主任者の職務に財務や会計の知識

は必要ないのではないか。 

貸金業務取扱主任者の職務には返済能

力調査（法第１３条第１項）の適正な実

施に係る助言又は指導も含まれます。か

かる点を踏まえ、「財務及び会計に関する

こと」を試験の内容として規定したとこ

ろです。 

28 規則第２６条の４０各号に試験委員の

要件が規定されているが、同条第１号の

「これらの者に相当する知識及び経験を

有する者」とは具体的にどのような者を

指すのか。 

また、規則第２６条の４１第２項の「前

条に規定する要件を備えていることを証

明する書類」とは何を指すのか。 

「これらの者に相当する知識及び経験

を有する者」に該当するか否かは個別に

判断されることになりますが、例えば、

民事法学又は行政法学に精通した弁護士

が考えられるところです。この場合、「要

件を備えていることを証明する書類」と

しては弁護士資格証明書及びその業績等

を記載した書類が該当するものと考えら

れます。 

29 令第３条の１３第１項の受験手数料の

金額は消費税を含む金額と理解して良い

か。 

消費税は含まれていません。 

30 規則第２６条の５１第１項各号におい

て貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項

が規定されているが、貸金業務取扱主任

者については、貸金業者の業務への従事

の有無、貸金業者の商号、名称又は氏名

及び登録番号のうち１つでも変更があっ

た場合、変更の届出が必要となるという

理解でよいか。 

貴見のとおりです。 
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31 資格試験に合格した者が登録を受ける

にあたっては、令第３条の１４第１項に

規定される額の手数料（３，１５０円）

が必要とされ、登録免許税法別表第１中

の４６（２）における１件につき９万円

という額は、法第２４条の３６第１項に

基づき登録講習機関が新規に内閣総理大

臣の登録を受ける際に必要となる額であ

るという理解でよいか。 

貴見のとおりです。 

32 法第２４条の２８の登録の変更にあた

り手数料は必要となるか。 

変更にあたって手数料の納付は不要で

す。 

33 資格試験及び登録はいつから始まるの

か。また、資格試験は新制度の貸金業務

取扱主任者の必置化まで何回程度行われ

るのか。 

営業所又は事務所ごとに資格試験に合

格し、登録を受けた貸金業務取扱主任者

の設置義務が課せられるのは第４号施行

日からですが、資格試験及び登録はそれ

に先立ち第３号施行日以降に開始されま

す。 

この間の資格試験の実施回数等につい

ては、施行の円滑化等の観点を踏まえ、

今後実施主体において検討されることに

なります。 

34 第３号施行日より資格試験と登録が導

入され、第４号施行日以降資格試験に合

格し登録を受けた貸金業務取扱主任者が

必置化されるが、改正法、政令案には現

行の貸金業務取扱主任者に関する経過措

置がみあたらない。これは、現行制度が

第４号施行日の前日までほぼそのまま存

続され、貸金業者はこの間（第３号施行

日から第４号施行日の前日まで）に登録

を受けた貸金業務取扱主任者を確保でき

るためと解してよいか。 

貴見のとおりです。 

 （４）その他  

35 規則第１条の５第３項に定める「貸付

けに関する業務」に該当しない範囲を明

確にして頂きたい。 

また、その際には、以下の業務を行う

営業所等は登録不要とすべき。 

・ すでに契約された基本契約に基づき、

自動貸付機を通じて借入申込みに係る

承認業務をあらかじめプログラムされ

た与信管理システムを使って承認を行

規則第１条の５第３項に定める貸付け

に関する業務とは、貸付けの契約の締結

並びに貸付けの契約に金銭の交付及び債

権の回収をいい、当該業務の全部又は一

部を行う施設又は設備が貸金業法上の営

業所又は事務所（以下、「営業所等」とい

う。）にあたるので、ご意見にある事務所

についてはその業務内容の実態を踏まえ

て判断する必要があります。 
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うシステムを管理する事務所 

・ 基本契約や個別契約に基づき、貸付

けられた貸付債権に係る請求書・振り

込み用紙等の作成や送付を行う事務

所。口座振替データを作成し金融機関

に送付することを行う事務所。入金結

果を磁気テープ等で受取、個別債権に

充当処理を行う事務所。また、入金の

債権について、自動的に再振替用紙の

作成、再振替データの作成、催告書の

作成を行う事務所（電話等の個別処理

は行わない） 

・ 貸金業以外の事業のみのための事務

所であって、貸金に係る契約の締結・

資金の交付・債権回収を行わず、顧客

等から委託があった場合に、貸金契約

の問い合わせの取り次ぎ、申込みの取

り次ぎのみを行う事務所 

・ カードの紛失や盗難、登録内容の確

認、個人情報の開示などの問い合わせ

窓口業務のみを行っている事務所 

例えば、システムを管理する事務所に

ついては、自動契約受付機と一体になっ

て貸付けの契約を行っていると認められ

る場合には営業所等に該当し、当該事務

所が単に現金自動設備の状況を集中的に

把握・管理するための施設である場合に

は営業所等には該当しないと考えられま

す。 

また、請求書・振込み用紙の作成等、

営業店等の事務処理を集中して行ってい

る施設（いわゆる事務処理専門のバック

オフィス）については、当該事務処理が

貸付けに関する業務に付随して発生した

ものであっても、営業所等には該当しな

いと考えられます。 

なお、取り次ぎのみを行う施設や貸付

けに関する業務に全く関与していない施

設は営業所等には該当しないと考えられ

ます。 

36 収納代行業者、サービサー業者は含ま

れるのか、これらは規則第１条の５第４

項に規定する「代理店」に該当するのか。

収納代行業者やサービサー業者が代理

店に該当するかどうかについては、当該

業者が貸金業者の貸付けに関する業務を

代理しているかどうかによるものと考え

られます。 

37 規則第１条の５第３項に規定する、営

業所、事務所から除外される代理店の現

金自動設備として、保険業法第２条第３

項に規定する生命保険会社、及び同法第

４項に規定する損害保険会社が設置する

ものを追加していただきたい。 

現行の登録事務においては、貸金業者

の提携先が預金取扱金融機関の現金自動

設備の場合には、当該現金自動設備は貸

金業者の代理店に該当しないと整理され

ており、今回の改正はその取扱いを明確

化したものです。営業所等から除外され

るものを拡大することについては、貸金

業の適正化を図る観点から、慎重に検討

する必要があるものと考えられます。 

38 規則第３条の２第１項各号における電

話の加入者やホームページの設置者等を

明確化させるような規定を設けていただ

きたい。 

規則第３条の２第１項の趣旨は、「その

業務に関して広告又は勧誘をする際に表

示等をする営業所等の電話番号その他の

連絡先等（法第４条第１項第７号）」を予

め当局が把握することにあり、これらに

加え、電話の加入者等の明記までを求め

る必要はないものと考えられます。 
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39 登録申請書の添付書類として業務経歴

書を追加する目的は何か。 

業務経歴書は貸付けの業務の経験者に

該当する者すべてについて作成し、登録

申請書に添付しなければならないのか。 

申請者が法第６条第１項第１５号の要

件に該当していないことを確認するた

め、登録申請書の添付書類として、業務

経歴書を追加したものです。 

従って、営業所又は事務所ごとに１人

分の添付で足ります。 

このことを明確化するため、規則第４

条第３項第１３号について所要の修正を

行います。 

40 別紙様式第４号の２の「貸付けの業務

の内容」はどのように記載したらよいの

か。 

また、「期間」は貸付けに関係ない業務

に従事していた期間を差し引いて記載す

ると考えてよいか。 

「貸付けの業務の内容」については、

「（貸付けの）営業」、「審査」、「管理」、「回

収」等、その内容が簡潔に記載されてい

れば足りるものと考えられます 

「期間」については、貴見のとおりで

す。 

41 規則第５条の４第１項の基準を満たさ

ない者の貸金業登録は拒否されると考え

てよいか。 

貴見のとおりです。 

42 規則第５条の４第１項第１号に「定款

又は寄附行為の内容が法令に適合してい

ること」とあるが、法令に適合していな

いとはどのような状態を指すのか。 

例えば、貸金業を行うことが定款又は

寄付行為で定める法人の目的の範囲を超

える場合、定款又は寄付行為の規定が法

令に違反している場合が想定されます。 

43 営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱

主任者の設置を義務付けているのにさら

に規則第５条の４第１項第３号で業務経

験者の在籍を求めているのはなぜか。 

貸金業の業務の適正な運営には、貸付

けに関する知識及び経験を有する者の確

保が必要であると考えられます。 

貸金業務取扱主任者については登録に

あたり貸付けの業務の経験が求められて

いないことから、営業所又は事務所ごと

に貸付けの業務に１年以上従事した者の

在籍を求めることとしたものです。 

44 規則第５条の４第１項第２号及び第３

号の「貸付けの業務」とは貸金業者が行

う業務に限られないと解してよいか。 

具体的には、金融商品取引法に基づく

信用取引のための資金貸付業務（信用取

引の審査・管理業務を含む。）の経験は含

まれると解してよいか。 

規則第５条の４第１項第２号及び第３

号の「貸付けの業務」には、貸金業者が

行う業務に限られず、銀行等法令により

貸付けを業として行うことが認められて

いる業者等が行うものも含まれます。 

第一種金融商品取引業を行う金融商品

取引業者の資金貸付業務については、当

該金融商品取引業者が付随業務又は届出

業務として行っているものであれば、含

まれます。 

45 貸金業者や銀行に在籍していれば、「貸

付けの業務」に従事したことになるのか。

貸金業者や銀行等法令により貸付けを

業として行うことが認められている業者
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そうでないなら、どのような業務に従

事していれば「貸付けの業務」に従事し

たことになるのか。 

等に在籍しているだけでは、「貸付けの業

務」に従事したとすることはできません。

どのような業務に従事していれば「貸

付けの業務」に従事したことになるかは、

社会通念に照らし、個別に判断されるこ

とになりますが、一般論として、勧誘や

契約の締結を含む営業、審査、債権の管

理・回収及びこれらに付随する事務は該

当すると考えられる一方、人事、総務、

経理、システム管理等、その業務遂行の

影響が、通常、資金需要者等に及ばない

ものは該当しないと考えられます。 

46 規則第５条の４第１項第２号及び第３

号の基準に適合しているかどうかの審査

はどのように行うのか。 

貸金業登録の登録申請書の添付書類で

ある履歴書（規則第４条第３項第３号）

及び業務経歴書（規則第４条第３項第１

３号）により行います。 

また、貸金業登録後については、基準

に適合しているかどうかの確認は、法第

１２条の４第２項の従業者名簿により行

います。（第４号施行日以降） 

なお、規則第１０条の９の２（従業者

名簿の記載事項等）の第１項に第７号と

して「第五条の四第一項第三号の貸付け

の業務に一年以上従事した者（常勤の役

員又は使用人であるものに限る。）に該当

するか否かの別」を追加し、その旨の明

確化を図ることとします。 

47 規則第５条の４第１項第２号及び第３

号については、疎明資料となる法第１２

条の４第２項の従業者名簿の作成・保存

義務が生じてから数年を経過するまで施

行時期を遅らせるべきではないか。 

役員や職員に他社との兼職や他の営業

所との兼務を認めるならば、規制の実効

性がないのではないか。 

規則第５条の４第１項第２号及び第３

号の「貸付けの業務」は必ずしも貸金業

者が行う業務に限られないことから、ご

意見のような対応は適切でないと考えま

す。 

なお、ご意見を踏まえ、規則第５条の

４第１項第３号の「貸付けの業務に従事

した者が一名以上在籍していること。」は

「貸付けの業務に従事した者が常勤の役

員又は使用人として一人以上在籍してい

ること。」に修正します。 

この常勤の役員又は使用人には、営業

時間内に営業所又は事務所に常時駐在す

ることまでは求められないものの、貸金

業者の営業の実態及び社会通念に照ら
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し、常勤と認められる程度の勤務実態が

必要と考えられます。 

 ２．貸金業協会  

48 貸金業協会の自主規制規則の具体的内

容はいつ明らかになるのか。 

また、当該自主規制規則はどの程度の

拘束力を有するものなのか。 

貸金業協会の自主規制規則について

は、民間の任意団体である「新貸金業協

会設立協議会」において検討が進められ

ています。 

自主規制規則を含む貸金業協会の業務

規程は内閣総理大臣の認可事項であり、

貸金業協会の設立の認可の後、官報で公

示されることになります。（法第４１条の

１２） 

また、自主規制規則に違反した協会員

の処分については、貸金業協会の定款で

定められることとされています。（法第３

８条） 

貸金業協会の定款及び自主規制規則の

現在の案については、「新貸金業協会設立

協議会」から別途パブリックコメントに

付されています。 

49 既存の契約が自主規制規則の基準を満

たしていないような場合、契約の変更の

ため一定の猶予期間が置かれるのか。 

また、既存の契約の変更が債務者等に

とって不利益変更にあたるような場合、

契約の変更を不要とする余地はあるか。 

既存の契約に対する自主規制規則の適

用については、自主規制規則において定

められるべきものと考えられます。 

自主規制規則については、民間の任意

団体である「新貸金業協会設立協議会」

において検討が進められており、同協議

会のホームページに現在の案が掲載され

ています。 

50 貸金業協会の最低加入率を５０％（施

行日から第４号施行日の前日までは３

０％）とした考え方を示されたい。 

貸金業協会が、全国規模の自主規制機

関として効率的かつ効果的に機能してい

くためには、一定程度以上の規模が必要

と考えられます。また、貸金業協会が乱

立し、異なる自主規制規則が存在する状

態は、資金需要者等の利益の保護の観点

からも好ましくないものと考えられま

す。これらの点を勘案し、最低加入率を

最終的に１００分の５０とすることとし

ました。また、近時の貸金業者の数の推

移等を踏まえ、施行日においてはこれよ

り低い水準とし、段階的に引き上げるこ

ととしたものです。 

なお、施行日における最低加入率につ
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いては、 

・ 客観的な信用情報に基づきビジネス

として貸金業を行っていることの１つ

の目安となる全国信用情報センター連

合会の会員数の全貸金業者数に占める

割合が１５％程度であること 

・ 設立準備団体の会員募集状況 

等を踏まえ、貸金業協会を確実に立ち上

げる観点から、１００分の１５に修正い

たします。 

51 貸金業協会の非協会員については、協

会員と異なり、協会の指導・監督を受け

ないため、協会員と異なる処分や手続を

定める必要があると考える。そうであれ

ば、それらは全国共通である必要がある

ことから、金融庁の見解を示されたい。 

貸金業協会の非協会員に対しては、法

第２４条の６の１１の規定に則り、適切

に監督していく予定です。 

貸金業協会の非協会員に対する監督に

関する基本的な考え方については、「貸金

業者向けの総合的な監督指針」をご参照

ください。 

52 ある貸金業協会の会費納入細則におい

ては、資本金の３分の１以上が銀行によ

って出資されている貸金業者の会費につ

いて差別的な規定が存在する。新しい貸

金業協会の認可にあたっては適切な指導

が行われるよう要望する。 

貸金業協会の定款等については、「法令

に適合し、かつ、資金需要者等の利益の

保護を図り、貸金業の適正な運営に資す

るために十分であること。」という基準に

適合するかどうかを審査することとされ

ています。（法第２８条第１項第１号） 

こうした点も踏まえ、認可に向けて、

定款等の内容を適切に審査してまいりた

いと考えております。 

 ３．行為規制等  

 （１）従業者名簿  

53 従業者名簿は電磁的記録により作成す

ることができると考えてよいか。 

従業者名簿については、「内閣府の所管

する金融関連法令に係る民間事業者等が

行う書面の保存等における情報通信の技

術の利用に関する法律施行規則」（平成１

７年内閣府令第２１号）において所要の

手当てを行い、電磁的記録により作成及

び保存することを可能としています。 

54 従業者名簿を電磁的記録で作成する場

合、別紙様式第６号の２の記載事項がす

べて記録されていることをもって足りる

と解してよいか。 

別紙様式第６号の２に準じた形式で電

子計算機の映像面への表示及び書面への

出力が可能である限りにおいて、そのよ

うなご理解で差し支えありません。 

55 正社員と短期雇用社員の従業者名簿を

分けて作成してよいか。 

従業者名簿は事業年度毎に作成する取

法令上複数の従業者名簿が存在するこ

とは許容されませんが、別紙様式第６号

の２の様式によって作成される限り、１
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扱いとしてよいか。 つの従業者名簿の中に適宜の区分を設け

ることは問題ありません。 

また、従業者名簿を事業年度ごとに作

成し、当該事業年度の終了後に閉鎖する

取扱いは問題ないものと考えられます。

（この場合において、保存期間の起算点

は、閉鎖の日ではなく、閉鎖する従業者

名簿の最終の記載が行われた日になりま

す。） 

56 主にコールセンターにおいて債務者又

は今後の利用を検討している者からの照

会に回答する業務に従事する者は、従業

者として法第１２条の４第２項の従業者

名簿に記載する必要があるか。 

従業者が法第１２条の４第２項の従業

者名簿の記載の対象となるか否かは、社

会通念に照らし、個別に判断されること

となりますが、一般論として、電話で契

約者からの契約内容（貸付総額、追加貸

付可能額、返済（予定）額、利用可能な

ＡＴＭの場所等）の照会に回答する業務

にのみ従事する者は対象とならず、今後

の利用を検討している者からの照会に回

答することを通じて契約の締結を誘引す

ると認められる業務に従事する者は対象

となるものと考えられます。 

なお、判断に際しては、その従業者が

従事する業務のみが問題となり、当該業

務が当該従業者の「主に」従事する業務

であるか否かは問題にならないことに留

意する必要があります。 

57 法第１２条の４第２項の従業者名簿に

記載される従業者とは、貸付けの契約の

締結、債権の管理、回収（取立て）業務

に従事する者であり、人事部門、経理部

門、情報システム部門等の従業員は対象

とならないとの理解でよいか。与信審査

部門も対象にならないとの理解で良い

か。 

従業者が法第１２条の４第２項の従業

者名簿の記載の対象となるか否かは、社

会通念に照らし、個別に判断されること

となりますが、一般論として、勧誘や契

約の締結を含む営業、審査、債権の管理・

回収及びこれらに付随する事務に従事す

る者は該当すると考えられる一方、人事、

総務、経理、システム管理等、その業務

遂行の影響が、通常、資金需要者等に及

ばない業務に従事する者は該当しないと

考えられます。 

58 派遣社員や契約社員については、従業

者名簿の記載対象となる従業者に該当し

ないと解してよいか。 

法第１２条の４第２項の従業者名簿の

記載の対象となるか否かについては、雇

用の形態にかかわらず、現に貸金業の業

務に従事しているか否かによって判断す

ることとなります。 
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59 法第１２条の４第２項の従業者名簿に

記載する「証明書の番号」は、貸金業者

が独自に定める固有の社員番号で足りる

と解してよいか。 

同一の番号を使い回すなど従業者の特

定に支障をきたす取扱いがされていない

限りにおいて、番号の採番は貸金業者独

自の方法によって差し支えないものと考

えます。 

60 規則第１０条の９の２第１項第２号の

「主たる職務内容」については、「営業事

務」、「回収」など、従事する業務の内容

がわかる名称を記載すれば足りると解し

てよいか。 

また、所属する部署の名称に変更があ

っても、「主たる職務内容」に変更がない

限り、特段の手当ては不要と解してよい

か。 

いずれも貴見のとおりです。 

61 規則第１０条の９の２第１項第２号の

「主たる職務内容」に変更があっても、

部署内の人事異動であれば特段の手当て

は不要と解してよいか。 

「主たる職務内容」に変更がある場合、

記載を変更する必要があります。 

62 労働基準法第１０７条第１項の労働者

名簿の記載事項については、法第１２条

の４第２項の従業者名簿の記載事項から

省略できるようにして欲しい。 

法第１２条の４第２項の従業者名簿と

労働基準法第１０７条第１項の労働者名

簿は、根拠法も目的も異なる書類であり、

ご意見のような取扱いは困難と考えま

す。 

63 規則第１０条の９の２第３項の従業者

名簿の保存期間を短縮されたい。 

また、保存期間を経過した従業者名簿

は廃棄できると考えてよいか。 

従業者名簿は従業者の貸付けの業務の

経験を証明する資料の１つとなることか

ら、１０年間の保存を求めることとした

ものです。 

規則第１０条の９の２第３項は貸金業

者が保存義務を負う期間を規定したもの

であり、当該期間経過後の従業者名簿に

ついては、保管する必要はありません。 

64 営業所又は事務所ごとに過去１０年分

の在籍社員の記録を保存しておけば、規

則第１０条の９の２第３項の保存期間を

満たすと考えてよいか。 

従業者名簿が閉鎖されず、記載が続く

限り、保存期間の起算点は更新されてい

くことになるため、１０年を経過した記

録について一律に保存義務がないとは解

されません。 

また、貸金業の業務に従事する者であ

れば、いわゆる「社員」であるかどうか

に関係なく、従業者名簿への記載が必要

であることに留意する必要があります。 

 （２）生命保険契約  

65 規則第１０条の１０第１号の「住宅の 規則第１０条の１０第１号に掲げる契
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建設若しくは購入に必要な資金（住宅の

用に供する土地又は借地権の取得に必要

な資金を含む。）又は住宅の改良に必要な

資金の貸付けに係る契約」には、借換住

宅ローンも対象に含まれることを明示す

べき。 

約には、住宅ローンの借換えも含むもの

と解釈されます。 

66 規則第１０条の１０第１号の「住宅」

には、建物の一部が事業の用に供される

住宅も含まれるとの理解でよいか。 

 また、一般に住宅は、自己の居住の用

に供する以外に、別居の親や他の親族を

居住させる、または購入後すぐには自分

で居住せずに他人に賃貸するなどの利用

形態が考えられるが、自己の居住用以外

の目的で利用している場合であっても、

自己が保有している住宅については、将

来、自己の居住の用に供することになる

可能性があることから、規則第１０条の

１０第１号の「住宅」には、自己の居住

用以外の住宅も含まれるとの理解でよい

か。 

建物の一部が事業の用に供される住宅

や自己の居住用以外の住宅についても、

法第１２条の７の自殺を保険事故とする

生命保険契約の締結の禁止の例外に含ま

れます。 

ご意見を踏まえ、規定を明確化するた

め、規則第１０条の１０第１号の規定を

修正いたします。 

なお、現実的に事務所として賃貸利用

されたといった場合については、「居住の

用に供する建物（その一部を事業の用に

供するものを含む。）」に当たるか、個別

事例ごとに実態に即して判断されること

になるものと考えられます。 

67 法第１２条の７の自殺を保険事故とす

る生命保険契約の締結禁止から除外され

る「住宅」の定義についてどのように考

えればよいか。 

・ 店舗併用住宅 

・ 一棟の集合住宅で居宅部分と賃貸（事

務所又は居住用）部分が併存 

・ 所有者本人が事業所として利用する

部分等が併用 

以上を全て「住宅」と考えてよいか。そ

の他、賃貸用住宅（賃貸用マンション等）

等として購入する場合も「住宅」と考え

てよいか。賃貸住宅として考えていたが、

現実的に「事務所」として賃貸利用され

た場合は「住宅」になるか。 

 

68 法第１２条の７の自殺を保険事故とす

る生命保険契約の締結の禁止の例外で、

「住宅の建設若しくは購入に必要な資金

又はその改良に必要な資金の貸付け」（規

則第１０条の１０第１号）について、「住

宅」とは、アパート（賃貸住宅）も含ま
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れるか。また、店舗等併用住宅、店舗等

併用アパート等の併用住宅はどうか。「住

宅」の範囲について、定義条項を設ける

などして、具体的に明らかにしていただ

きたい。 

69 自殺を保険事故としない生命保険契約

の締結は可能なのか。 

自殺を保険事故としない生命保険契約

の締結は禁止されていません。なお、こ

の場合には、法第１６条の３の規定によ

り、生命保険契約の内容を説明する書面

を交付する必要があります。 

70 長期の事業資金融資も住宅資金融資と

同様、法第１２条の７の自殺を保険事故

とする生命保険契約の締結禁止の例外と

すべき。 

貸金業者が資金需要者等の死亡を保険

事故として生命保険契約を締結すること

が、不適切な取立てを招き、ひいては借

り手等の自殺を誘発しているのではない

かといった批判を踏まえ、法第１２条の

７において、自殺を保険事故とする生命

保険契約の締結が禁止されているところ

です。こうした趣旨にかんがみれば、長

期の事業資金を例外とすることは、必ず

しも適当ではないものと考えられます。 

71 法第１２条の７および第１６条の３の

「保険契約を締結しようとする場合」に

は、債権者を保険契約者、債務者を被保

険者とし、債務者の死亡により貸金業者

が保険金額の支払を受けることとなる団

体信用生命保険において、施行日以後に

新たに債務者が被保険者として加入する

場合も含まれるか。 

貴見のとおりと考えられます。 

72 貸金業者が保険契約者・保険金受取人

となり、住宅資金貸付契約等（規則第１

０条の１０に規定の契約）の相手方を他

の貸付けの契約の相手方であるか否かに

関わらず被保険者として団体信用生命保

険契約を締結する場合については、被保

険者が当該貸金業者の貸付けの契約の相

手方である場合でも、その者が貸付けの

契約の相手方であることに着目して保険

契約が締結されるわけではないため、法

第１２条の７、第１６条の３の適用はな

いという理解でよいか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

73 貸金業者が保険契約者・保険金受取人

となり、その役員・従業員を貸付けの契

 貴見のとおりと考えられます。 
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約の相手方であるか否かに関わらず被保

険者として、その遺族に支払う弔慰金等

の財源確保のために保険契約を締結する

場合については、被保険者が当該貸金業

者の貸付けの契約の相手方である場合で

も、その者が貸付けの契約の相手方であ

ることに着目して保険契約が締結される

わけではないため、法第１２条の７、第

１６条の３の適用はないという理解でよ

いか。 

74 金融機関や貸金業者等を保険契約者、

債務者を被保険者として、債務者の死亡

により保険契約者が保険金額の支払を受

けることとなる団体信用生命保険では、

通常、保険契約者から被保険者となる債

務者に、保険会社が作成した契約内容に

関する重要事項が記載された書面（契約

概要・注意喚起情報）を交付したうえで、

被保険者となることの同意を得ている。

そのため、保険会社が作成した当該書面

に、法第１６条の３、規則第１２条の３

に掲げる事項が含まれている場合には、

団体信用生命保険の契約者である貸金業

者は、当該書面を交付することでこれら

の規定に基づく対応を行っていると言

え、当該書面とは別に、法第１６条の３、

規則第１２条の３に規定の事項のみが記

載された書面をさらに交付する必要まで

はないという理解でよいか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

75 施行日以後に貸金業者が貸付けに係る

契約に基づく債権を譲渡する場合におい

て、当該債権の譲受人が貸金業者の場合

であっても、改正政令附則第６条に規定

する要件を満たす場合には、法第２４条

において準用される法第１２条の７およ

び第１６条の３の規定は適用されないと

いう理解でよいか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

76 法第２４条の２第２項について、保証

業者が保険契約者・保険金受取人となり、

保証を行う貸金業者の貸付けに係る契約

の相手方を被保険者として、団体信用生

命保険契約を締結する場合で、当該保険

 貴見のとおりと考えられます。 
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契約締結の時点において、保証業者が保

証に基づく求償権を取得していない場合

には、保証業者が当該保険契約締結後に

求償権を取得したとしても、法第１２条

の７、第１６条の３の適用はないという

理解でよいか。 

 （３）貸付条件等の掲示・広告・勧誘  

77 規則第１１条第２項に規定される「基

準とする市場金利の名称」とは、「ＬＩＢ

ＯＲ」、「ＴＩＢＯＲ」と記述すればよい

か。 

ご質問の記載は要件を満たすものと考

えられます。 

78 規則第１１条第２項に規定される「こ

れに加算する利率」については、加算す

る利率（所謂マージン、スプレッド）が

資金需要者の信用力に応じて異なる場合

には、想定されるもっとも高い利率を記

せば問題ないとの理解でよいか。 

加算する利率の範囲を示すことが適切

であると考えられます。 

79 いわゆる固定金利貸付と規則第１１条

第２項が企図していると思料される変動

金利貸付の両方を行っている場合は、そ

れぞれの想定される最も高い貸付の利率

を記せば問題ないとの理解で良いかご確

認いただきたい。 

 それぞれについて、利率の範囲を示す

ことが適切であると考えられます。 

80 いわゆる短期プライムレートに連動し

た変動金利型商品の貸付利率の表示につ

いても、規則第１１条第２項に従った表

示方法でよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

81 貸付け条件を掲示、広告する際には、

総返済額の記載を義務づけるべき。 

 貸付けの金額等が定まらないことが想

定されるため、総返済額の記載を一律に

義務づけることは必ずしも適当ではない

ものと考えられます。 

82 規則第１２条第１項第１号イにおいて

「返済の方式並びに返済期間及び返済回

数」の表示を義務づけているが、もっと

もよく利用されている返済の方式による

とすべきである。 

最も利用されている返済の方式のみに

よって記載することは、かえって資金需

要者等に誤解を与えかねず、適切な情報

提供の観点から、必ずしも適当ではない

ものと考えられます。 

83 請求書に、貸付条件提示のあるチラシ

等を同封した場合、名宛人が勧誘拒否者

であった場合には、チラシ等の同封物の

送付は過剰な勧誘に該当し誇大広告の禁

止等に該当するか。 

貸付条件等を記載した書面を資金需要

者等を名宛人として郵送した場合、法第

１６条第４項の「勧誘」に当たると考え

られることから、再勧誘の禁止（法第１

６条第４項）の対象となり得るものと考

えられます。 
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 （４）書面交付  

 ① 事前書面・契約締結時に交付する書面 

84 契約締結前の書面の交付はどのタイミ

ングで行うべきか。契約内容が確定した

時点か。申込みを受けた時点か。申込み

の前のタイミングでも告知が必要か。 

法第１６条の２は、資金需要者等が契

約を締結するかどうか判断できるように

するために設けられた規定であり、かか

る法の趣旨に沿って、契約締結前に交付

される必要があるものと考えられます。 

交付時期について、申込みとの前後関

係の制約はありませんが、法令で求めら

れる限度額、利率等の記載事項との関係

で、契約内容が具体的に定まっていない

段階で交付することはできないものと考

えられます。 

85 法第１６条の２には、「当該契約を締結

するまでに…当該契約の内容を説明する

書面を当該契約の相手方となろうとする

者に交付しなければならない。」と規定さ

れているが、契約締結前であれば、書面

交付が契約当日となっても問題ないとの

理解でよいか確認したい。 

法第１６条の２の事前書面について

は、資金需要者等が契約を締結するかど

うか判断できるように、合理的な時間的

余裕をもって交付することが望ましいも

のと考えられます。 

契約の内容等個別具体的な事情にもよ

りますが、借り手本人に対しては交付が

契約当日になっても基本的には差し支え

ないものと考えられます。一方、保証人

になろうとする者に対しては（法第１６

条の２第３項）、新貸金業協会設立協議会

がパブリックコメントに付した自主規制

規則（案）において、「保証契約締結日の

前日までに送付又は交付しなければなら

ない」とされていることに留意が必要で

す。 

86 契約締結前の書面として、商品の概要

を記載したパンフレット等を交付した場

合に、契約締結前の書面の交付をしたも

のと解してよいか。 

 法第１６条の２の事前書面としてパン

フレットが排除されるものではありませ

んが、記載事項等法令の要件を満たす必

要があります。商品の概要が具体的にど

のような形で記載されるかによります

が、法令に規定する事項が記載されてい

なければ、事前書面を交付したことには

ならないものと考えられます。 

87 申込書が付いたパンフレット様式でも

可との事だが、極度額等の貸付条件は正

式には契約前まで未定なことが多い。具

体的な方法や書式を教えてほしい。 

 法第１６条の２の事前書面としてパン

フレットが排除されるものではありませ

んが、記載事項等法令の要件を満たす必

要があり、極度額等が未定の場合には、

要件を満たさないものと考えられます。 
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88 契約締結前の交付書面に記載する極度

額は契約時に想定される見込み極度額あ

るいは仮定極度額の記載でよいか。 

 事前書面には締結しようとする契約の

内容の１つとして極度額の記載が求めら

れます（法第１６条の２第２項第２号）。

仮に、実際に契約を締結するに際し、

事前書面に記載した極度額を変更する場

合には、再度変更した極度額を記載した

事前書面を交付する必要があるものと考

えられます。 

89 事業者向けノンリコースローン等の場

合、事前に借入人（資金需要者）に融資

条件提示書を手交することが一般的であ

るが、当該「融資条件提示書」が法第１

６条の２第１項各号及び規則第１２条の

２第１項第１号に規定されている事項を

全て記述している場合、当該ドラフトは

法第１６条の２に規定する書面に該当す

ると考えてよいか確認したい。 

記載事項等法令の要件を満たすもので

あれば、法第１６条の２の事前書面とし

てご質問の融資条件提示書が排除される

ものではないと考えられます。 

90 法第１６条の２に規定されている事前

書面を借入人（資金需要者）に交付した

後、貸付人・借入人両者の合意で、法第

１６条の２第１項に規定されている事項

の一部が変更となった場合、変更内容を

反映した書面を契約締結前に再度交付す

る必要があるか。 

ご質問の場合には、変更内容を反映し

た書面を契約締結前に再度交付する必要

があるものと考えられます。 

91 郵送による融資申込みの場合、融資金

支払い時を貸付けに係る契約締結時と解

釈し、融資実行後、２～３日以内に法第

１７条にて要求される事項を記載した書

面を資金需要者に対して記録郵便にて送

付することをもって、法第１７条に定め

る「遅滞なく」書面を交付する義務を果

たしているものと解してよいか。 

法第１７条第１項及び第２項に規定す

る「遅滞なく」の要件を満たすか否かに

ついては、個別事例ごとに実態に即して

判断されるものと考えられます。 

92 ローンカードは利用明細書及び返済書

面等を送付する事をよしとしないため、

送付しない事を条件に契約、利用してい

る者が多い。契約者その者の同意を得て

（記録に残す）書面の交付を停止する方

法も選択肢として定める事のほうが現実

対応として適切である。 

93 法第１７条第１項の定めにより交付す

る書面として現金自動預払機（ＡＴＭ）

より発行される取引明細書を交付する場

資金需要者等に十分な情報提供が行わ

れることを確実に担保する観点から、法

第１７条等において書面交付義務が設け

られているところです。このため、資金

需要者等の同意を条件に、書面の交付を

不要とすることについては、必ずしも適

切ではないものと考えております。 
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合、提携している金融機関やＡＴＭの機

種によっては、全ての項目を網羅するこ

とが出来ない場合があり、この場合にお

いてはＡＴＭより発行される取引明細書

の他に、所定項目を網羅した取引明細書

等を改めて郵送等により交付する必要が

あると認識している。かかる場合、原則

として改めて郵送等により取引明細書等

を交付するが、顧客本人から書面等によ

り郵送物等による通知を希望しない旨の

意思表示を明確に受けている場合等、顧

客保護の観点から社内で定めた基準に該

当する顧客については、当該取引明細書

を送付しないことも可能との認識でよい

か。 

94 郵送による融資申込において、融資金

支払い後、法第１７条書面を相手方に対

し記録郵便にて送付することをもって、

法第１７条に定める書面を交付する義務

を果たしているとした場合、受取人不在

等の理由により書面が配達されなかった

資金需要者に対して、その後相手方と連

絡をとり、書面を交付するための相応の

努力を行った上で、なおも連絡不能等の

理由により法第１７条書面を交付できな

かった場合、法第１７条に定める交付責

任を果たしたと解してよいか。 

 法第１７条の書面交付義務が果たされ

たかどうか、個別事例ごとに実態に則し

て判断されることとなると考えられま

す。 

95 総量規制により、極度額を５０万から

３０万円に変更し貸付けを実施する場

合、債務者へ極度額変更通知をしなけれ

ばならないのでしょうか。 

また信用情報照会により元の極度額５

０万円に変更が可能となったとき、債務

者へ連絡をする場合、債務者への連絡は

具体的にどのような方法が認められるの

でしょうか。 

極度額を引き下げたとき、また、引き

下げた後、元の額を上回らない額まで引

き上げたときは、法第１７条第２項の書

面の再交付義務はありません（規則第１

３条第５項）。 

96 契約極度額内で利用極度額（実際に利

用できるＡＴＭ利用限度額）を増額する

場合は、重要事項の変更とみなされるか。

極度額、及び貸金業者が極度方式基本

契約の相手方に対し貸付けの元本の上限

として極度額を下回る額を提示する場合

にあっては当該下回る額、の増額につい

ては、過剰貸付けを抑制するため資金需

要者等にとって重要な情報であることか
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ら、書面の再交付義務がかかるよう規定

を修正いたします（規則第１３条第４項

第１号ロ）。 

97 契約締結前及び契約締結時の書面の交

付の規定は、顧客保護の観点から求めら

れているものと理解しているが、近年は

貸金業者のみならず、銀行等の預金取扱

金融機関においても、貸金業者と同様の

貸付を行っているため、消費者に対して

は同様の内容の書面交付が求められてし

かるべきだと考える。 

 昨年の法改正においては、 

・ 貸金業者に係る多重債務問題が発生

している現状にかんがみ法改正を行っ

たものであること 

・ 銀行等の金融機関については健全性

の確保等の要請により厳しい監督に服

していること 

等により、規制によって、貸金業者と銀

行で異なっているものがあります。 

98 契約締結時の書面において、極度方式

貸付けに係る契約を締結した場合の「返

済期間及び返済回数」（法第１７条第１項

第６号）の記載は、規則第１３条第１６

項第１号チの定めに準じて記載できるこ

とでよいか。 

平成１７年１２月１５日最高裁判決の

考え方を踏まえ、当該契約に係る「返済

期間及び返済回数」を適切に記載する必

要があるものと考えられます。 

99 極度方式貸付けの書面の交付（法第１

７条第１項）において、リボルビング方

式では将来の利用により「返済期間及び

返済回数」が変化するため、これを確定

的に記載することができない。このため、

個々の貸付けの時点での残元利金につい

て、最低返済額及び経過利息を約定の返

済期日に返済する場合の返済期間、返済

金額を、確定的な返済期間、返済金額の

記載に準ずるものとして、記載すればよ

いと考えてよいか。 

平成１７年１２月１５日最高裁判決の

考え方を踏まえ、当該契約に係る「返済

期間及び返済回数」を適切に記載する必

要があるものと考えられますが、基本的

に貴見のとおりと考えられます。 

100 債務者に貸付けの内容を知らしめる制

度目的である法第１７条書面において、

金利レベルによって記載事項に差を設け

るのは不合理である。金利レベルを問わ

ず記載省略を可とすべきである。 

利息制限法を超える貸付けについて

は、金利負担が大きいこと等にかんがみ、

利息制限法の制限金利内の貸付けに比べ

情報提供の要請が高いと考えられること

から、リボルビング契約の個別貸付け時

の書面において、基本契約と重複する事

項であっても記載を求めることとしたと

ころです。 

101 改正府令第３条では契約締結時の書面

の記載事項について「利息の額が旧利息

制限法第１条第１項に定める利息の額を

超えないものを締結するとき」との表現

があるが、第４号施行日時点において、

ご指摘のとおり、第４号施行日以後は、

債務者について、旧利息制限法の制限金

利を超える契約を締結されることは禁止

されています。一方、保証人については、

第４号施行日以後であっても、第４号施
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旧利息制限法を超える契約を締結される

ことは禁止されているはずであり、そう

であれば、違法な契約を締結することが

原則であるかのような、この表現は妥当

ではない。 

102 規則第１３条第１項ヨなどは改正法第

４条規定の改正でも「旧利息制限法第１

条第１項に規定する・・・」などとして

削除されないが、法第１２条の８第１項

で利息制限法超過利息での契約が禁止さ

れるので矛盾をきたすのではないか。 

行日前に締結された旧利息制限法の制限

金利を超える貸付けに係る契約について

保証契約を締結することがあり得ます。 

ご指摘の文言は、こうした場合に法第

１７条第４項及び第５項の規定により同

条第１項及び第２項の内容を記載する際

に必要となるものです。 

103 新貸金業法施行規則第１３条第１項第

１号イの「極度方式貸付けに係る契約で

あつて当該契約で定める利息の額が利息

制限法第一条第一項に定める利息の制限

額を超えないものを締結するときは」と

いうかっこ書の規定は、債務不履行時の

定めとして、遅延損害金がある場合の、

当該遅延利息も含むかどうかご教示いた

だきたい。 

遅延利息は含まれないものと考えられ

ます。 

104 極度方式基本契約の契約時の交付書面

についても、利息制限法を超えない場合

は、記載を省略できるか。 

法第１７条第２項の極度方式基本契約

の書面は、極度方式貸付けの元となる契

約であることにかんがみ、利息制限法の

制限金利の範囲内の貸付けであっても、

記載を省略することはできません。 

105 「契約番号その他」（規則第１３条第１

項第１号ロ）には、会員番号、カード番

号など、債務者を特定する番号を含むと

理解してよいか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

106 規則第１３条第１項第１号ロにおいて

「極度方式貸付けに係る契約にあって

は、当該契約の契約番号その他をもって

代えることができる」とされているが、

個人情報保護の観点から、契約番号の一

部表示をすることでよいか。 

契約番号の一部非表示であっても、当

該顧客について特定が可能な場合には、

「契約番号その他」に当たるものと考え

られます。 

 

107 提携ＡＴＭ取引の際、銀行がセキュリ

ティ確保の観点から契約者番号等をアス

タリスク等で一部非開示とした場合であ

っても、提携先は、契約締結時に交付す

る書面（ＡＴＭが排出するレシート）に

おいて、「当該契約の契約番号その他をも

って代えることができる」場合（規則第
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１３条第１項第１号ロ）として、契約相

手方の商号、名称又は氏名及び住所を省

略することができるとの理解でよいか。 

108 規則第１３条第１項第１号ハにおいて

「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面

の内容」が記載事項とされているが、極

度方式基本契約の締結時に受け取った書

面ではなく、個々の極度方式貸付けにお

いて受け取った書面について記載すれば

よいと解してよいか。 

貴見を踏まえ、規定を修正いたします。

109 「貸付けに関し貸金業者が受け取る書

面の内容」（規則第１３条第１項第１号

ハ）について、具体的に示していただき

たい。 

例えば、「運転免許証の写し」等貸付け

に関し貸金業者が受け取る書面の内容の

記載を求めるものです。 

110 極度方式基本契約締結時に記載すべき

「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面

の内容」（規則第１３条第３項第１号ハ）

とは、「契約締結に関し…」という解釈で

よいか。 

貴見を踏まえ、規定を修正いたします。

111 規則第１２条の２第５項第５号に規定

する「貸付けの契約に関し貸金業者が受

け取る書面の内容」とは、当該保証人か

ら受け取る書面だけではなく、主債務者

から受け取る書面も含まれるのか。 

 含まれるものと考えられます。 

112 規則第１３条第１項において書面の記

載事項が定められているが、以下の場合

には、それぞれ当該記載事項を記載しな

くてもよいと解してよいか。 

① 契約に際して特段の書面を受領して

いない場合の「貸付けに関し貸金業者

が受け取る書面の内容」 

② 「物的担保」「保証契約」「電話担保

金融」「利息制限法超過部分の支払い義

務がない旨」などのように、「～場合は」

や「～ときは」などその記載に条件が

付されている事項について、当該条件

に合致しない場合の当該記載事項 

③ 利息制限法内の契約の場合の「期限

の利益喪失」条項の「利息制限法内で

のみ効力がある旨」 

① 「なし」と記載することが望ましい

ものと考えられます。 

② 記載する必要はないものと考えられ

ます。 

③ 利息制限法の制限利率の範囲内の金

利を明示し、その上で期限の利益の喪

失の定めを置いている場合は、「利息制

限法第１条第１項に規定する利率を超

えない範囲において効力を有する旨」

の記載をしていると判断されます。 

113 「債務者が負担すべき元本及び利息以

外の金銭に関する事項」（規則第１３条第

「なし」と記載することが望ましいも

のと考えられます。 
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１項第１号ニ）について、該当するもの

がない場合、記載の必要がないというこ

とでよいか。 

114 「利息の計算の方法」（規則第１３条第

１項第１号ヘ）の記載については、以下

の記載により要件を満たすと解するがそ

う解してよいか。 

「利息の計算方法は貸付残高×貸付利

率÷３６５×利用日数です。」 

契約内容が適切に反映されている限り

において、ご質問の記載で要件を満たす

ものと考えられます。 

115 「記載されているものより有利」（規則

第１３条第１項第１号ヘ）とは利率にお

いて有利であると理解してよいか。 

 ご質問のように、例えば貸付けの利率

を引き下げた場合が想定されます。 

116 「各回の返済期日及び返済金額」（規則

第１３条第１項第１号チ）に係る記載は、

１回払いや回数指定払い等においては、

残存する債務と併せた債務ではなく、個

別に記載することとなるのか。 

 同一の極度方式基本契約に基づく返済

の条件が同種のものについてのみ、残存

する債務と合わせた記載が可能となりま

す。なお、１回払いと分割払いは「返済

の条件が同種」ではないものと考えられ

ます。 

117 同じカード契約下での、①一括払いと

リボルビング払い、②一括払いと一括払

いの場合は、いずれも「同一の極度方式

基本契約」となるのか。 

「同一の極度方式基本契約」に当たる

か否かは、個々の契約形態にもよります

が、１つのカード契約であって共通の極

度額を定める場合には、これに当たるも

のと考えられます。 

なお、一括払いとリボルビング払いは、

「返済の条件が同種」のものではないた

め、例えば、「各回の返済期日及び返済金

額」（規則第１３条第１項第１号チ）の記

載については、残存する債務と合わせた

記載はできないものと考えられます。 

118 リボルビング方式の貸付けについて、

新規貸付分から金利を利息制限法制限内

に引き下げた場合において（既存の残高

は利息制限法超過の金利）、「各回の返済

期日及び返済金額」（規則第１３条第１項

第１号チ）の記載を「次回の返済期日及

び返済金額」（規則第１３条第１項第１号

チ）の記載をもって代えることができる

か。 

新規の貸付けについては、「次回の返済

期日及び返済金額」を記載することが可

能になるものと考えられます。 

119 リボルビング払いにおいて極度方式貸

付けに係る契約単位で利息の利率が異な

る商品設計（例えば、利息制限法の利息

の範囲内で残高を考慮した金利設定。）の

規定を明確化するため、「返済の条件が

同一」を「返済の条件が同種」と修正い

たします。「返済の条件が同種」とは、リ

ボルビング払い、分割払い、一括払いの



- 26 - 

場合、返済条件は同一と考えて良いか。 

仮に、同一とは言えないとした場合、

規則第１３条第１項第１号チの「各回の

返済期日及び返済金額」の記載を「次回

の返済期日及び返済金額」の記載をもっ

て代えることができるか。 

別等を想定しているものであり、貸付け

の利率が異なっていることは、「返済の条

件が同種」であるか否かの判断に影響を

及ぼすものではないと考えられます。 

利息制限法の制限金利の範囲内であれ

ば、「各回の返済期日及び返済金額」の記

載を、「次回の返済期日及び返済金額」の

記載をもって代えることができます。 

120 ① 「各回の返済期日及び返済金額の設

定の方式」（規則第１２条の２第１項第

１号ヘ、同条第２項第１号ヘ、第１３

条第３項第１号チ）は「各回の返済期

日の設定の方式」及び「各回の返済金

額の設定の方式」と理解してよいか。 

② その場合、「返済期日の設定の方式：

毎月○日、当社が指定する日」「返済の

金額の設定方式：借入金額、借入利率

により当社が規定した金額」などとし

て、具体的な年月日を記載しないこと

も許されると理解してよいか。 

① 貴見のとおりと考えられます。 

② 具体的に記載する必要があるものと

考えられます。 

121 規則第１２条の２第２項第１号ヘや第

１３条第３項第１号チに規定する「各回

の返済期日及び返済金額の設定の方式」

とは、具体的にどのような内容を記載す

ればよいのか。 

122 規則第１２条の２第２項第１号ヘや第

１３条第３項第１号チに規定する「返済

金額の設定の方式」とは、返済方式に応

じた返済予定金額の定め（内訳）等を記

載すれば足りると理解して問題ないか。 

123 規則第１２条の２第２項第１号ヘや第

１３条第３項第１号チに定める「各回の

返済期日及び返済金額の設定の方式」は、

１回貸し付けることその他の必要な仮定

を置き、当該仮定に基づいた将来支払う

返済金額の合計額、返済期間及び返済回

数並びに当該仮定を記載することでよい

か。 

「各回の返済期日及び返済金額の設定

の方式」（規則第１２条の２第２項第１号

ヘ・第１３条第３項第１号チ）は、いつ

いくら返済すればよいのかが具体的にわ

かるように契約の内容を適切に反映して

記載する必要があり、例えば、以下のよ

うな記載が考えられます。 

 

返済期日 毎月１０日 

返済金額 

借入残高が 

 ～１０万以下：５千円以上 

 １０万超～ ：１万円以上 

124 「利息の額が利息制限法第１条第１項

に定める利息の制限額」を超過している

場合における極度方式貸付けの書面にお

ける記載事項のうち、新貸金業法施行規

契約内容が適切に反映されている限り

において、ご質問のような記載で要件を

満たすものと考えられます。 
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則第１３条第１項第１号リに定める「契

約上、返済期日前の返済ができるか否か

及び返済ができるときは、その内容」の

記載については、以下の記載により要件

を満たしていると解してよいか。 

「期日前に返済が可能です。この場合、

返済日までの利息の支払いが必要です。」

125 規則第１３条第１項第１号リにおける

「契約上、返済期日前の返済ができるか

否か及び返済ができるときは、その内容」

について、記載を省略することができる

要件である「有利なもの」とは、以下の

ものと解してよいか。 

① 返済期日前返済を債務者が行うため

に債務者が事前に通知しなければなら

ない期間が短縮する場合 

② 繰上償還時に発生する手数料がある

場合において当該手数料が引き下げに

なる場合 

①②ともに「有利なもの」に当たると

考えられます。 

126 規則第１３条第１項第１号ヌにおける

「期限の利益の喪失の定め」について、

記載を省略することができる「有利なも

の」とは、以下のものと解してよいか。 

① 複数定められた期限の利益の喪失条

項が減少すること 

② 期限の利益喪失に該当する条件が緩

和されること 

①②ともに「有利なもの」に当たると

考えられます。 

127 「記載されているものより有利」（規則

第１３条第１項第１号ヌ）とは、具体的

に如何なる場合を想定されているのか明

らかにされたい。 

期限の利益喪失に該当する条件が緩和

されること等債務者にとって有利になる

場合を想定するものです。 

128 規則第１２条の２第５項第９号に規定

する「貸付けの契約に基づく債権につき

物的担保を供させるときは、当該担保の

内容」とは、当該保証人からの物的担保

だけではなく、主債務者や他の物上保証

人から受け取る物的担保も含まれるの

か。 

 含まれるものと考えられます。 

129 規則第１３条第１項第１号ルにおける

記載事項について、「利息の額が利息制限

法第１条第１項に定める利息の制限額」

を超過している場合における極度方式貸

 貴見のとおりと考えられます。 
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付けに係る契約の場合は、「物的担保を供

させている旨」をもって代えることがで

きるとされているが、記載方法について

は、「物的担保：あり」と記載することで、

当該要件を満たしていると解してよい

か。また、物的担保を供させていない場

合は、項目の記載を省略できるものと解

してよいか。 

130 規則第１３条第１項第１号ヲにおける

記載事項について、「利息の額が利息制限

法第１条第１項に定める利息の制限額」

を超過している場合における極度方式貸

付けに係る契約の場合は、「保証人を立て

ている旨」をもって代えることができる

とされているが、記載方法については、

「保証人：あり」と記載することで、当

該要件を満たしていると解してよいか。

また、保証人を立てていない場合は、項

目の記載を省略できるものと解してよい

か。 

 貴見のとおりと考えられます。 

131 「利息の額が利息制限法第１条第１項

に定める利息の制限額」を超過している

場合における極度方式貸付けの書面にお

ける記載事項のうち、規則第１３条第１

項第１号カに定める従前の貸付の契約に

基づく残高の内訳の記載について、「当該

契約と同一の極度方式基本契約に基づい

た従前の残高を貸付金額とする貸付けに

係る契約であるときは、その旨を示す文

字をもって代えることができる」とされ

ているが、以下の記載により、当該要件

を満たしていると解してよいか。 

「新たに借入をしたときは、従前の借

入残高との合計額を借り入れたものとし

て取扱います。」 

ご指摘を踏まえ、規定を「当該契約と

同一の極度方式基本契約に基づいた従前

の残高を貸付金額とする貸付けに係る契

約であるときは、その旨又はその旨を示

す文字をもって代えることができる」と

修正いたします。 

契約内容が適切に反映されている限り

において、ご質問のような記載で要件を

満たすものと考えられます。 

132 「利息制限法第１条第１項に規定する

利率を超えるときは、超える部分につい

て支払う義務を負わない旨」（新貸金業法

施行規則第１２条の２第３項第１２号）

等の記載を、改正法の完全施行のない時

点で契約内容を示す保証人への事前書面

の交付の文書に記載を命ずることは反対

「利息制限法第１条第１項に規定する

利率を超えるときは、超える部分につい

て支払う義務を負わない旨」（新貸金業法

施行規則第１２条の２第３項第１２号）

の記載は、保証人が支払う義務がないこ

とを知らずに利息制限法を超える金利を

支払い、後に紛争が発生することを防止
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である。 するために求めることとしたものであ

り、施行日から記載を求めることが適切

であると考えられます。 

133 「利息制限法第１条第１項に規定する

利率を超えるときは、超える部分につい

て支払う義務を負わない旨」（新貸金業法

施行規則第１３条第１項第１号ヨ）を記

載せよとなっているが、この文言を記載

することは、事実上利息制限法を超える

利息を受け取ることができなくなり、第

４号施行日の出資法の改正を前倒しする

こととなり、法の段階的施行の趣旨を没

却するのではないか。 

「利息制限法第１条第１項に規定する

利率を超えるときは、超える部分につい

て支払う義務を負わない旨」（新貸金業法

施行規則第１３条第１項第１号ヨ）の記

載は、資金需要者等が支払う義務がない

ことを知らずに利息制限法を超える金利

を支払い、後に紛争が発生することを防

止するために求めることとしたものであ

り、施行日から記載を求めることが適切

であると考えられます。 

134 極度方式貸付けの場合であって、新規

利用分は利息制限法内の利率であるが、

利用残高中に旧利息制限法を超過する貸

付けがある場合、「利息制限法第１条第１

項に規定する利率を超えるときは、超え

る部分について支払う義務を負わない

旨」（規則第１３条第１項第１号ヨ）の記

載について、その具体的な記載事項を明

示していただきたい。 

契約形態にもよるものと考えられます

が、新規の貸付けが利息制限法の制限金

利の範囲内であれば、当該貸付けに係る

法第１７条の書面においては、「超える部

分について支払う義務を負わない旨」を

記載する必要はないものと考えられま

す。 

135 新貸金業法施行規則第１２条の２第３

項第１２号、第１３条第１項第１号ヨ、

同条第２項第１号カにおいて「貸付けに

係る契約の貸付けの利率が利息制限法第

１条第１項に規定する利率を超えるとき

は、超える部分について支払う義務を負

わない旨」とあるが、利息制限法第１条

及び新貸金業法第４３条に規定される内

容を記載することで、前記の記載の代替

とすることが可能と考えてよいか。 

「支払う義務を負わない旨」を記載す

る必要があり、旧利息制限法第１条の規

定の内容のみでは不十分であると考えら

れます。 

なお、新貸金業法第４３条の規定の内

容を任意に記載することは妨げられない

ものと考えられます。 

136 規則第１３条第１項第１号ヨにおける

「義務を負わない」は「任意」と同義と

考えてよいのか。また、義務を負わない

部分の特定は「年１５％を超える部分の

利息」など、法令名を使用せずに表記す

ることでも充足するのか。 

単に支払が任意であるということでは

足りず、「支払う義務を負わない旨」を記

載する必要があるものと考えられます。

「年１５％を超える部分の利息」といっ

た記載でも、支払う義務を負わない部分

が正しく特定される限りにおいて、要件

を満たすものと考えられます。 

137 「貸付けに係る契約の貸付けの利率が

利息制限法第１条第１項に規定する利率

を超えるときは超える部分について支払

新貸金業法第４３条の「任意」性を満

たすかどうかは、個別事例ごとに実態に

即して判断されるものと考えられます。 
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う義務を負わない旨」（新貸金業法施行規

則第１３条第１項第１号ヨ、同条第２項

第１号カ）の記載をすることとなってい

るが、この文言記載後に行った利息制限

法を超える契約についての支払いは任意

の弁済とみなせるか。 

138 書面について、表記記載には以下の要

件を果たすべきである。 

① 利息制限法超過部分については、貸

金契約そのものが無効である旨も記載

すること。 

② 貸付け時の交付書面に、利息制限法

の範囲内の弁済額も併せて記載し、こ

の弁済をすればそれ以上の義務はない

ことを明示すること。 

③ 貸金業者は、返済請求時に、書面で、

約定額とともに利息制限法に基づく返

済額も提示し、併せて利息制限法内の

弁済しか支払い義務のない旨の記載を

すること。 

④ 以上の記載は、交付書面に大きく（１

２ポイント以上）、見やすい文字（赤字

で記載し枠で囲むなど）、これに反した

場合は１７条、１８条書面の効力を認

めないこと。 

⑤ 貸金業者に、契約時及び各返済時に、

債務者には利息制限法超過部分につき

支払い義務がないことを説明する義務

をかすこと。 

⑥ 貸金業者は、利息制限法超過部分の

支払いに一切の勧誘、強制等を行って

はならないこと。 

⑦ 利用者の利息制限法超過部分の支払

い拒絶に対し、貸金業者は一切の不利

益を課してはならないこと。 

①④⑤ 契約締結時に交付する書面（法

第１７条）に「支払う義務を負わない

旨」の記載を義務づけることにより、

資金需要者等の保護が図られるものと

考えられます。 

②③④ 利息制限法を超える金利で借入

れを行っている場合において実際にい

くら支払わなければならないのかは、

過去の弁済の状況等によっては、みな

し弁済の成立の有無や弁済の充当関係

等により必ずしも明らかではない場合

も考えられます。従って、ご指摘のよ

うな記載を義務づけることは困難なと

ころがあり、必ずしも適切ではないも

のと考えられます。 

⑥⑦ 今般の法改正において、禁止行為

の類型の追加（法第１２条の６）や取

立規制の強化（法第２１条）等を行っ

たところであり、こうした措置により、

資金需要者等の保護を図っているとこ

ろです。 

139 規則第１２条の２第２項第１号リ、第

１３条第３項第１号ヨに定める「貸金業

者が、極度方式基本契約に定める極度額

を１回貸し付けることその他の必要な仮

定を置き、当該仮定に基づいた将来支払

う返済金額の合計額、返済期間及び返済

回数並びに当該仮定」に係る記載は、設

 仮定に基づく記載をすることとなりま

すが、資金需要者等に適切な情報を提供

する観点から、適切な仮定を置く必要が

あるものと考えられます。 
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定した未確定の仮定による記載で問題な

いか。 

140 規則第１２条の２第１項第１号リ及び

第１３条第１項第１号タに規定されてい

る「将来支払う返済金額の合計額」とは、

「貸金業の規制等に関する法律施行規則

の一部を改正する内閣府令（案）の概要」

（別紙２ー１）の６ページに記載されて

いる「トータルの元利負担額」のことを

指すのかご確認頂きたい。一般的に「返

済金額」とは元本の弁済を指し、利払い

は含まれない場合が多いと思料される。

仮に「将来支払う返済金額の合計額」が

「トータルの元利負担額」を意味してい

るのであれば、誤解が生じないよう「将

来支払う利息の額と元本返済金額の合計

額」と、より明確な規定に改めていただ

きたい。 

規則第１２条の２第１項第１号リ及び

第１３条第１項第１号タに規定されてい

る「将来支払う返済金額の合計額」とは、

ご指摘のとおり「トータルの元利負担額」

のことです。 

現行の旧貸金業規制法施行規則第１３

条第１項第１号チの「返済金額」も利息

を含むものであり、規則第１２条の２第

１項第１号リ等の規定もこれと平仄をと

ったものです。 

141 規則第１２条の２第１項第１号リ及び

第１３条第１項第１号タに規定されてい

る「将来支払う返済金額の合計額」とは、

規則第１２条の２第１項第１号ロ及び第

１３条第１項第１号ニの「債務者が負担

すべき元本及び利息以外の金銭に関する

事項」に該当する金額は除くとの理解で

よいかご確認いただきたい。 

「将来支払う返済金額の合計額」（規則

第１２条の２第１項第１号リ及び第１３

条第１項第１号タ）に「債務者が負担す

べき元本及び利息以外の金銭に関する事

項」（規則第１２条の２第１項第１号ロ及

び第１３条第１項第１号ニ）を含めて記

載する必要はないものと考えられます。 

142 資本構成や経営陣の経歴に照らし、借

入れに係る経験又は知識を十分に有して

いる、あるいは財務基盤がしっかりして

いる法人の資金需要者は、契約締結前の

書面交付の対象から除外することを検討

いただきたい。若しくは、規則第１２条

の２第１項第１号リについては、法人の

資金需要者には適用されない等の例外条

項を設けて頂きたい。 

143 「将来支払う返済金額の合計額」（規則

第１３条第１項第１号タ）については、

資本構成や経営陣の経歴に照らし、借入

れに係る経験又は知識を十分に有してい

る、あるいは財務基盤がしっかりしてい

る法人の資金需要者には適用されない等

の例外条項を設けていただきたい。 

貸金業法においては、資金需要者等の

保護の観点から、資金需要者等の属性に

かかわらず、貸金業者に書面交付（法第

１７条等）を義務づけることとされてい

ます。 

トータルの元利負担額の記載について

は、契約を締結するかどうか判断するた

めの一つの材料として重要な情報であ

り、これについて例外を設けることは、

資金需要者等の保護の観点から、必ずし

も適切ではないものと考えられます。 
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144 変動金利貸付の場合は、規則第１２条

の２第１項第１号リの括弧内の規定に従

い、利息の額は一定の仮定に基づいて計

算し、当該仮定に基づいた合計額及び当

該仮定を示すとの理解でよいかご確認い

ただきたい。 

145 変動金利貸付の場合は、規則第１３条

第１項第１号タの２番目の括弧内の規定

に従い、利息の額は一定の仮定に基づい

て計算し、当該仮定に基づいた合計額及

び当該仮定を示すとの理解でよいかご確

認いただきたい。 

 貴見のとおりと考えられます。 

なお、資金需要者等へ適切な情報提供

を行う観点から、実態に即した適切な仮

定を置くことが求められるものと考えら

れます。 

146 規則第１２条の２第２項１号リ及び第

１３条第３項第１号ヨにおける「極度方

式基本契約に定める極度額を一回貸し付

けることその他の必要な仮定を置き、当

該仮定に基づいた将来支払う返済金額の

合計額、返済期間及び返済回数並びに当

該仮定」の記載例として、「極度額の１０

万円を借り入れ、最低返済額で返済した

場合、返済金額の合計は 133,823 円、返

済期間は３年、返済回数は３６回」と記

載することで当該要件を満たすと解して

よいか。 

契約内容が適切に反映されている限り

において、ご質問にある記載も要件を満

たすものと考えられます。 

147 規則第１２条の２（契約締結前の書面

の交付）第１項第１号リ「将来支払う返

済金額の合計額（将来支払う返済金額が

定まらないときは、各回の返済期日に最

低返済金額を支払うことその他の必要な

仮定を置き、当該仮定に基いた合計額及

び当該仮定）」について 

① 顧客の誤認を招くことへの懸念と誤

認の防止策 

仮定金利に基づく「仮の返済予定表」

を交付することで、顧客に確定返済額

と認識されるなど、顧客の誤認を招く

ことになる恐れがあると考える。よっ

て、「仮定である旨を明記し、確定した

金額を通知する時期について同書面に

記載する」等の誤認防止策が併せて必

要になると考える。 

② 将来の仮定金利についての統一基準

① 将来支払う返済金額が定まらないと

きは、各回の返済期日に最低返済金額

を支払うことその他の必要な仮定を置

き、当該仮定に基いた合計額及び当該

仮定を記載することとしており、誤認

される可能性は低いものと考えられま

す。 

② 資金需要者等への情報提供を適切に

行う観点から、実態に即した適切な仮

定を置く必要があるものと考えられま

すが、様々な状況が考えられる中で、

ご指摘のような措置を一律に設けるこ

とは、必ずしも適当ではないものと考

えられます。 
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と、複数の仮定を置く必要性（将来の

ある時点での金利により将来の返済金

額が定まる貸付けについて必要） 

将来の金利について仮定金利を置く

場合に、その仮定金利の水準を各貸金

業者ごとに自由に決められることとす

ると、市場の実態と著しくかけ離れた

低い金利での試算を行い書面を交付す

る場合が発生し、結果として顧客の想

定以上の返済負担が生じる恐れがあ

る。それを防ぐために、将来の仮定金

利を置く場合の前提となる基本的な金

利（政府が作成する金利予測シナリオ

等）を統一して用いることとし、それ

に基づいて想定される範囲で一番低い

場合と一番高い場合を必ず含む複数の

仮定金利を置くこととすべきと考え

る。それにより、顧客が将来の自らの

返済負担を、現実的に想定される範囲

で認識することが可能となり、想定以

上の返済負担が生じることを防ぐこと

が可能となる。 

148 改正府令第３条で「将来支払う返済金

額の合計額」が追加されているが、改正

府令第１条の施行から記載事項として追

加されるべき。 

その場合には、利息制限法に規定する

利率により算出した「将来支払う返済金

額の合計額」を併記させるべきである。 

149 改正府令第３条で「貸金業者が、極度

方式基本契約に定める極度額を一回貸付

けることその他の必要な仮定を置き、当

該仮定に基づいた将来支払う返済金額の

合計額、返済期間及び返済回数並びに当

該仮定」（規則第１３条第３項第１号ヨ）

が追加されているが、改正府令第１条の

施行から記載事項として追加されるべき

である。 

その場合には、利息制限法に規定する

利率により算出した「将来支払う返済金

額の合計額、返済金額及び返済回数」を

併記させるべきである。 

「将来支払う返済金額の合計額」の記

載については、貸金業者のシステム整備

等にかかる時間を踏まえ、第４号施行日

から義務づけることとしたところです。 

利息制限法を超える金利で借入れを行

っている場合において実際にいくら支払

わなければならないのかは、過去の弁済

の状況等によっては、みなし弁済の成立

の有無や弁済の充当関係等により必ずし

も明らかではない場合も考えられます。

従って、ご指摘のような記載を義務づけ

ることは困難なところがあり、必ずしも

適切ではないものと考えられます。 
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150 規則第１３条第３項第１号タ及び同項

第２号ハにおける「返済回数、返済期日

又は返済金額が、当該書面に記載する貸

付けその他の事由により変動しうるとき

は、その旨」とはどのようなケースを想

定しているか。 

例えば、延滞等によるリスケ等もそれ

に含まれるか。 

例えば、リボルビング契約において、

ある個別の貸付けを行った時点での当該

貸付けに係る返済回数、返済期日又は返

済金額がその後に行われる個別の貸付け

により変動する場合を想定しています。

延滞によるリスケを想定しているもので

はありません。 

151 法第１７条第２項の契約締結時の書面

条項に、総量規制によって極度額の減額

又は新たな貸付けの停止の措置をとる旨

の内容の記載は不要と解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

なお、ご指摘の内容を任意に記載する

ことは妨げられません。 

152 規則第１３条第１項第１号の括弧書き

の極度方式貸付けに係る記述は、同項第

２号の手形割引契約には適用されないも

のと理解してよいか。 

手形割引が「極度方式貸付け」（法第２

条第８項）に当たれば、適用されるもの

と考えられます。 

153 「有利なもの」（規則第１３条第１項第

３号ロ、同項第４号）とは利率において

有利なものと理解してよいか。 

「有利なもの」（規則第１３条第１項第

３号ロ）に該当する場合としては、例え

ば、買戻しの際の費用が減少する場合が、

「有利なもの」（規則第１３条第１項第４

号）に該当する場合としては、例えば、

媒介手数料率の低下により媒介手数料が

減少する場合が、それぞれ想定されます。

154 媒介業者が交付すべき法第１６条の２

の書面若しくは法第１７条の書面の内容

において、賠償額の予定に関する定め（法

第１６条第１項第７号等）があるが、こ

れは媒介契約において賠償額がある場合

との理解でよいか。 

媒介する貸付けに係る契約についての

賠償額の予定に関する定めを指すものと

考えられます。 

155 極度方式基本契約のみを締結し、個別

の貸付けを行っていない場合には、貸付

けに係る契約に基づく債務の残高がない

のであるから、規則第１２条の２第３項

第１号ロに定める「債務の残高の総額」

については、「０円」との記載をすれば足

りると解するが、そう解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

156 極度方式基本契約のみを締結し、当該

契約の締結日には個別の貸付けを行って

いない場合には、貸付けに係る契約に基

づく貸付けの金額がないのであるから、

規則第１２条の２第３項第１号ホに定め

る「貸付けの金額」については、「０円」

貴見のとおりと考えられます。 
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との記載をすれば足りると解するが、そ

う解してよいか。 

157 保証契約締結時、保証人に対し、主債

務者の既存債務額、債務不履行の事実の

有無を明らかにするほか、返済能力を調

査するために取得した書面の写しの交付

を義務づけるべき。 

158 規則第１２条の２で定める法第１６条

の２第１項第７号の記載事項としては、

貸金業者が知り得た債務者の当該業者以

外に対する債務総額、消費貸借契約に関

する債務不履行の事実の有無及び当該業

者が当該債務者の返済能力を調査する上

で知り得たその他の事項を加えるべきで

ある。 

保証人に対する事前書面においては、

保証人の適切な保護を図る観点から、保

証契約の内容や保証契約の対象となる貸

付けに係る契約の内容が記載事項とされ

ています（法第１６条の２第３項・規則

第１２条の２第３項～第５項）。 

保証契約の直接の対象ではない債務者

に関する情報の取扱いについては、本来、

債務者と保証人となろうとする者の間の

問題であり、こうした情報の保証人への

提供を一律に義務づけることについて

は、個人情報保護の観点から、必ずしも

適切ではないものと考えられます。 

159 規則第１２条の２で定める法第１６条

の２第３項６号の記載事項として、「主債

務者が貸金業法施行規則第１０条の２３

第１項第７号及び第８号に該当する貸付

けである旨」を追加すべき。保証人に対

して、総量規制の適用除外に基づく貸付

けである旨を周知徹底しなければ、保証

人が不測の損害を被る事態が発生しかね

ない。日本工業規格Ｚ8305 に規定する８

ポイント以上の大きさの文字及び数字を

用いて明瞭かつ正確に記載がなされるよ

う義務づけるべきである。 

保証人に対する事前書面においては、

保証人の適切な保護を図る観点から、保

証契約の内容や保証契約の対象となる貸

付けに係る契約の内容が記載事項とされ

ています（法第１６条の２第３項・規則

第１２条の２第３項～第５項）。 

これらの記載事項により、保証人が保

証契約を締結するかどうか判断するため

に必要十分な情報が提供されるものと考

えられます。これらに加え、さらに、保

証契約の対象となる貸付けに係る契約が

総量規制の例外である旨の記載を一律に

義務づけることは、必ずしも必要ではな

いものと考えられます。 

160 規則第１３条第１項の要求する事項に

ついて、対応するためには、システムの

改修開発が必要であり一丁一旦では対応

不可能である。かなりの時間が必要と思

われる。施行は施行日ではなく第４号施

行日としていただきたい。 

新貸金業法施行規則第１３条第１項

は、基本的には、現行の旧貸金業規制法

施行規則第１３条第１項とほぼ同様の記

載内容を求めています。 

新たに加わる「利息制限法第１条第１

項に規定する利率を超える部分について

支払う義務を負わない旨」（新貸金業法施

行規則第１３条第１項第１号ヨ）の記載

は、資金需要者等が支払う義務がないこ

とを知らずに利息制限法を超える金利を

支払い、後に紛争が発生することを防止

するために求めることとしたものであ

り、施行日から記載を求めることが適切
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であると考えられます。 

161 準消費貸借によるリボルビング貸付を

行い、貸付けの利率は利限法を超えるが、

出資法の限度内で無保証無担保で現金貸

付を行っている。施行日以前に貸付けを

行い、施行日をまたぐ（回収期間が存在

する）場合に、法第１７条、規則第１３

条第１項の規制を受けることとなるか。 

施行日以後に極度方式貸付けに係る契

約を締結する場合には、当該契約につい

て、改正後の規定の適用を受けることと

なります。 

 ② 受取証書  

162 法第１８条第１項は貸付けの契約に基

づく債権の全部又は一部について弁済を

うけたときは、直ちに法第１８条に定め

る書面を当該弁済した者に交付を行うと

あるが、提携ＡＴＭでの入金において、

入金確認後、法第１８条に定める書面を

直ちに作成し郵送する場合、資金需要者

の手元に届くまでに一定の郵送日数を有

することとなるが、この場合でも法第１

８条にて定める「直ちに」交付する義務

を果たしているものと解してよいか。 

 「直ちに」（法第１８条）交付したとい

えるかどうかは、個別事例ごとに実態に

即して判断されるものと考えられます。 

163 極度方式貸付けに係る契約の場合にお

ける法第１８条第１項第２号・第３号の

記載は、貸付けの金額の記載について、

新貸金業法施行規則第１３条第８項第１

号ナの定めに準じて記載できることでよ

いか。 

法第１８条の書面においては、弁済に

対応する全ての貸付けについて、契約年

月日と貸付けの金額を記載する必要があ

ります。また、資金需要者の便宜のため、

直前の貸付後の残高の記載が望ましいと

考えられます。 

なお、極度方式貸付けにおいて、個別

の貸付けを行う際、当該貸付額と既存の

貸付残高との合計額を新たな貸付金額と

することとしている場合には、弁済の直

前の貸付けの年月日及び当該貸付後の残

高（合計の貸付金額）を記載することが

必要となります。また、包括契約の年月

日についても記載が望ましいものと考え

られます。 

164 受取証書にも貸付けの利率及び賠償額

の予定に関する定めを記載すべき。 

 貸付けの利率や賠償額の予定に関する

定めについては、法第１７条の書面に記

載され、資金需要者等の一定の保護が図

られているものと考えられることから、

受取証書にそれらを記載する必要はない

ものと考えられます。 

165 ＡＴＭ利用料を徴求した場合に、受取 法第１８条の受取証書にＡＴＭ利用料
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書面への記載はＡＴＭ利用料として記載

すればよいか。 

を記載する必要はないものと考えられま

す。 

 ③ ポイント規制  

166 書面交付については、原則８ポイント

以上としても、重要な事項については、

１２ポイント以上とすべき。 

 他法令の規定例や実務を踏まえ、文字

の大きさについては８ポイント以上とし

たところです。 

167 規則第１２条の２、第１２条の３、第

１３条、第１５条、第１８条、第１９条

では、８ポイント以上の大きさの文字で

とあるが、指定の交付書面を全て変更す

るには、かなりの費用負担が発生する。

特に提携金融機関等のＡＴＭの対応はシ

ステム的な費用負担が大きく、対応でき

ない業者も多いと思われる。対応が不可

能な場合は、その提携金融機関等のＡＴ

Ｍは使用できないのか。 

ＡＴＭで法令上の要件を満たす書面の

交付ができない場合には、別途郵送等に

より法令の要件を満たす書面を交付する

ことが考えられます。 

168 「明瞭かつ正確に記載しなければなら

ない」（規則第１２条の２第８項、第１２

条の３第２項、第１３条第１５項及び第

１６項、第１５条第３項及び第４項、第

１８条第２項、第１９条第４項及び第６

項）とは具体的にどのような記載方法を

想定されているのか明らかにされたい。

法定の事項を本項に定められた大きさの

文字で記載すること以外にいかなる要件

が課せられているのか。 

 資金需要者等が記載内容を十分に理解

できるよう、明瞭かつ正確に記載するこ

とを求めるものです。 

 ④ マンスリーステートメント  

169 マンスリーステートメントとは何か。 法第１７条第６項又は第１８条第３項

に規定する「一定期間における貸付け及

び弁済その他の取引の状況を記載した書

面として内閣府令で定めるもの」であり、

その詳細は規則第１３条第１６項又は第

１５条第４項で定めています。 

170 法第１７条のマンスリーステートメン

トと法第１８条のマンスリーステートメ

ントは別個に規定され、また、改正政令

附則第４条、第５条でも既存顧客に対す

るオプトアウト方式によるみなし承諾も

別個に規定されていることから、法第１

７条のマンスリーステートメントと法第

１８条のマンスリーステートメントは別

個独立のものとして双方又はいずれか一

貴見のとおりと考えられます。 

ただし、法第１７条第６項のマンスリ

ーステートメントを利用する場合にあっ

ても、一定期間において弁済が生じてい

れば受領金額等を記載したマンスリース

テートメントを交付する必要があり、法

第１８条第３項のマンスリーステートメ

ントを利用する場合にあっても、一定期

間において貸付けが生じていれば貸付け
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方を利用することも認められていると考

えてよいか。 

の金額等を記載したマンスリーステート

メントを交付する必要があります（規則

第１３条第１６項・第１５条第４項）。 

なお、法第１７条のマンスリーステー

トメントと法第１８条のマンスリーステ

ートメントを１つの書面とすることも妨

げられないものと考えられます。 

171 契約締結時の書面のマンスリーステー

トメントは締結した極度方式貸付けに係

る契約で定める利息の額が利息制限法の

制限額を超えないことが要件であるか

ら、同一の極度方式基本契約に基づく他

の債務（既存債務）の利息の利率が利息

制限法超過の利率でも利用できると考え

てよいか。 

マンスリーステートメントの利用の可

否は、個々の極度方式貸付けごとに判断

されます。新しい極度方式貸付けが利息

制限法の制限金利の範囲内であれば、当

該極度方式貸付けに係る契約締結時に交

付する書面（法第１７条）及び受取証書

（法第１８条）についてマンスリーステ

ートメントの利用が可能であるものと考

えられます。 

172 資金需要者と極度契約締結後、法第１

７条第６項に定めるマンスリーステート

メントによる書面交付方法を行わない場

合、極度額の範囲内で資金需要者が追加

利用を行った場合も、法第１７条に定め

る貸付け時の書面交付が必要とされるの

か。 

極度方式貸付けに係る契約を締結した

場合には、法第１７条第１項の書面の交

付が義務づけられています。 

173 マンスリーステートメントについて、

一定期間内に貸付けに係る契約を締結し

ない場合及び弁済を受領しない場合に

各々省略可能な項目があるが、契約や弁

済の双方ともない場合においても、規則

第１３条第１６項第１号イ、ロ、ヌを記

載した書面交付が必要か。 

規則第１３条第１７項、第１５条第５

項により、双方ともない場合は不要か。 

一定期間内に貸付け及び弁済がなかっ

た場合には、マンスリーステートメント

の交付の必要はありません（規則第１３

条第１７項、第１５条第５項）。 

174 極度方式基本契約締結に際して、マン

スリーステートメントの交付の承諾を書

面等で受けた場合で、その後顧客に対し

貸付けが行われなかったとしても、マン

スリーステートメントを交付する義務が

あるか明らかにされたい。 

また、承諾に際して、借入、弁済がな

い場合には、交付をしなくとも良いとす

ることの同意を得れば、マンスリーステ

ートメントの交付は不要であると理解し

一定期間内に貸付け及び弁済がなかっ

た場合には、マンスリーステートメント

の交付の必要はありません（規則第１３

条第１７項、第１５条第５項）。 

一定期間内に貸付け又は弁済のどちら

か一方のみが行われた場合には、記載を

省略できる項目があります（規則第１３

条第１６項、第１５条第４項）。 
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て良いか。 

175 マンスリーステートメントで記載すべ

き項目のうち、当該期間中に「極度額」（規

則第１３条第１６項第１号ハ）「貸付けの

利率」（同号ヘ）の変更が行われた際、マ

ンスリー期間の最終日時点（書類発送の

時点）の「極度額」「貸付けの利率」「返

済期間及び返済回数」の記載でよいか。 

 極度額及び貸付けの利率については、

契約締結時点のものを記載する必要があ

るものと考えられます。その上で、情報

提供の充実の観点から、一定期間の最後

の日における極度額、貸付けの利率を記

載することが望ましいものと考えられま

す。 

 返済期間及び返済回数については、契

約締結時点のものも一定期間の最後の日

のものも記載できることとされています

（規則第１３条第１６項第１号チ）。 

176 法第１７条第６項第１号の「契約年月

日」と規則第１３条第１６項第１号ロ「極

度方式基本契約の契約年月日」及び同号

ニ「極度方式貸付けに係る契約に係るそ

れぞれの契約の契約年月日」との関係は

どのようなものか。 

また、法第１７条第６項第２号の「貸

付けの金額」と規則第１３条第１６項第

１号ホの「極度方式貸付けに係る契約に

係るそれぞれの貸付けの金額」との関係

はどのようなものか。 

 法第１７条第６項第１号及び規則第１

３条第１６項第１号ニは個々の極度方式

貸付けの契約年月日であり、規則第１３

条第１６項第１号ロは極度方式基本契約

の契約年月日です。 

 法第１７条第６項第２号と規則則第１

３条第１６項第１号ホは、個々の極度方

式貸付けの金額です。 

177 内閣府令において「貸付けに関し貸金

業者が受け取る書面の内容」（規則第１３

条第１６項第１号ル）が記載事項とされ

ているが、極度方式基本契約の締結時に

受け取った書面ではなく、個々の極度方

式貸付けにおいて受け取った書面につい

て記載すればよいと解してよいか。 

 貴見を踏まえ、規定を修正いたします。

178 「記載されているものより有利」（規則

第１３条第１６項第１号タ）とは、具体

的にどのような場合を想定されているの

か明らかにされたい。 

期日前返済の条件が緩和される場合等

が想定されます。 

179 「記載されているものより有利」（規則

第１３条第１６項第１号レ）とは、具体

的にどのような場合を想定されているの

か明らかにされたい。 

期限の利益の喪失について複数の事由

が定められているときに、その事由が減

る場合等が想定されます。 

180 規則第１３条第１６項第１号ナに定め

る「一定期間に受領したそれぞれの弁済

に係る貸付けの金額」とは、極度方式基

本契約であって個々の貸付けは準消費貸

 貴見のとおりと考えられます。 
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借契約に基づき従前の残高と新たな貸付

金を合わせた額を貸付けたものとすると

している場合、直近の貸付後の残高と解

してよいか。 

181 規則第１３条第１６項第１号ラに定め

る「弁済に係る貸付けの金額」について、

リボルビング払いで利息の利率が異なる

ものが混在する場合でも、弁済に係る貸

付けの金額を合算で表示することができ

るか。 

また、一括払いの貸付けが複数存在す

る場合、合算額を記載することはできる

か。 

同一の極度方式基本契約に基づくもの

で、かつ、返済の条件が同種のものにつ

いては、残存する債務を合算して記載す

ることができます。 

182 規則第１３条第１６項第１号ムにおい

て「当該書面の交付を受ける者以外の者

が債務の弁済をした場合には、その受領

金額及びその旨」とあるが、「その旨」と

は、第三者弁済であることを記述するこ

とで足りると解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

183 マンスリーステートメントの交付に際

して、書面の作成及び郵送等にかかる期

間を考慮して一定期間の最終日から１月

以内に交付すればよいと考えているが、

そう解してよいか。 

ご指摘を踏まえ、マンスリーステート

メントを一定期間の最後の日から１月以

内に送付することとするよう、規定を修

正いたします（規則第１３条第１７項、

第１５条第５項）。 

184  マンスリーステートメントの交付時期

が内閣府令では規定されていないが、一

定の期間内における貸付け及び弁済その

他の取引事実の確定、書面の作成作業等

について相当の処理を要することから、

その交付までの期間は、当該一定期間の

末日から少なくとも３週間は必要であ

る。 

 

185 マンスリーステートメントにより簡素

化する書面とは具体的に何か。 

法第１７条第６項各号又は法第１８条

第３項各号に掲げる事項を記載した書面

です。 

186 いわゆるマンスリーステートメントの

承諾を受けている場合における個々の貸

付け・返済時に交付する書面の記載要件

として、法第１７条第６項第３号、法第

１８条第３項第３号においては、「前二号

に掲げるもののほか、内閣府令で定める

事項」と規定されているが、内閣府令で

 貴見のとおりと考えられます。 
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は規定されていないため、次に掲げる事

項で足りると解してよいか。 

① 貸付けの場合 

・ 契約年月日(貸付日) 

・ 貸付け金額 

② 返済の場合 

・ 受領年月日(返済日) 

・ 受領金額 

187 新規契約者のマンスリーステートメン

ト承諾の取得方法として、会員規約に承

諾について記載し、かつ申込書には「規

約を承諾した上で申込む」等の表現を用

いて承諾をとることが可能か。 

承諾が本人の確定した意思に基づくこ

とを担保する観点からは、約款の一条項

に紛れ込ませて承諾をとるような方法は

望ましくないものと考えられます。 

188 マンスリーステートメントの同意は施

行日前の同意取得でも有効とみなしてよ

いか。 

 法令の要件を満たすものであれば、差

し支えないものと考えられます。 

189 施行日前に極度方式基本契約を締結し

た顧客に対し、マンスリーステートメン

トの同意を得る場合の経過措置について

改正政令附則第４条に沿って実施する場

合、施行日前に行ってもよいか。 

 法令の要件を満たすものであれば、差

し支えないものと考えられます。 

190 既存顧客へマンスリーステートメント

を用いる旨の通知を行う方法は以下のど

れでもよいか。 

・ カードの利用明細書（マンスリース

テートメント）に文書を同封して通知 

・ Ｅメールを利用して通知 

・ 直接書面を送付して通知 

191 既存顧客へマンスリーステートメント

を用いる旨の通知の手段として「メール」

又は「営業店へのポスター掲示」の対応

でよいか。 

 改正政令附則第４条又は第５条の「通

知」については、その趣旨に照らし、契

約の相手方が確実に了知できるような適

切な方法で行う必要があり、基本的には、

書面の交付によることが適切であると考

えられます。 

なお、記載内容等法令の要件を満たす

ものであれば、利用明細書に同封するこ

とも妨げられないものと考えられます。 

192 既存の極度方式基本契約については異

議申立期間を１か月以上とするオプトア

ウト方式を可能とするとあるが、これは

法律で義務づけられたことによって、既

存の契約者に対しては一方的に送付した

上で契約者からの異議申し立てを受ける

という解釈なのか。 

既存の極度方式基本契約の相手方等に

対して、１月以上の異議申立期間を設け

て、法令に規定する事項を通知し、この

申立期間に債務者等から異議がなかった

場合には、マンスリーステートメントを

利用することができることとなります

（改正政令附則第４条・第５条）。 

193 既存の極度方式基本契約におけるマン

スリーステートメントの承諾に係る通知

を行った場合において、異議申立期間内

改正政令附則第４条は、異議申立期間

が経過したときに承諾があったものとみ

なす旨を定めたものであり、異議申立期
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に極度方式貸付けに係る契約を締結した

ときに法第１７条第１項書面を交付する

必要があるのか。それとも、短期間なの

でその期間中に明確な異議の申し出がな

されていないことを条件に、異議申し立

て期間経過後に法第１７条第６項に基づ

く書面を交付することでよいか 

間中の貸付けについては、法第１７条第

１項の書面を交付する必要があるものと

考えられます。 

 ⑤ 電磁的方法  

194 新規契約分に関し、電磁的方法による

法第１６条の２第４項、法第１７条第７

項及び法第１８条第４項に定める承諾

を、例えば、申込み時にまとめて得てよ

いか。 

それぞれの要件を満たすものであれ

ば、承諾をまとめて取得することも妨げ

られないものと考えられます。 

195 書面の電子化は、交付の際、都度、承

諾が必要か。一度承諾があれば、以後は

受けない申出があるまで承諾が有効と考

えてよいか。 

その旨を示して、包括的に承諾を取得

することも妨げられないものと考えられ

ます。 

承諾を得た場合には、電磁的方法によ

る提供を受けない旨の申出があるまで

は、承諾が有効であると考えられます（令

第３条の２の５等）。 

196 貸付けに係る契約の相手方又は保証人

となろうとする者から電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があった場合で

あっても、貸金業者において当該申し出

までに既に電磁的方法による提供を行っ

ていた場合には、重ねて書面交付を行う

必要はないと解するが、そう解してよい

か。 

貴見のとおりと考えられます。 

197 電磁的方法による提供を受ける旨の承

諾若しくは受けない旨の申出をする場合

における「電子計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する方法」（規則第１

条の２第１項第１号イ）は、貸金業者の

店舗等に設置された自動契約機又はＡＴ

Ｍのタッチパネル及びインターネットの

申込画面などに同意ボタンを提示の上、

資金需要者が当該同意ボタンに対して所

定の操作（ボタンの押下等）をした同意

結果を貸金業者の使用に係る電子計算機

に記録する方法も含まれると解してよい

か。 

また、電話回線を使用して資金需要者

 貴見のとおりと考えられます。 
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等が、プッシュボタンを押すことで提供

を受ける旨の承諾若しくは受けない旨の

申出を行い、貸金業者の電子計算機に記

録される方式も含まれると解してよい

か。 

198 カード会員より携帯電話又はＰＣによ

りホームページのカード会員専用サイト

にアクセスし、「提供について」の承諾、

又は「非承諾」のチェックボックスのう

ち、承諾のボタンを押してもらう方法は、

電磁的方法による承諾の取得方法に含ま

れると解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

199 資金需要者等の書面交付に係る電磁的

方法としてメール、ホームページの閲覧

方式は削除し、ＣＤ－ＲＯＭなどの改竄

不能かつ長期保存可能な物理媒体による

交付に限定すべきである。 

電磁的方法として、メールやホームペ

ージの閲覧方式を排除することは、利用

者利便を損なうおそれもあり、必ずしも

適当ではないと考えられます。 

200 電磁的方法として、携帯電話又はＰＨ

Ｓを用いる方法を認めるべきではない。 

電磁的方法として、携帯電話やＰＨＳ

を排除することは、利用者利便を損なう

おそれもあり、必ずしも適当ではないと

考えられます。 

なお、携帯電話やＰＨＳについては、

送信した日又は閲覧に供した日から３月

間、資金需要者等の請求により、書面の

交付を行うことを義務づけることとして

おり（規則第１条の２第２項第３号）、特

に資金需要者等の保護を図っているとこ

ろです。 

201 「受信者の使用に係る電子計算機」（規

則第１条の２第１項第２号イ(1)及び

(2)）とは、パソコンの他、携帯電話・Ｐ

ＨＳを含むものと解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

202 規則第１条の２第１項第２号イ(1)に

示された「当該受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録する

方法」とは、例えば資金需要者等の電子

計算機（パソコン・携帯電話）に電子メ

ールを送信して電磁的書面を交付する方

法を指していると解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

203 規則第１条の２第２項第１号における

「承諾・・・の内容を書面その他の適切

な方法により通知するもの」について、

 貴見のとおりと考えられます。 
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同条第１項第１号イにおいて貸金業者の

電子計算機に記録を残したものは、承諾

の結果を書面（自動契約機・ＡＴＭによ

る交付）又は電子メールで資金需要者等

に通知すれば足りるものと解してよい

か。 

204 「その他の適切な方法」（規則第１条の

２第２項第１号）の具体例を明らかにさ

れたい。音声自動装置（ＩＶＲ）、ＡＴＭ

画面も含まれると解してよいか。 

「その他の適切な方法」（規則第１条の

２第２項第１号）の具体例としては、Ｅ

メールによる通知が挙げられます。 

音声自動装置（ＩＶＲ）での音声案内

やＡＴＭ画面上での表示のみでは不十分

と考えられます。 

205 「電磁的方法による提供を受ける旨の

承諾又は受けない旨の申出の内容を書面

その他の適切な方法により通知するもの

であること」（規則第１条の２第２項第１

号)とあるが、資金需要者等が電子情報処

理組織を使用し、ホームページ等に常時

閲覧できる状態にした場合に通知したこ

とになるか。 

ホームページの閲覧方式による場合に

は、単に資金需要者等がホームページを

閲覧できる状態にしただけでは足りず、

資金需要者等がホームページを閲覧し資

金需要者等の電子計算機に記録されたと

きに通知されたことになるものと考えら

れます。 

206 規則第１条の２第２項第１号に規定す

る貸金業者からの通知と、資金需要者等

からの承諾又は申出が同時であることを

想定しているように見えるが、承諾又は

申出の後に、通知を行えばよいと理解し

てよいか。 

貸金業者は、承諾又は申出を受けた後、

速やかに通知を行う必要があると考えら

れます。 

207 資金需要者の携帯電話又はＰＨＳへメ

ールで通知（法第１６条の２、第１７条、

第１８条の書面）した場合、規則第１条

の２第１項第２号イ（１）の「当該受信

者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法」及び規則第１

条の２第２項第２号の「受信者がファイ

ルに出力することにより書面を作成でき

るものであること」の要件を具備してい

ると考えてよいか。 

携帯電話又はＰＨＳに記録されたとき

に、「当該受信者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに記録する方法」

（規則第１条の２第１項第２号イ（１））

の要件を満たすと考えられます。 

携帯電話又はＰＨＳへメールにより送

信された記録を他の電子計算機に送信す

ることその他の方法を用いて出力するこ

とにより書面を作成できる場合には、規

則第１条の２第２項第２号の要件を満た

すと考えられます。 

208 規則第１条の２第２項第２号に定めら

れた「受信者がファイルへの記録を出力

すること（当該記録を他の電子計算機に

送信することその他の方法を用いて出力

することを含む。）により書面を作成でき

貴見のとおりと考えられます。 
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るものであること」は、貸金業者が携帯

電話・ＰＨＳへのメールによる電磁的書

面交付を行い、資金需要者等がそのメー

ルを電子計算機に転送すれば印刷が可能

であることをもって満たしていると解し

てよいか。 

209 法第１７条、第１８条の書面を電磁的

方法（携帯電話）により交付した場合、

受信者の要請により３か月間は電磁的方

法により提供した事項に係る書面の交付

を行うとあるが、当該資金需要者に対す

る法第１７条、第１８条の書面の交付は、

当初電磁的方法（携帯電話）により各書

面を交付した段階で完了しているもので

あり、仮にかかる資金需要者等の要請に

より電磁的方法により提供した事項に係

る書面の交付（規則第１条の２第２項第

３号）を行う場合であっても、当該書面

の交付は、規則第１条の２第２項第３号

の要件を満たすための交付であって、貸

金業者の法第１７条、第１８条の書面の

交付義務を満たすための交付ではないと

いう位置づけになると解してよいか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

210 「携帯電話又はＰＨＳを用いるものに

あっては、送信した日又は閲覧に供した

日から３月間、受信者の請求により、提

供した事項に係る書面の交付を行う」（規

則第１条の２第２項第３号）とあるが、 

① 期間経過後は書面の再交付は不要と

解釈してよいか 

② また３月間経過後に記録を廃棄して

よいか。 

① 貴見のとおりと考えられます。 

② 帳簿の備付けの義務があること（法

第１９条）に留意が必要です。 

211 法第１７条第６項・第７項、第１８条

第３項・第４項の承諾は、施行日前に取

得できると解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

212 承諾を得る際には、資金需要者等の本

人確認を徹底し、資金需要者等の使用に

係る電子計算機が、その用いる電磁的方

法の種類に対応する能力があることの確

認を貸金業者に義務づける規定を施行令

に盛り込むべきである。 

書面の電磁的方法による提供について

は、電磁的方法の種類及び内容を示した

上で、資金需要者等の承諾を得ることが

要件とされており、これによって、資金

需要者等の保護は図られるものと考えら

れます。 

ご指摘の措置を一律に設けることは、
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利用者利便を損なうおそれがあり、必ず

しも適当ではないと考えられます。 

213 電磁的方法による提供の承諾について

は、書面による承諾のみとし、電磁的方

法による承諾は削除すべき。また、承諾

を得る際には、①書面の交付を受けると

いう原則的な方法があること、②用いる

電位的方法及び種類、③電磁的方法によ

る場合のデメリット（注意喚起・警告機

能が不十分となる可能性、書面より正確

な理解が難しくなる可能性、機械のトラ

ブル等による情報の喪失等）を十分説明

することを盛り込むべき。 

書面の電磁的方法による提供に係る承

諾について、電磁的方法による承諾を排

除することは、利用者利便を損なうおそ

れがあり、必ずしも適当ではないと考え

られます。 

なお、承諾を得る際は、電磁的方法の

種類及び内容を示すこととしており（令

第３条の２の５～令第３条の５）、資金需

要者等の保護を図っているところです。

 ⑥ その他  

214 個別契約の定義が曖昧ではないか。 改正法では、リボルビング契約等の一

定の極度額の限度内で貸付けを行うこと

を予め約する契約を「極度方式基本契約」

（法第２条第７項）と定義し、極度方式

基本契約に基づく個々の貸付けを「極度

方式貸付け」（法第２条第８項）と定義し

ているところです。 

215 金融商品取引法等では、プロ、アマの

別により業者の説明義務にレベル分けが

ある。貸金業法においても、１０億円を

超える法人向け融資については書面交付

を要しないといった制度を導入していた

だきたい。 

貸金業法においては、資金需要者等の

保護の徹底を図る観点から、資金需要者

等の属性にかかわらず、貸金業者に書面

交付を義務づける（法第１７条等）こと

が法定されているところです。 

216 書面交付義務に関し、登録されている

住所が実際の現在居所と異なる状況の場

合（住所申告がなされていない）、特にマ

ンション等の集合住宅においてはマンシ

ョン名、号室の記載があれば、表札がな

い場合でも投函され、誤配による個人情

報の漏洩が増加するのではないかと危惧

されるが、政府としてその対応はどのよ

うになっているのか。 

貸金業者は、個人である資金需要者等

に関する情報の漏えい等の防止を図るた

めに必要かつ適切な措置を講じる必要が

あります（規則第１０条の２）。 

 （５）帳簿  

217 規則第１６条第１項第７号の「貸付け

の契約に基づく債権に関する債務者等そ

の他の者との交渉の経過の記録」とは何

を指すのか。 

「貸金業者向けの総合的な監督指針」

をご参照下さい。 

218 規則第１６条第３項各号の書面の写し ご質問の場合、法第１９条の帳簿の保
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の保存をもって法第１９条の帳簿の記載

に代える場合、当該書面の写しの保存期

間は規則第１７条第１項の規律に拘束さ

れないと解してよいか。 

存期間において、規則第１６条第３項各

号の書面の写しの保存がされなくなれ

ば、当該帳簿は法定の記載事項を欠いた

状態になります。 

219 規則第１６条第３項第５号の書面の保

存は、法第２４条の書面の保存をもって

代替できるか。 

法第２４条の書面を保存することが、

直ちに規則第１６条第３項第５号の規定

を満たすとは限りません。 

なお、法第２４条の書面が譲渡契約の

書面を兼ねており、規則第１６条第１項

第６号に掲げる事項が記載されている限

りにおいては、当該書面の保存によって

規則第１６条第３項第５号の規定を満た

すものと考えられます。 

220 規則第１６条第３項第５号の書面は、

法第１９条の帳簿と異なり、債務者ごと

に保存する必要はないと解してよいか。 

基本的には貴見のとおりですが、法第

１９条の帳簿の保存期間において、規則

第１６条第３項各号の書面の写しの保存

がされなくなれば、当該帳簿は法定の記

載事項を欠いた状態になります。 

221 債権譲渡、合併、事業譲渡があった場

合、それらに係る契約書は、法第１９条

の帳簿同様、１０年間の保存を義務付け

るべきではないか。 

貸金業者の債権譲渡については、法第

１９条の帳簿についても承継することを

義務付けるべきではないか。 

ご意見中に示された契約書の記載事項

には、通常、法第１９条の帳簿に記載さ

れる事項以上に重要な事項は含まれてい

ないことから、ご意見のような規律を設

ける必要はないものと考えられます。 

なお、債権譲渡の場合についても、貸

金業者である限り、法令で定める期間、

譲渡人は法第１９条の帳簿を保存する必

要があることから、ご意見のような規律

を設けることは困難と考えられます。 

222 法第１９条の帳簿の備付けは電磁的記

録によることが可能か。 

法第１９条の帳簿については、「内閣府

の所管する金融関連法令に係る民間事業

者等が行う書面の保存等における情報通

信の技術の利用に関する法律施行規則」

において所要の手当てが行われているこ

とから、電磁的記録により作成及び保存

することが既に可能となっています。 

223 法第１９条の帳簿の保存期間を１０年

とした考え方を示されたい。 

帳簿の保存期間については、「犯罪によ

る収益の移転防止に関する法律」におけ

る本人確認記録・取引記録の保存期間に

合わせ、７年としてはどうか。 

224 帳簿の保存期間は１０年では足りな

平成１７年７月１９日の最高裁判決に

おいて、法第１９条の帳簿の位置付けに

ついて、「貸金業法は罰則をもって業務帳

簿の作成・備付け義務を課すことによっ

て、貸金業の適正な運営を確保して貸金

業者から貸付けを受ける権利者の利益の

保護をはかるとともに、権利内容に疑義



- 48 - 

い。２０～３０年とするべきではないか。

225 中小の貸金業者には、帳簿の保存期間

を１０年とすることは負担が大きい。 

226 個人情報の含まれる帳簿を貸金業者に

長期間の保存させることは問題ではない

か、また、債務者等も貸金業者に長期に

わたって帳簿を保存されることを望んで

いないのではないか。 

が生じた場合は、これを業務帳簿によっ

て明らかにし、みなし弁済をめぐる紛争

も含めて、貸金業者と債務者との間の貸

付けに係る紛争の発生を未然に防止し、

速やかに解決することを図ったものと解

するのが相当」との判断が示されたこと

及び債権の消滅時効が１０年であること

を踏まえ、資金需要者等の利益の保護の

観点から、１０年としたものです。 

227 過払金を既に支払った場合や、過払金

返還請求の時効が経過した場合等につい

ては、法第１９条の保存期間を短縮して

はどうか。 

法第１９条の帳簿の備付けを義務付け

る趣旨は、貸金業者と債務者等又は債務

者等であった者の紛争一般の未然防止と

早期解決を図ることにあり、過払金にの

み着目して、保存期間を変えることは適

当でないものと考えます。 

228 極度方式基本契約が解除された後、１

０年以内に新たに極度方式基本契約が締

結された場合については、解除された極

度方式基本契約に基づく貸付けの契約に

ついて作成される法第１９条の帳簿の保

存期間の起算点も新しい極度方式基本契

約のそれに合わせるべきではないか。 

一体性がない貸付けの契約に基づく債

権の消滅時効は別個に進行するところ、

一体性が当然に認められるわけではない

複数の貸付けの契約について、ご意見の

ような規律を設けることは適当でないも

のと考えます。 

229 法第１９条の帳簿の保存期間が３年か

ら１０年に改正されたが、施行日以前に

作成されたものについても適用されるこ

とになるのか。 

新しい規律は、施行日の前日において

貸金業者に当該帳簿を保存する義務があ

ったかどうか、また、最終の返済期日が

施行日の前日以前であったかどうかに関

係なく、施行日において現に存する帳簿

に適用されます。 

一方、貸金業者に対し、施行日の前日

以前において保存義務がなくなったこと

に伴い廃棄した帳簿の再作成まで求める

ものではありません。 

230 債権譲渡が行われた場合であっても、

債権の譲渡人が法第１９条の義務を免れ

ることがない以上、同条に基づき債権の

譲受人が負う義務とは、譲受け後に発生

した事象を法第１９条の帳簿に記載し、

保存することに留まると解してよいか。 

貴見のとおりです。 

231 規則第１７条の２第４号の代理人は弁

護士等の資格者に限るべきではないか。 

法第１９条の帳簿の閲覧又は謄写その

ものについては、特段の専門知識を必要

とするものではなく、弁護士等の資格者

でない親族や友人が代理人となることを
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一律に排除すべきとは考えられないこ

と、また、代理権の確認が適切に行われ

る限りにおいて、代理人を広く認めるこ

とについて特段の弊害は見あたらないこ

とから、ご意見のような規律を設ける必

要はないものと考えられます。 

232 規則第１７条の２第３号の「債務者に

代わって弁済をした者」とは具体的にど

のような者を指すのか。 

不要であり、削除するべきではないか。

債務者に代わって第三者が貸金業者に

対する債務を弁済することは一般に行わ

れており、当該第三者は当該弁済により

貸金業者に代位することになることか

ら、利害関係人として法第１９条の帳簿

の閲覧又は謄写の請求を認めることが適

当と考えます。 

233 規則第１７条の２各号の者であること

の確認は何をもって行えばよいか。 

規則第１７条の２各号の者であること

の確認については、新たに制定される「貸

金業者向けの総合的な監督指針」に則り、

貸金業協会の取引履歴の開示に係る自主

規制規則に定める確認方法を踏まえ、適

切に行われる必要があります。 

234 法第１９条の２について、「利害関係の

ある部分」として閲覧又は謄写の対象と

なるのは、法第１９条の帳簿のうち、い

わゆる「取引履歴」の部分に限られ、規

則第１６条第１項第７号の「交渉の経過

の記録」は含まれないと解してよいか。 

また、「当該請求を行つた者の権利の行

使に関する調査を目的とするものでない

ことが明らかであるとき」とはどのよう

なときか。 

法第１９条の２の閲覧又は謄写の対象

となるのは、請求者が利害関係を有する

すべての部分と解され、いわゆる「取引

履歴」に限定されるわけではありません。

「交渉の経過の記録」は、特段の事情

がない限り、請求者が利害関係を有する

部分に該当するものと考えられます。 

どのようなときが「当該請求を行つた

者の権利の行使に関する調査を目的とす

るものでないことが明らかであるとき」

に該当するかは、個別に判断されること

になりますが、請求者が法第１９条の帳

簿の同一の部分について同一の請求を繰

り返し行ったとき等が考えられます。 

235 法第１９条の帳簿の謄写の請求に応じ

れば、閲覧の請求に応じる必要はないと

解してよいか。 

また、営業所又は事務所に請求があっ

た場合、その場で閲覧又は謄写の請求に

応じず、後日、法第１９条の帳簿の内容

を記載した書面を郵送するという取扱い

は認められるのか。 

法第１９条の２は、権利者が法第１９

条の帳簿の閲覧の請求をすることも、謄

写の請求をすることもどちらも可能であ

ることを明らかにしています。従って、

貸金業者が法第１９条の帳簿の謄写の請

求に応じた場合であっても、閲覧の請求

を拒否することはできません。 

法第１９条により帳簿の備付け・保存

義務が課せられている営業所又は事務所
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において、正当な理由なく閲覧又は謄写

の請求に応じない場合、法第１９条の２

に違反する行為として刑事罰の対象にな

ります。 

なお、請求者が請求を取り下げた場合

を除き、後日、法第１９条の帳簿の内容

を記載した書面を郵送したとしても、当

該違反が治癒されることはありません。 

236 法第１９条の２の閲覧又は謄写に応じ

る営業所又は事務所を、例えば契約を一

括して行っているローンセンターなどに

限定する取扱いは可能か。 

法第１９条の２の閲覧又は謄写に応じ

るべき場所は、法第１９条により帳簿の

備付け・保存義務が課せられている営業

所又は事務所になります。 

ご質問の「ローンセンター」が当該営

業所又は事務所に該当するか否かは、取

引の状況、債務者との合意内容等を踏ま

え、個別に判断されるべきものと考えま

す。 

閲覧又は謄写に応じる場所を当該営業

所又は事務所以外の場所に限定した場

合、閲覧又は謄写の請求を拒否したとさ

れることになります。 

なお、請求者の求めにより、当該営業

所又は事務所以外の営業所又は事務所に

おいて、貸金業者が任意に請求に応じる

ことは妨げられません。 

237 営業所又は事務所に法第１９条の２の

閲覧又は謄写の請求があった場合、当該

請求の対象が法第１９条により当該営業

所又は事務所に備付けが義務付けられた

帳簿であるときはこれに応じなければな

らないが、他の営業所又は事務所に備付

けが義務付けられた帳簿であるときはこ

れに応じる必要はないと解してよいか。 

貴見のとおりです。 

なお、他の営業所又は事務所に備付け

が義務付けられた帳簿であっても、貸金

業者の任意で閲覧又は謄写の請求に応じ

ることは妨げられません。 

238 法第１９条により帳簿の備え付けられ

ている営業所又は事務所においてのみ、

当該帳簿の閲覧又は謄写の請求ができる

とする規律は、債務者が遠方へ転居した

ような場合、過払金の返還請求に支障を

きたすおそれがある。 

法第１９条の帳簿のうち、過払金の返

還請求に必要な部分については、債務者

の近隣の営業所又は事務所にも備え付け

法第１９条において、帳簿は営業所又

は事務所ごとに備え付け、保存すること

が規定されており、ご意見のような規律

を設けることは困難です。 

なお、ご指摘のような場合に限らず、

代理人による法第１９条の帳簿の閲覧又

は謄写は可能となっています。 

また、他の営業所又は事務所に備付

け・保存が義務付けられた帳簿であって
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ること義務付けるべきである。 も、貸金業者の任意で閲覧又は謄写の請

求に応じることは妨げられません。 

239 法第１９条の帳簿が電磁的記録で作成

されている場合、記録されている事項を

記載した書面の提示をもって閲覧に応じ

たものとでき、当該書面の交付をもって

謄写に応じたものとできるか。 

法第１９条の帳簿の閲覧については、

「内閣府の所管する金融関連法令に係る

民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律施

行規則」において所要の手当てを行い、

記録されている事項を電子計算機の映像

面に表示すること又は当該事項を記載し

た書面を閲覧に供することをもって、こ

れに応じたとすることを可能としていま

す。 

謄写については、請求者が行う行為で

あることから、記録されている事項を電

子計算機の映像面に表示すること又は当

該事項を記載した書面を閲覧に供し、請

求者が謄写可能な状態とすることをもっ

て、これに応じたとすることができるも

のと考えられます。 

240 法第１９条の２の謄写の方法を手書き

に限定することは認められるのか。 

謄写の対象となる帳簿の分量が非常に

多いなど、手書きに限定することによっ

て謄写が実質的に困難になるような場合

にそのような限定をすれば、謄写を拒否

したとされる可能性があります。 

241 規則第１７条の３に「その営業時間内

に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写

をさせなければならない。」とあるが、請

求のあった日に閲覧又は謄写の請求に応

じなければ違法ということになるのか。 

特段の事情がない限り、請求日におい

て対応することが適当と考えられます

が、営業時間の終了直前に請求があった

場合に翌営業日以降に再度請求するよう

に求めることや、閲覧又は謄写が行われ

ている途中に営業時間が終了した場合に

作業を中断し残りの作業を翌営業日以降

に行うよう求めることは、閲覧又は謄写

の拒否には該当しないものと考えられま

す。 

242 法第１９条の２の閲覧又は謄写につい

て手数料を徴収することは認められるの

か。 

法第１９条の２の閲覧又は謄写は、請

求者が行うものであり、貸金業者に手数

料の請求権が発生することはありませ

ん。 

一方、請求者に、営業所又は事務所内

の複写機等の使用を認めた場合にその使

用に係る対価を請求すること自体は法第

１９条の２の規定に反するものではない
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と考えられます。 

243 貸金業者の行う債権譲渡については、

譲渡人である貸金業者が法第１９条の帳

簿を保存し、「取引履歴」の開示に応じる

場合に限りこれを認める取扱いとするべ

きではないか。 

貸金業法では貸金業者の行う債権譲渡

について特段の制限を設けておらず、ご

意見のような規律を設けることは困難で

す。 

なお、債権譲渡が行われた場合につい

ても、貸金業者である限り、法令で定め

る期間、譲渡人は法第１９条の帳簿を保

存する必要があります。 

 （６）公正証書  

244 特定公正証書の作成に係る説明事項に

ついてさらに平易にすべき。 

245 規則第１８条の説明事項には「財産に

対する強制執行」とありますが、更に理

解できるよう「給料、預貯金、生命保険、

その他の財産への差押（強制執行）」とす

べき。 

法第２０条第３項において、資金需要

者等に対し特定公正証書のもたらず効果

等について「書面を交付して説明しなけ

ればならない」と規定されており、資金

需要者等の一定の保護が図られていま

す。 

貸金業者には、資金需要者等がその内

容を十分に理解できるように、分かりや

すい書面を交付し、説明をすることが求

められるものと考えられます。 

246 公正証書の説明書面について、借り手

に交付する書面を郵送にて借り手に送

る、また、その詳細の説明を電話で行う

ことで業法上、特段問題はないのか。 

法令で定められた事項を記載した書面

を郵送し、かつ、その詳細を電話で説明

することは妨げられないものと考えられ

ます。 

 （７）取立規制  

247 法第２１条第１項各号において、正当

な理由と述べているが、正当な理由の具

体例を教えていただきたい。 

248 法第２１条第１項第２号にて、「正当な

理由」には、約定遅延も含まれるのか。 

法第２１条第１項各号に規定されてい

る正当な理由の具体例については、「貸金

業者向けの総合的な監督指針」をご参照

下さい。 

249 取立行為の規制については、電話によ

る取り立てを禁止すべき。 

電話による取立てについては、債務者

の私生活若しくは業務の平穏を害すると

考えられる法第２１条第１項第１号～第

３号に規定されているものは禁止されて

おりますが、全面的に禁止することにつ

いては、債権者の正当な権利を過度に制

約することになりかねず、慎重に検討す

る必要があると考えられます。 

250 催告書面は、規則第１９条第４項に定

める規制をはずすか、規制がかかる場合

には個別契約の記載事項の省略を明確に

していただきたい。 

規則第１９条第５項第２号において、

「次号に掲げる事項と同一の内容のもの

を除く。」として、重複事項の調整を行っ

ているところです。 
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 （８）その他  

251 貸金業者における資金需要者等の情報

の安全管理措置実施義務等は内閣府令で

明示されている（安全管理措置：規則第

１０条の２、返済能力情報の取扱い：規

則第１０条の３、委託における措置：規

則第１０条の５）ため、貸金業者におけ

る安全管理措置実施等状況の監視、監督

責任は、第一義的には指定信用情報機関

ではなく監督官庁にあるという理解でよ

いか明確にしていただきたい。 

安全管理措置等にかかわらず、貸金業

者に対する監督は登録先である財務局又

は都道府県が行いますが、信用情報の取

扱いについては、法第４１条の２３に指

定信用情報機関による加入貸金業者に対

する監督義務が規定されており、財務局

又は都道府県と指定信用情報機関の双方

に監督責任があるものと考えられます。 

252 第１０条の５に規定する「委託業務の

的確な遂行を確保するための措置」を必

要とする貸金業の業務とはどのような範

囲の業務を言うのか。例えば、ＡＴＭの

保守管理業務や現金の輸送業務、貸金業

法に規定する書面を単に顧客に輸送する

業務は含まれるのか。 

例示の業務については、基本的には貸

金業を営むために必要な業務に該当し、

当該業務を第三者に委託した場合には、

その内容に応じて適切な措置を講ずる必

要があるものと考えられます。 

 

253  規則第１０条の５第１号に規定する、

「当該業務を的確、公正かつ効率的に遂

行することができる能力を有する者」の

定義（基準）は何か。サービサーである

ことをもって、一義的に能力を有する者

と見做すことは可能か。 

また、既に貸金業の業務を第三者に委

託している場合、施行日に合わせ、再度

「委託業務の的確な遂行を確保するため

の措置」をとることを要するのか。 

一般的には、サービサーは一定の能力

を有すると考えられますが、最終的には

個別の状況に照らして判断する必要があ

るものと考えられます。 

また、施行日以前にすでに委託業務の

的確な遂行を確保するための措置が講じ

られているのであれば、施行日時点で特

別に何らかの措置を講じることまでを求

めるものではありません。 

254 規則第１０条の５第２号の規定によ

り、「受託者に対する必要かつ適切な監督

等を行うための措置」を講じるためには、

受託者の当該業務の実施状況を現認する

必要があるが、その際、他委託者との秘

密保持義務を理由に完全に自由な立ち入

り確認ができない場合がある。その場合

は、受託者への質問、受託者からの報告

をもって「検証」、「監督」に代えること

は可能か。 

貸金業者が委託した業務が的確に遂行

されているかの検証が可能であれば、受

託者からの報告等による確認でも差し支

えないと考えられます。 

255 総量規制により、融資を受けられなく

なった顧客の誘導機関の充実を希望す

る。 

融資を受けられなくなった顧客のカウ

今般の法改正において、資金需要者等

の利益の保護のために必要と認められる

場合には、貸金業者にカウンセリング機

関を紹介する努力義務が設けられたとこ
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ンセリングは、ノンバンクでも充実すべ

きだが、カウンセリング機関としてどの

ような団体が考えられるのか。 

ろです（法第１２条の９）。 

法第１２条の９に規定する団体として

は、現在のところ、法テラス、弁護士会、

司法書士会、（財）日本クレジットカウン

セリング協会及び新貸金業協会といった

機関が想定されますが、それ以外の団体

も「借入れ又は返済に関する相談又は助

言その他の支援を適正かつ確実に実施す

ることができる」ものであれば、法第１

２条の９に規定する団体に当たるものと

考えられます。 

256 貸金業協会を法第１２条の９に定める

カウンセリング機関として資金需要者等

に対して紹介できると解釈してよいか。 

新貸金業協会も法第１２条の９に規定

する団体に当たるものと考えられます。 

 ４．監督  

257 規則第２６条の２５により、貸金業の

業務の委託を行った場合は届出事項であ

るが、具体的にどのような業務の委託を

行った場合に届出事項となるか具体的に

例記していただきたい。 

例：不動産評価調査の委託、身辺調査の

委託、電話受付のみの委託 

ご意見の例にある調査等が貸金業を営

むために必要な業務であって、かつ当該

業務を第三者に委託した場合には届出を

行う必要があるものと考えられます。 

 

258 規則第２６条の２５第１項第５号及び

同第２項により反復継続して債権譲渡を

する場合、包括して届出することでよい

か。 

反復継続して債権譲渡をする場合であ

っても、その都度、２週間以内に届出を

行う必要があるものと考えられます。 

ただし、直近の２週間以内に行われた

ものをまとめて提出することは差し支え

ありません。 

259 規則第２６条の２５第１項第５号に定

める「貸付けに係る契約に基づく債権を

他人に譲渡した場合」に関して、貸金業

者が金融機関等との提携商品として証券

化前提の貸付商品を取り扱っている場

合、毎日、債権譲渡が行われることにな

るが、この場合でも、その都度、２週間

以内に管轄財務局長に届出を要するか。 

ご意見を踏まえ、独立行政法人住宅金

融支援機構への譲渡等、他の法令の規定

により法第２４条の規定を適用しないこ

ととされる場合は、債権譲渡の届出を要

しないこととするよう規定を修正いたし

ます。修正後の第５号に該当する債権譲

渡については、その都度、２週間以内に

届出を行う必要があるものと考えられま

す。 

260 規則第２６条の２５第１項第６号に定

める「法令に違反する行為」における法

令は、強行法規である法令を意味し、か

かる法令より厳しい規定を設けた場合の

社内規定は含まれないという理解でよい

法令より厳しい内容の社内規定に違反

した場合には法令違反には該当しませ

ん。 

「貸金業の業務の運営に支障を来たす

行為」の具体的内容ついては、「貸金業者
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か。 

また、「貸金業の業務の運営に支障を来

たす行為」とは具体的にどのような行為

をいうのか明らかにされたい。 

向けの総合的な監督指針」をご参照下さ

い。 

261 規則第２６条の２５第１項第７号に定

める「貸付けに係る契約について業とし

て保証業者と複数の保証契約を締結した

場合」とは、具体的にどのような場合を

想定されているのかあきらかにされた

い。 

ご意見を踏まえ、「特定の保証業者との

保証契約の締結を貸付けに係る契約の締

結の通常の条件とすることとなつた場

合」に修正し、規定の明確化を図ること

といたします。 

第７号は、貸金業者が特定の保証会社

の保証を貸付けの条件とする場合に届出

を求めるものであり、通常の条件とは、

貸金業者の子会社、親密先、提携先など、

特定の保証業者と保証契約を締結するこ

とを当該貸金業者から貸付けを受けるた

めの条件としているものを指します。ま

た、条件にしているかどうかについては、

パンフレットや契約書等における条件記

載の有無にかかわらず、実態で判断する

必要があると考えられます。 

262 規則第２６条の２５第１項第８号に定

める「第三者に貸金業の業務の委託を行

った場合」とは、「第三者と貸金業の業務

に関する委託契約を締結した場合」と理

解すればよく、「個別の貸金業の業務を委

託した都度」を意味しないと理解すれば

よいか。 

また、「第三者に貸金業の業務の委託を

行なわなくなった場合」とは、「第三者と

貸金業の業務に関する委託契約が終了し

た場合」と理解すればよく、「個別の業務

委託が終了した場合」を意味しないと理

解すればよいか。 

貸金業の業務を委託した場合とは、業

務委託契約の有無にかかわらず、実質で

判断することとなりますが、届出の目的

は委託先を把握することにあり、貴見の

とおり、一度届け出た委託先に個々の業

務を委託する都度届出を求めるものでは

ありません。 

業務の委託の終了についても同様で

す。 

263 規則第２６条の２５第２項に定める

「２週間以内」の期限は同条第１項第６

号の場合については延長するか除外すべ

き。 

第６号の届出内容としては同号に規定

する行為の概要等であり、当局としても

速やかに概要等を把握する必要があるこ

とから、２週間以内に届け出ることを求

めることとしたものです。なお、事後的

に新たな事実が判明した場合等には、追

加的に届出を行う対応も可能と考えられ

ます。 

264 法第２４条の６の２の規定で届出が必 貸金業の開業等の届出の対象となるもの
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要とされる「業務の開始」について、「他

者」の貸付契約を譲り受けて取立を行う

場合や回収委託等は含まない旨を明確化

すべき。 

 

には「貸付契約に基づく債権の取立てを含

む」とされており、誰が貸し付けた債権かは

規定されていないことから、ご意見のような

事例は開始の届出が必要と考えられます。 

 

265 法第２４条の６の４の規定について、

業務停止命令に違反した場合、 

① 全て「処分違反」を事由にして取消

しを行う 

② 「同一の違反行為」を行った場合の

み、当該行為を事由にして取消しを行

う 

のいずれの考え方に立つべきか。 

法第２４条の６の４第１項第２号の

「処分」に業務停止命令（及び業務改善

命令）を含むかどうか明確にして頂きた

い。 

 業務停止命令違反は法第２４条の６の

４第１項第２号に規定する「処分に違反

したとき」に該当しますが、登録の取消

しを行うかどうかについては、個別の事

案の内容等を総合的に勘案して決定され

るものと考えられます。 

266 貸金業者が資金需要者等の利益の保護

を図り、貸金業の適正な運営に資するた

め十分な社内規則を作成していないこと

が判明した場合であって、行政指導を行

っても改善がみられないときは、法第２

４条の６の４第１項に該当し、業務停止

処分の対象となると解されるか。 

 当該貸金業者の社内規則が「資金需要

者等の利益の保護を図り、貸金業の適正

な運営に資するため十分」でないと判断

されるのであれば、行政処分の対象とな

りますが、行政処分を行うかどうかにつ

いては個別の事案の内容等を総合的に勘

案して決定されるものと考えられます。 

267 登録を受けて、自らは全く貸付けを行

わず、専ら他者から譲り受けた債権の取

り立てや回収委託のみを業務としている

業者がいるが、このような業者は、取消

しや業務改善命令の対象となるのか。 

ご意見のような事例で法令違反等があ

れば行政処分の対象になる場合があるも

のと考えられます。 

268 法第２４条の６の１０の規定につい

て、「関係者」が削除され、調査等の対象

者が限定されたと考えられる。 

しかし、実際には、業者に直接関係す

る債務者・顧客のほかに、ＮＴＴ、銀行、

税務署等への調査が必要であるため、こ

れらについて調査できるよう権限を拡大

すべきではないか。 

 法第２４条の６の１０の規定は、他の

金融関係法令の規定の例に倣って改正し

たものですが、旧法第４２条第２項にお

ける「関係者」とは、貸金業者の役職員

等を想定するものであり、これらの者に

ついては、改正法においても質問できる

ものと考えられます。 

 

269 立ち入り検査について、検査逃れや、

書類等の一部非開示があった場合、直接

的に対処できる規定がないため、検査忌

避等に対する直接的な処分規定を設けて

頂きたい。 

監督上の処分に関する規定は、手続保

障の観点も踏まえ、他の金融関係法令の

例に倣って定めているところです。なお、

検査忌避については罰則の対象とされて

います（法第４８条第１項第８号の５）。
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270 規則第２６条の２５における第三者へ

の委託契約及び、貸金業協会への加入に

関する届出は、本体施行以前に加入して

いるものは含まないと解してよいか。 

規則第２６条の２５第１項各号につい

ては、施行日以後、各号に掲げる内容に

該当した場合に届出が必要になるもので

す。なお、同条第１項第９号に規定され

ている貸金業協会とは、改正法に基づき、

施行日以後に当局から認可される貸金業

協会を指します。このため、旧法に基づ

く貸金業協会の加入及び脱退や施行日前

から行っている業務委託は届出の対象に

はなりませんが、改正法に基づく新貸金

業協会の加入及び脱退については届出が

必要になるものと考えられます。 
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Ⅱ．過剰貸付けの禁止 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

 １．指定信用情報機関制度  

 （１）指定信用情報機関の業務等  

271 規則第２８条第２項において指定信

用情報機関の規模の要件を定めるに当

たり、リアルタイム登録や名寄せが実効

性ある方法で運営されることを担保と

する要件を定める必要がある。 

法第４１条の２０第１項の規定によ

り、指定信用情報機関は「信用情報の正

確性の確保に関する事項」（同項第４号）

を定めた業務規程の認可を受けなけれ

ばならないこととされており、ご指摘の

要件は十分担保されるものと考えられ

ます。 

272 規則第２８条第２項において、信用情

報機関としての指定条件が定めてある

が、その条件を満たした機関が複数存在

することになるのか。 

複数ある場合、総借入残高はどのよう

に把握すればよいのか。総借入残高が容

易にわかる仕組みを講じてもらいたい。

指定信用情報機関間の連携（信用情報

の交流）を前提として、複数の指定信用

情報機関が存在すること自体は、法律上

妨げられておりません（法第４１条の２

０第１項第６号等）。 

 指定信用情報機関が複数存在する場

合において、貸金業者が個人である顧客

等と貸付けの契約を締結しようとする

ときは、全ての指定信用情報機関が保有

する信用情報を使用しなければなりま

せん（法第１３条第２項）。 

 なお、貸金業者がその加入する指定信

用情報機関以外の指定信用情報機関が

保有する情報を得ることを可能とする

ため、指定信用情報機関は他の指定信用

情報機関の加入貸金業者の依頼に基づ

き、当該他の指定信用情報機関から個人

信用情報の提供の依頼を受けたときは、

正当な理由がある場合を除き、当該依頼

に応じ、個人信用情報を提供しなければ

ならないとされています（法第４１条の

２４第１項）。 

273 信用情報機関の１本化を希望する。 複数の指定信用情報機関が存在する

こと自体は、法律上妨げられていないと

ころです（法第４１条の２０第１項第６

号等）。 

なお、複数の指定信用情報機関が存在

する場合には、指定信用情報機関間の連

携（信用情報の交流）を求めることとし

ており、適正な信用情報提供等業務が確
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保されるものと考えられます（法第４１

条の２４第１項）。 

274 規則第３０条の３について、兼職が認

められるケースはどのような場合が想

定されるか明確にしてもらいたい。 

 指定信用情報機関の役員の兼職の認

可に当たっては、個別具体的な事例に応

じて慎重に検討する必要があり、兼職が

認められる場合をあらかじめ具体的に

例示することは困難です。 

なお、例えば、当該兼職により、指定

信用情報機関の本務に支障がある場合、

兼職先との間で利益相反のおそれがあ

る場合には、兼職を認めることはできな

いものと考えられます。 

275 派遣会社からの派遣社員を採用する

場合は、当該派遣会社への業務委託と解

釈され、規則第３０条の６に示される手

続が必要となるかどうか明示してもら

いたい。 

 労働者派遣と請負又は委託との区分

の実際の判断は必ずしも容易ではない

ところ、派遣社員の採用が業務の委託と

なるか否かについては、個別具体的な事

例に応じて判断する必要があるものと

考えられます。 

なお、派遣社員の採用が労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の就業条件の整備等に関する法律第２

条第１号に規定する「労働者派遣」に該

当すると認められる場合であれば、規則

第３０条の６に規定する手続は不要と

考えられます。 

276 個人信用情報の名寄せのための要件

を明確にしてもらいたい。 

法第４１条の２０第２項第１号の規

定により、指定信用情報機関は、「加入

貸金業者から資金需要者等に係る信用

情報の提供を依頼された場合には、当該

資金需要者等に係るすべての信用情報

を提供すること」を内容とする業務規程

を定めることが求められているところ

です。 

 正確な名寄せの実施は、総量規制等の

貸金業者による過剰貸付けの抑制を図

る施策を実効的なものとするために非

常に重要と考えられます。したがって、

業務規程の認可に当たっては、債務者の

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務

先の商号又は名称、運転免許証等本人確

認書類の記号番号等が適切に登録され

ることにより、婚姻による改姓後や転居
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による住所の変更後も同一人であると

認識できるような体制整備が求められ

るものと考えられます。 

277 個人信用情報は、法第４１条の２０第

２項第１号に定められるとおり、名寄せ

を行い提供しなければならないが、結婚

や転居等があった場合はコンピュータ

による名寄せのみでは名寄せができな

いことが考えられるため、指定信用情報

機関の定常業務として人間系の手作業

で名寄せを行う体制の整備についても

必須であることを明確にしてもらいた

い。 

法第４１条の２０第２項第１号の規

定により、正確な名寄せを実施するため

の体制についても、業務規程において定

められることになるものと考えられま

す。 

278 照会手数料について一定の支援事項

若しくは照会手数料を定額（１件につき

２０円など）に定めた事項を盛り込んで

もらいたい。 

手数料を定額としない場合、信用情報

機関の照会料の費用により経営が圧迫

されるようであると本末転倒であるた

め、照会手数料の金額については企業規

模、取扱高による格差を設けることが必

要である。 

指定信用情報機関が加入貸金業者か

ら徴収する手数料については、法律上、

指定信用情報機関が一種の社会的イン

フラとして公的な性格を有することに

かんがみ、効率的な業務運営の下におけ

る適正な原価に照らし公正妥当なもの

を業務規程に定め、内閣総理大臣の認可

受けなければならないこととされてい

ます（法第４１条の２０第１項第５号及

び第３項）。 

279 規則第３０条の９第１項に基づき記

録した照会記録について、本人開示の対

象としないよう何らかの措置を講じて

もらいたい。 

 指定信用情報機関が取り扱う個人信

用情報については、個人情報の適切な保

護を図る観点から開示対象とすること

が適当と考えられます。 

280 規則第３０条の９第１項において、会

員業者名について記録するよう求めら

れているが、加入業者名ではなく、加入

貸金業者を識別可能な会員コードとす

ることを認めてもらいたい。 

 貴見を踏まえ、指定信用情報機関が信

用情報提供等業務に関する記録の作成

するに当たって、加入貸金業者の商号等

に代えて、当該加入貸金業者を特定する

に足りる符号を用いることも可能とな

るよう、規定を修正いたします。 

281 規則第３０条の９第１項において、会

員からの提供依頼の日時について記録

するよう求められているが、提供依頼日

時ではなく、会員に提供した日時の記録

としてもらいたい。 

 指定信用情報機関に対し、加入貸金業

者から信用情報の提供の依頼があった

日時の記録・保存を求めることにより、

信用情報の提供の依頼から、貸付けの契

約の締結に至るまでの所要期間の実態

把握等にも資するものと考えられます。

282 「提供した個人信用情報の内容」（規

則第３０条の９第１項第４号）の保存に

ついては、再考をお願いしたい。 

 指定信用情報機関が「提供した個人信

用情報の内容」は、指定信用情報機関の

業務の適正性を確認するために必要と
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考えられることから保存を求めること

としたものです。 

283 信用情報提供等業務に関する記録の

保存期間について、「作成後三年間これ

を保存するものとする」（規則第３０条

の９第２項）とあるが、期間が短いため、

最終弁済日又は当該債権の消滅の日か

ら１０年とすべき。 

ご指摘の保存期間（３年間）は、検査

周期等の実務上の事情も踏まえ、資金需

要者等の利益の保護の観点から必要十

分な期間として設定したものです。 

284 規則第３０条の１０第１項第１号に

ついて、信用情報提供契約を締結又は終

了した貸金業者に関する指定信用情報

機関に対する報告義務を除外してもら

いたい。 

 指定信用情報機関については、指定の

要件として、一定の加入貸金業者数が求

められているところ（法第４１条の１３

第１項第５号、規則第２８条第２項第１

号）、ご指摘の届出義務は、指定信用情

報機関の加入貸金業者数の変動を正確

に把握するために必要と考えられます。

285 規則第３０条の１０第２項第６号の

指定機関におけるシステム障害等に係

る「信用情報提供等業務の全部又は一部

を停止する事故が発生したとき」の届出

について、「全部又は一部」とは、信用

情報提供等業務が対象であり、付随する

業務は届出の対象外ということでよい

か。 

 また、「全部又は一部」について、例

えば一社または一部の業者とのネット

ワークの障害についても届出は必要で

あるという解釈でよいか。 

 いずれも貴見のとおりと考えられま

す。 

286 規則第３０条の１０第２項第８号に

おいて、指定信用情報機関が、加入貸金

業者が「指定信用情報機関の業務規程に

反する行為を行ったことを知つたとき」

は内閣総理大臣に届出をすることとさ

れている。 

業務規程違反という広い範囲ではな

く、加入貸金業者の信用情報に係る安全

管理措置違反に限定してもらいたい。 

 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益

の保護を図る観点から、信用情報の安全

管理に限らず、貸金業者の業務の運営を

監督する必要があるところ（法第２４条

の６の３等）、加入貸金業者が指定信用

情報機関の業務規程に反する行為を行

うことがあれば、その事実を把握するた

めに、当該事実について指定信用情報機

関に届出を求めることが必要と考えら

れます。 

 （２）個人信用情報の提供等  

287 法第２条第１４項において、「個人信

用情報とは、個人を相手方とする貸付け

に係る契約（極度方式基本契約その他の

内閣府令で定めるものを除く。）」とある

 法第２条第１４項に規定する内閣府

令で定めるものを規則第１条の２の２

で規定いたします。 
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が、この「内閣府令で定めるもの」は内

閣府令の第何条を参照すればよいか明

確にしてもらいたい。 

288 信用情報登録を義務化することによ

る政府の補助を要望する。 

信用情報が、貸金業者における与信管

理の精緻化のために用いられることに

かんがみれば、信用情報に係るコストに

ついて国の補助を講ずることは適当で

ないものと考えられます。 

289 規則第３０条の１２において、信用情

報の提供を必要としない契約から、極度

方式貸付けに係る契約を除外してもら

いたい。 

 貴見を踏まえ、極度方式貸付けに係る

契約について個人信用情報の提供が必

要となるよう、規則第３０条の１２の規

定を修正いたします。 

290 規則第３０条の１３の個人情報に含

まれる事項について、総量規制の例外に

該当する貸付けの場合は、その旨を本条

の個人信用情報に含まれる事項に加え

た方がよいと考える。 

貴見を踏まえ、貸金業者が締結した貸

付けに係る契約が総量規制の適用除

外・例外となるものである場合には、そ

の旨を個人信用情報として指定信用情

報機関に提供することとするよう、規則

第３０条の１３第２項の規定を修正い

たします。 

291 規則第３０条の１３について、指定信

用情報機関が複数機関あり、貸金業者が

複数の指定信用情報機関の会員になる

ケースが想定される。 

借入れ情報が重複した場合に、同一借

入れを２契約と判断するために、貸金業

者の名称（コードのようなもの）、最終

貸付日、最終返済日も項目に加えてもら

いたい。 

個人信用情報に含まれる事項につい

ては、名寄せの正確性の確保の観点、指

定信用情報機関の業務負担等を踏まえ

つつ、必要十分と考えられるものを規定

しているところです。 

 貴見につきましては、貴重なご意見と

して承り、参考とさせていただきます。

292 規則第３０条の１３に定める個人信

用情報に含まれる事項は、現行の信用情

報機関が保有する情報に比べて限定さ

れているようだが、例えば、入金日や完

済日などが典型例であるが、これらは情

報が保有されている当人にとっても有

用な情報と考えられる。 

そのため、個人信用情報に含まれる事

項を検討するに当たり、資金需要者等の

視点も加味して、現行の信用情報機関が

保有する情報の中で有用なものがあれ

ば、新たに付け加えるべき。 

 個人信用情報に含まれる事項につい

ては、名寄せの正確性の確保の観点、指

定信用情報機関の業務負担等を踏まえ

つつ、必要十分と考えられるものを規定

しているところです。 

 貴見につきましては、貴重なご意見と

して承り、参考とさせていただきます。

293 規則第３０条の１３について、信用情

報機関に提供を義務づける個人信用情

個人信用情報に含まれる事項につい

ては、名寄せの正確性の確保の観点、指
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報機関に関して、勤務先電話番号は不要

か。不要であれば、現行登録しているも

のは削除すべきと考える。 

定信用情報機関の業務負担等を踏まえ

つつ、必要十分と考えられるものを規定

しているところです。 

 ご指摘の勤務先電話番号については、

法令上は個人信用情報に含まれません

が、本人の同意があれば、引き続き信用

情報として登録しておくことは可能と

考えられます。 

294 規則第３０条の１３について、信用情

報機関に提供を義務づける個人信用情

報機関に関して、契約年月日・貸付金額

などとあるが、現行登録されている入金

日等は登録されなくなるのか。 

個人信用情報に含まれる事項につい

ては、名寄せの正確性の確保の観点、指

定信用情報機関の業務負担等を踏まえ

つつ、必要十分と考えられるものを規定

しているところです。 

ご指摘の入金日等については、法令上

は個人信用情報に含まれませんが、本人

の同意があれば、引き続き信用情報とし

て登録しておくことは可能と考えられ

ます。 

295 規則第３０条の１３について、指定信

用情報機関に提供を義務づける個人情

報は、個人の特定のために必要最小限の

情報に留めるべき。電話番号や勤務先の

商号等は不要。 

 個人信用情報に含まれる事項につい

ては、名寄せの正確性の確保の観点、指

定信用情報機関の業務負担等を踏まえ

つつ、必要十分と考えられるものを規定

しているところです。 

296 「氏名（ふりがなを付す。）」（規則第

３０条の１３第１項第１号）とあるが、

この「ふりがな」はカタカナでもよいこ

とを明示してもらいたい。 

また、本人が申込書又は契約書に記入

したふりがなという解釈でよいことを

明示してもらいたい。 

 「ふりがな」をカタカナとすることは

可能と考えられます。 

 なお、貸金業者は、個人顧客が契約書

等に記載したふりがなが真正なもので

あるか否かについて、本人確認書類との

整合性を確認するなど、正確な「氏名」

及び「ふりがな」を指定信用情報機関に

提供するよう努める必要があると考え

られます。 

297 規則第３０条の１３第１項６号につ

いて、貸金業者は、顧客が運転免許証の

交付を受けている場合には、当該運転免

許証の番号を指定信用情報機関へ提供

することが義務づけられているが、運転

免許証の交付を受けている顧客である

にもかかわらず、当該顧客による運転免

許証の不携帯又は紛失等により貸金業

者が当該運転免許証の番号が確認でき

ない場合には、当該顧客から運転免許証

 貸金業者は、「当該個人顧客が運転免

許証の交付を受けている場合」（規則第

３０条の１３第１項第６号）には、当該

運転免許証に記載されている記号番号

を個人信用情報として指定信用情報機

関に提供する義務を負うことになりま

す。 

したがって、個人顧客が運転免許証の

交付を受けているか否かを確認する必

要があるものと考えられます。 
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番号を聴取するための相応な努力を行

っていれば足りると解してよいか。 

298 規則第３０条の１３第１項第６号に

ついて、顧客識別のために提供が義務づ

けられる情報のうち運転免許証番号に

ついては、顧客の申告がない場合には不

要であることを明確にしてもらいたい。

  

299 規則第３０条の１３第１項６号及び

第７号について、既存債権に対しても、

運転免許証等の本人確認書類を基にし

た記号番号の報告や免許証徴収が必要

か。 

 改正府令附則第６条の規定により、既

存の貸付けに係る契約については、運転

免許証等の本人確認書類の記号番号の

提供は努力義務としているところです。

300 規則第３０条の１３第１項第７号に

ついて、信用情報機関に提供を義務づけ

る個人信用情報として、本人確認書類に

記載されている本人を特定するに足り

る記号番号とあるが、記号番号のないも

のは、本人確認書類とみなされないと解

釈するべきか。 

金融機関等による顧客等の本人確認

等及び預金口座等の不正な利用の防止

に関する法律施行規則第４条において

は、本人確認書類となる健康保険証、パ

スポート等について、必ずしも本人を特

定するに足りる記号番号の記載がある

ことを求めていないところです（同条ハ

及びホ）。 

したがって、当該記号番号がない書類

がない場合でも、同条に規定する要件を

満たすものであれば、本人確認書類とし

て認められるものと考えられます。 

301 規則第３０条の１３第２項について、

顧客の支払った手数料に関する情報は

本項の事項には含まれないと解してよ

いか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

302 規則第３０条の１６について、貸金業

者があらかじめ顧客から同意を得るこ

とにより、信用情報機関から得た顧客の

信用情報を、信用情報機関の保管期間を

超えて保管することは差し支えないと

理解してよいか。 

貸金業者が指定信用情報機関の保有

する信用情報を使用して行った調査の

結果に関する記録の保存期間について

は、規則第１０条の１８第２項及び第１

０条の２７第２項において別途規定し

ているところです。 

したがって、指定信用情報機関におけ

る信用情報の保存期間を超えて、貸金業

者が当該信用情報を使用して行った調

査の結果に関する記録を保存する場合

もあり得るものと考えられます。 

303 規則第３０条の１６において、法第４

１条の３６の第２項（提供同意）につい

て記録の保存が義務付けられているが、

 ご指摘を踏まえ、法第４１条の３６第

１項及び第２項に規定する同意に関す

る記録関する記録の保存期間が明確と
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同条第１項（利用同意）についても記録

の保存義務があることについて明確に

してもらいたい。 

なるよう、規定を修正いたします（規則

第３０条の１６）。 

304 ブラックリストに載った人の情報を、

カード会社や銀行等が第三者提供して

いると思われる。こういった会社に対

し、営業取消・停止の規制をしてもらい

たい。 

 ご指摘のような行為を規制する観点

から、貸金業者又はその役員若しくは職

員が、指定信用情報機関から提供を受け

た信用情報を第三者に提供した場合に

は、２年以下の懲役若しくは３００万円

以下の罰金又はこれらの併科の対象と

なるところ（法第４７条の３第６号及び

第７号）、貸金業者が実際に罰金に処せ

られた場合には、登録が取り消されるこ

ととなります（法第２４条の６の５第１

項第１号）。 

また、銀行については、その業務に関

して取得した顧客に関する情報の適正

な取扱いの確保するための措置を講じ

ることが求められていること（銀行法第

１２条の２第２項）を踏まえ、主要行等

向けの総合的な監督指針Ⅲ－３－３－

３等において、「顧客情報の管理体制に

問題があると認められる場合には、必要

に応じ、法第２４条に基づき報告を求

め、重大な問題があると認められる場合

には、法第２６条に基づき業務改善命令

を発出する等の対応を行うものとす

る。」としているところです。 

305 指定信用情報機関による個人情報の

不正流出には、割賦販売法改正にならっ

て罰則を設けるべき。 

 指定信用情報機関の役員若しくは職

員又はこれらの職にあった者が、法第４

１条の１６に規定する秘密保持義務に

違反した場合、２年以下の懲役若しくは

３００万円以下の罰金又はこれらの併

科の対象となることとされています（法

第４７条の３第１項第５号）。 

 （３）その他  

306 「信用情報に関する機関」（規則第１

０条の３）とは、第３号施行日前までは

旧貸金業法第３０条第１項の「信用情報

機関」を指し、第３号施行日以後は法第

２条第１６項の「指定信用情報機関」を

指すものと考えてよいか。 

 「信用情報に関する機関」とは、法第

２条第１６項に規定する「指定信用情報

機関」及びその他の信用情報を取り扱う

機関を指すものです。 

307 規則第１０条の３において、信用情報 「個人信用情報」とは、個人を相手方
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機関から「提供を受けた情報であつて、

個人である資金需用者等の借入金返済

能力に関するもの」について目的外利用

を禁止するための体制の構築を求めて

いるが、法第２条第１４項の「個人信用

情報」には該当しないのか。 

法第４１条の３５第１項の登録を行

う情報より、幅広い情報提供項目があり

得るということか。 

とする貸付けに係る契約に係る法第４

１条の３５第１項各号に掲げる事項を

いい（法第２条第１４項）、必ずしも「個

人である資金需要者等の借入金返済能

力に関するもの」（規則第１０条の３）

と一致するものではありません。 

308 勧誘する顧客を選別するために、信用

情報に関する機関から提供を受けた情

報を利用することは資金需要者等の返

済能力の調査以外の目的のため利用し

たことになるのか。 

 ご指摘のような場合、目的外使用とな

るおそれがあるものと考えられます。 

309 法律上の指定信用情報機関になって

いない信用情報機関であっても、貸金業

に関する個人の取引履歴等の情報を取

り扱うことは、特に問題がないと考えら

れるが、そのような理解でよいか。 

個人情報保護法等の関係法令を遵守

する限りにおいて、貴見のとおりと考え

られます。 

 ２．返済能力調査義務  

 （１）内容  

 ① 総論  

310 過剰融資を規制する場合に、新たに貸

付けをしないのであれば、信用情報の取

得は不要ではないか（過剰融資防止には

役に立たず、貸金業者に負担を課すだ

け。信用情報機関は儲かるが。）。 

法第１３条第２項においては、貸金業

者が個人である顧客等と貸付けの契約

を締結しようとする場合に、指定信用情

報機関が保有する信用情報の使用を当

該貸金業者に義務づけられているとこ

ろです。 

したがって、信用情報を使用するまで

もなく、貸金業者に貸付けの契約を締結

する意思がないのであれば、信用情報の

使用は不要と考えられます。 

 ② 資力を明らかにする事項を記載した書面 

311 規則第１０条の２３第１項に規定す

る契約であっても、当該貸金業者合算額

が５０万円超又は個人顧客合算額が１

００万円超の場合には、規則第１０条の

１７第１項の書面の提出を受ける必要

があるか。 

貴見のとおりと考えられます。 

312 融資額が１００万円以上の時は、資力

を明らかにする事項を記載した書面の

提出又は提供を受けなければならない

貸金業者による過剰貸付けの抑制を

より実効的なものとするためには、たと

え福利厚生を目的とするグループ社員
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が、福利厚生目的の融資については、書

面の提出条件を拡大してもらいたい。 

当社は、グループ社員向け貸付けであ

るが、融資上限額は勤務先会社の人事給

与支給テーブルに基づく。 

向けの融資によるものであっても、貸金

業者からの借入残高が１００万円以上

となるのであれば、個人顧客の資力を厳

格に確認すべきことに変わりはないも

のと考えられます。 

313 「勤務先に変更があつた場合」（規則

第１０条の１７第１項）を「勤務先に変

更があつたと認められる場合」としても

らいたい。 

顧客の勤務先の変更があった場合に

は、顧客の返済能力に変更が生ずる可能

性が高いと考えられることから、貸金業

者は、可能な限り速やかにその事実を把

握できるよう努めるべきと考えられま

す。 

貴見のように「変更があつたと認めら

れる場合」と規定した場合には、顧客か

ら遠距離での住所の変更の届出があっ

た場合等、当該顧客の勤務先に変更があ

ったことが予想されるような事情があ

った場合にも、貸金業者は当該顧客から

申出があるまで勤務先の変更の有無に

ついて調査する必要がないと解される

おそれがあり、適当でないものと考えら

れます。 

314 「勤務先に変更があつた場合その他

当該書面等が明らかにする当該個人顧

客の資力に変更があつたと認められる

場合には、当該変更後の資力を明らかに

するものに限る」（規則第１０条の１７

第１項）とあるが、実際転職等が明らか

になった場合、その時点でどのような書

面があるのか。転職した直後であれば、

通常、給与の支払明細書等もないと思わ

れる。 

また、勤務して１か月の者への貸付け

は不可なのか。 

貴見を踏まえ、勤務先に変更があった

個人顧客について、 

① 新たな勤務先が確認されているこ

と。 

② 新たな勤務先で２か月分以上の給

与の支払を受けていないこと。 

の要件がいずれも満たされている場合

には、当該変更前の資力を明らかにする

書面の提出を受ければ足りることとす

るよう、規定を修正いたします。 

 なお、初めて勤務した者に対しては、

少なくともその者が２か月分以上の給

与の支払を受けるまでの間は、原則とし

て貸付けを行うことはできないものと

考えられます。 

315 規則第１０条の１７第１項について、

給与明細等の書式について詳細の定め

はないのか。例えば、簡易な手書きの明

細書（印なし）でもよいか。 

ご指摘のとおり、給与の支払明細書の

書式については特段の制約はありませ

んが、支払明細書が真正なものであるか

否かの判断は、各貸金業者において、慎

重になされるべきものと考えられます。

316 本人が主婦で、夫婦での借入枠を管理 ご指摘のような場合においては、貸金
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しなければならない場合において、夫の

借入れが増加したために源泉徴収票が

必要となる場合が想定される。そのよう

な際、主婦である本人に提出を求め、本

人からなぜ請求するのかと問われた場

合、夫の借入れ増加により必要となった

ことを伝えると情報漏洩とならないか。

また、夫の借入れが増加したことを伝

えなくても、法規制を理解していれば想

像できる範囲と思われるが、問題はない

か。 

業者には、主婦に対して、夫婦で合算し

て年収の３分の１以下の貸付けとなっ

ているかを調査する必要があること等、

制度の内容を説明するなど、丁寧な対応

が求められるものと考えられます。 

 ③ 返済能力調査に関する記録の作成等 

317 個人以外の資金需要者に対する貸付

契約の場合には、「顧客等から前条第一

項に規定する書面等の提出又は提供を

受けた年月日」（規則第１０条の１８第

１項第２号）は、返済能力調査記録の作

成対象外であるとの理解でよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

318 第４号施行日の前の段階において、既

に顧客から収入又は収益その他の資力

を明らかにする書面等を受け取ってい

る場合は、当該書面等は、「第一項の規

定による調査に関する記録」（法第１３

条第４項）には該当しないものであるか

ら、当該書面等について「提出又は提供

を受けた年月日」（規則第１０条の１８

第１項第２号）を記録する必要はないと

解してよいか。 

法第１３条第３項ただし書の規定に

より、第４号施行日前に個人顧客の収入

又は収益その他の資力を明らかにする

書面の提出を受けていることもって、新

たに規則第１０条の１７第１項各号に

掲げる書面の提出を受けない場合も想

定されるところです。 

このような場合には、過去に提出を受

けた書面が、「第一項の規定による調査

に関する記録」（法第１３条第４項）の

対象となり、規則第１０条の１８第１項

第２号の規定により、当該書面の提出を

受けた年月日の記録を作成する必要が

あるものと考えられます。 

319 親会社が外国法人である等の事情か

ら、返済能力の調査に関する記録を英文

で作成している場合であっても、その調

査記録が規則第１０条の１８第１項各

号の内容を満たしている限り、問題ない

との理解でよいか。 

規則第１０条の１８第１項各号に掲

げる事項の記録を作成する際は、基本的

には、日本語を用いるべきと考えられま

すが、合理的な事情がある場合であっ

て、和訳を付すなど、行政庁による検

査・監督に支障を来さないと認められる

ときであれば、英語を用いることも妨げ

られないものと考えられます。 

320 「顧客等の資力に関する調査の結果」

（規則第１０条の１８第１項第３号）、

「顧客等の資力に関する調査の結果」

については、返済能力の調査の結果明ら
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「顧客等の借入れの状況に関する調査

結果」（同項第４号）とあるが、具体的

に想定されている調査結果として記載

すべき内容を明らかにされたい。 

単に収入額や、借入額を記載すればよ

いと理解してよいか。 

かとなった「顧客等の収入又は収益その

他の資力」（法第１３条第１項）の記録

を作成する必要があるものと考えられ

ます。 

「顧客等の借入れの状況に関する調

査結果」については、借入額のほか、借

入件数、各貸付けに係る契約の内容（総

量規制の適用除外・例外となる契約であ

れば、その旨）等、調査の結果判明した

「借入れの状況に関する」あらゆる事項

の記録を作成する必要があるものと考

えられます。 

321 「指定信用情報機関が保有する信用

情報を使用して行った調査の結果」（規

則第１０条の１８第１項第４号）とは、

指定信用情報機関より得た信用情報（既

存借入件数、同金額、異動情報等）のす

べてを含むのか。 

ご指摘のような借入件数、借入額、延

滞等の異動情報のほか、各貸付けに係る

契約の内容（総量規制の適用除外・例外

となる契約であれば、その旨）等、調査

の結果判明した「借入れの状況に関す

る」（規則第１０条の１８第１項第４号）

あらゆる事項の記録を作成する必要が

あると考えられます。 

322 「その他法第十三条第一項の規定に

よる調査に使用した書面又はその写し」

（規則第１０条の１８第１項第５号）と

あるが、これは何を意味するか。 

例えば、顧客等が法人である場合にお

ける当該法人の収益を明らかにする書

面が考えられます。 

323 規則第１０条の１８に関し、顧客等の

返済能力の調査の結果については、内閣

府令で定める方法により所定の期間保

存する義務があるが、審査の結果、契約

締結に至らなかった顧客等についての

調査結果は、保存義務はないと考えてよ

いか。 

貴見のとおりと考えられます。 

324 規則第１０条の１８について、当該記

録は、電磁的記録に代えることは予定さ

れているか明らかにされたい。 

また、調査により入手した証明書類の

現物に代えて、電磁的記録による保存が

認められるか。 

規則第１０条の１８第１項各号に掲

げる事項の記録について、電磁的記録と

して作成・保存することは差し支えない

ものと考えられます。 

ただし、規則第１０条の１７第１項各

号に掲げる書面の提出を現物で受けた

場合に、貸金業者がそれを電磁的記録化

して保存する取扱いは、当該書面の改ざ

ん等がなされる可能性を排除できない

ことから、適当でないものと考えられま

す。 
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325 債権を他人に譲渡した場合には、「当

該債権の消滅」（規則第１０条の１８第

２項第１号）と同様に解釈してよいか。

債権の譲渡は、「当該債権の消滅」に

は含まれないものと考えられます。 

326 規則第１０条の１８第２項第１号に

ついて、保存期間を最終の返済期日まで

としているが、少なくとも取引終了後３

年程度とすべき。 

ご指摘の保存期間（最終の弁済期日ま

で）は、債務の弁済が終了していること

も踏まえ、資金需要者等の利益の保護の

観点から必要十分な期間として設定し

たものです。 

 ④ 極度方式基本契約の極度額を増額する場合 

327 極度方式基本契約の相手方の利益の

保護に支障を生ずることがない場合と

して、一時的に極度額を減額していた場

合に、「相手方と連絡することができた

ことにより、極度額を当該減額の前の額

まで増額する場合」（規則第１０条の１

９）とあるが、「連絡」とは、電話によ

る連絡に限定されるものではなく、現金

自動支払機その他の機械による画面に

よる表示による方法も含まれると解し

てよいか。 

規則第１０条の１９に規定する「連

絡」とは、電話による連絡に限定される

ものではありませんが、極度額を増額す

るに足りる事情が推認されるものであ

る必要があると考えられます。 

328 規則第１０条の２０について、当該記

録は、電磁的記録に代えることは予定さ

れているか明らかにされたい。 

規則第１０条の２０第１項各号に掲

げる事項の記録について、電磁的記録と

して作成・保存することは差し支えない

ものと考えられます。 

ただし、規則第１０条の１７第１項各

号に掲げる書面の提出を現物で受けた

場合に、貸金業者がそれを電磁的記録化

して保存する取扱いは、当該書面の改ざ

ん等がなされる可能性を排除できない

ことから、適当でないものと考えられま

す。 

 （２）適用除外  

 ① 極度方式貸付けに係る契約  

329 一時的に全額返済した場合（残高０円

となった場合）に、極度方式基本契約を

継続して利用する（貸付けを受ける）際

は、「極度方式貸付けに係る契約」（規則

第１０条の１６第１号）に該当すると解

釈してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

 ② 手形の割引を内容とする契約  

330 「融通手形」（規則第１０条の１６第

２号）とはどのようなものをいうのか。

「融通手形」とは、商品の売買など実

質的な原因に基づかず、資金繰り等金融
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また、どうやって見分けるのか。 

一般に、「融通手形」であるかどうか

は事後的に判明する。もし「融通手形」

と判明していれば、不渡りの可能性が大

きく、自ら損失を招くようなことはしな

い。いかなる事前調査義務があるのかを

明確化するよう提案する。 

支援のために振り出された手形を指す

ものと考えられます。 

また、各貸金業者において手形の割引

を行う場合には、与信管理の観点から、

各貸金業者の判断で、当該手形が「融通

手形」であるか否かの確認が行われるも

のと考えられます。 

なお、ご指摘の規定は、仮に各貸金業

者において「融通手形」と判断された手

形の割引を行うとすれば、返済能力調査

義務が課されることを明確化する趣旨

で定めたものであり、あえて「融通手形」

の定義等を規定する必要はないものと

考えられます。 

 ③ 金融商品取引業者が保護預りをしている有価証券を担保として行う金銭

の貸付けに係る契約 

331 規則第１０条の１６第２号（規則第１

条の２の２第３号及び第４号）につい

て、貸付けの債権者が金融商品取引業者

であることを条文上明確化するべきで

はないか。 

貴見を踏まえ、規則第１条の２の２第

３号及び第４号の規定が、金融商品取引

業者が行う貸付けについての規定であ

ることが明らかとなるよう、規定を修正

いたします。 

332 規則第１０条の１６第２号（規則第１

条の２の２第３号）について、「当該顧

客が当該有価証券を引き続き保有する

ために必要なもの」との規定を削除して

もらいたい。 

金融商品取引業者は、 

① 保護預りをしている有価証券を担

保とすること 

②  顧客が当該有価証券を引き続き保

有するために必要であること 

③ ５００万円を超えないこと 

の要件を満たす金銭の貸付けについて

は、貸金業法の規制の対象外の業務とし

て行えることとされています（金融商品

取引法第３５条第１項、金融商品取引業

等に関する内閣府令第６５条第１号）。

これらの要件のうち、③の要件のみを

満たさない高額な貸付けを金融商品取

引業者が行う場合には、そのような貸付

けは総量規制になじまず、当該金融商品

取引業者にあえて貸金業法上の信用情

報の使用義務を課す必要はないものと

考えられること等から、このような場合

に返済能力調査義務及び総量規制を課

さないことを明確にする趣旨でご指摘

のような規定振りとしているところで
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す。 

333 規則第１０条の１６第２号（規則第１

条の２の２第３号）について、「貸付け

の時における当該有価証券の時価の範

囲内」とあるが、業者側における貸付け

の決定の時点に修正してもらいたい。 

仮に、ご指摘のように修正した場合、

業者側が貸付けの決定時点を正確に証

明することは一般的に困難であり、恣意

的に決定時期が変更されるおそれもあ

ることから、適当でないものと考えられ

ます。 

334 規則第１０条の１６第２号（規則第１

条の２の２第３号）及び規則第１０条の

２１第１項第５号（規則第１条の２の２

第３号）について、返済能力調査・総量

規制の例外として、広く、時価評価の可

能な資産（権利を含む。）を担保とした

貸付けを規定してもらいたい。 

貸金業者による過剰貸付けの抑制を

実効的なものとするためには、貸付けの

契約については、原則として、返済能力

調査義務及び総量規制を課すべきと考

えられます。 

担保がある貸付けの契約であったと

しても、担保価値が減少することも想定

され、個人顧客の年収を返済資源とせざ

るを得なくなる可能性も否定できない

ことから、指定信用情報機関が保有する

信用情報を使用して、個人顧客の資力を

確認しておくことが適当と考えられま

す。 

335 規則第１０条の１６第２号及び規則

第３０条の１２（規則第１条の２の２第

３号）の規定において、金融商品取引業

者が行う有価証券を担保とした貸付け

は、それぞれ「指定信用情報機関が保有

する信用情報の使用義務の例外」、「信用

情報の提供を必要としない契約」と規定

されている。 

これは有価証券担保貸付けが総量規

制の適用除外とされているのと同様、借

入金の返済が滞った場合には、金銭消費

貸借契約において、担保有価証券の処分

による借入金の返済が行われるため、借

入者の担保有価証券以外の返済能力に

依存しないと考えられているためと考

えられる。 

金融商品取引業者と親会社が同一の

貸金業者（いわゆるグループ会社）が、

当該金融商品取引業者を媒介者として、

保護預り有価証券を担保として有価証

券の時価の範囲内で行う金銭の貸付け

についても、同様の手当てをしてもらい

貸金業者による過剰貸付けの抑制を

実効的なものとするためには、金融商品

取引業者との資本関係を理由に貸金業

者の返済能力調査義務等を免除するこ

とは、適当でないものと考えられます。
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たい。 

 ④ 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約 

336 「貸金業者を債権者とする金銭の貸

借の媒介に係る契約」（規則第１０条の

１６第２号（規則第１条の２の２第５

号））とあるが、「貸金業者」のみに限定

するのでなく、銀行その他預金取扱金融

機関が債権者となる場合まで含めても

らいたい（預金取扱金融機関等のための

貸付けの媒介・代理行為は銀行代理業等

については、銀行代理業等に該当し、そ

の規制に従うべきものであるが、一方

で、借入人のための媒介という概念が存

在（銀行代理業関連政令・規則発表時の

パブコメに記載）し、借入人の調査は預

金取扱金融機関において実施されてお

り、二重の調査は不要と考える。）。 

貸金業者による過剰貸付けの抑制を

実効的なものとするためには、債権者が

貸金業者以外の者である場合であって、

貸金業者が媒介者となるときは、当該媒

介者たる貸金業者に返済能力調査義務

を課すことが必要と考えられます。 

 ⑤ その他  

337 規則第１０条の１６に、非営利・公

益・低利融資法人による融資を含めるべ

きである。 

貸金業者による過剰貸付けの抑制を

実効的なものとするためには、債権者の

属性や貸付けの契約の内容にかかわら

ず、原則として、返済能力調査義務を課

すことが必要と考えられます。 

 （３）極度方式基本契約を締結している場合における途上与信 

 ① 総論  

338 貸金業者は、１か月に５万円以上の貸

付けがあった場合、また貸付けが行なわ

れていなくても３か月ごとに指定信用

情報機関を利用して顧客の信用情報を

調査することが義務づけられているが、

この法令はいつごろ施行されるのか。 

第４号施行日に施行されます。 

339 積極的に貸金業者、信用情報機関が本

来のリアルタイムでの照会調査を実施

し易い環境を提供していくべきである。

リアルタイムでの照会調査を実施し

た場合は、法第１３条の３第１項、第２

項の義務づけの適用除外措置又は期間、

金額の緩和措置をし、業界が積極的にリ

アルタイムでの照会、報告を取り込みや

すいよう誘導していくべきである。 

この考え方を内閣府令に取り込むべ

きである。 

システム面での体制整備や時間・コス

ト面の制約から、ご指摘のような仕組み

を早期に実現することは困難が伴うも

のと考えられます。 

このような制約がある中での最善の

策として、極度方式基本契約についても

過剰貸付けの抑制を図るため、個人顧客

に対し、貸付けの状況を勘案し、また、

定期的に、指定信用情報機関が保有する

信用情報を使用して総量規制に抵触し

ていないかを調査することを貸金業者
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に求めることとしているところです。 

 ② 基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等 

340 「一月以内ごとに区分した各期間」

（規則第１０条の２４第１項第１号）と

あることから、各期間については、業者

が任意に設定できると解してよいか。 

341 基準額超過極度方式基本契約に係る

調査の要件について、１か月以内に合計

５万円以上の貸付けが発生した月毎と

されているが、調査のタイミングは累計

で１か月５万円以上となった時点で調

査し、その後の調査は最終調査日を起点

に１か月という解釈になるのか。もしく

は、単純に毎月の月初から月末までを１

か月としてとらえるのか。 

基準額超過極度方式基本契約に係る

調査の要件について、各期間の設定方法

（契約締結日から１か月以内の一定の

期日の設定方法は任意、その後は当該一

定の期日から１か月ごとの期間に区分）

が明確となるよう、規則第１０条の２４

第１項第１号の規定を修正いたします。

342 規則第１０条の２４及び１０条の２

５の調査要件が重複する場合は、１回の

調査により双方の調査を行ったとみな

されるものと理解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

343 基準額超過極度方式基本契約に係る

調査の要件について、残高要件の極度方

式貸付けの金額の合計額５万円を１０

万円に、極度方式貸付けの残高の合計が

１０万円を２０万円に変更することを

要望する。 

ご指摘の調査の要件については、極度

方式基本契約による過剰貸付けの抑制

を図る観点から実務的な検討を行い、そ

の実効性を確保するために必要と考え

られる水準を規定しているところです。

344 基準額超過極度方式基本契約に係る

調査を行うまでの期間は、期間の末日か

ら少なくとも３週間から１か月は必要

である。 

貴見を踏まえ、実務を考慮し、規則第

１０条の２４第２項に規定する基準額

超過極度方式基本契約に係る調査期間

を「二週間」から「三週間」に修正いた

します。 

345 基準額超過極度方式基本契約に係る

調査について、規則第１０条の２４第２

項で調査期間が定められているが、この

期間は信用情報機関への照会までの期

間であり、調査の完了までではないと考

えてよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

なお、規則第１０条の２４第２項に規

定する調査期間は、基準額超過極度方式

基本契約に該当するか否かの調査を完

了するまでの期間ではなく、当該極度方

式基本契約に係る個人信用情報の提供

を指定信用情報機関に依頼するまでの

期間であることが明らかとなるよう、規

定を修正するとともに、実務を考慮し、

「二週間」を「三週間」に修正いたしま

す。 

346 規則第１０条の２４第２項について、 規則第１０条の２４第２項に規定す
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信用情報の照会は２週間を経過する日

までに行うと解することができるが、シ

ステム障害や休日(年末年始や連休)な

ど、やむを得ない理由により２週間を超

えた場合の例外はありうると解してよ

いか。 

る調査期間は、基準額超過極度方式基本

契約に該当するか否かの調査を完了す

るまでの期間ではなく、当該極度方式基

本契約に係る個人信用情報の提供を指

定信用情報機関に依頼するまでの期間

であることが明らかとなるよう、規定を

修正するとともに、実務を考慮し、「二

週間」を「三週間」に修正いたします。

なお、休日（年末年始や連休）等を理

由に期限を越えることは認められない

ものと考えられます。 

347 基準額超過極度方式基本契約に係る

調査の要件について、１か月以内に合計

５万円以上の貸付けが発生した月毎と

なっているが、１か月の利用実績集計

後、調査のタイミングについてはどの程

度の猶予期間が設けられるのか。（猶予

期間が設定される場合、調査基準日をで

きるだけ遅く設定した業者が有利と感

じるが。） 

規則第１０条の２４第１項第１号の

規定により区分した「それぞれの期間」

の末日から３週間を経過する日までに

指定信用情報機関に信用情報の提供を

依頼する必要があります。 

 ③ 極度方式基本契約に係る定期的な調査 

348 リボ契約における途上与信時は、追加

利用が無くても３か月に１回照会が必

要となっているが、証書貸付けの場合は

不要か。また包括契約の継続における残

高０債権は未利用であっても３か月に

１回信用情報の照会が必要か。 

貸金業者が、個人顧客と極度方式基本

契約を締結している場合には、法第１３

条の３第２項の規定による定期的な調

査が必要であり、極度方式基本契約を締

結していない場合には、不要です。 

なお、極度方式基本契約が継続してい

る場合であっても、極度方式貸付けによ

る借入残高が１０万円未満であれば、当

該定期的な調査は必要ありません（規則

第１０条の２５第３項第１号）。 

349 規則第１０条の２５第１項について、

３か月というのは、具体的にいつの時点

から３か月以内が明らかにされたい。基

本契約締結時から３か月か、それともカ

レンダーで１月から３月までの３か月

などと考えるのか。 

極度方式基本契約締結時から３か月

以内で貸金業者が任意に設定する期間

ごとと考えられます。 

350 「三月以内」（規則第１０条の２５第

１項）を「一年以内」に変更することを

要望する。 

ご指摘の定期的な調査の頻度につい

ては、極度方式基本契約による過剰貸付

けの抑制を図る観点から実務的な検討

を行い、その実効性を確保するために必

要と考えられる期間を規定していると
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ころです。 

 ④ 極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事

項を記載した書面 

351 資力を明らかにする事項を記載した

書面による極度額の調整に関し、施行日

に極度額超過となっていると予測され

る顧客に対しての事前告知について法

が施行される前に該当する全会員に告

知しなければならないのか。告知が必要

ならば、その方法について規定があるの

か。 

ご指摘のような事前告知について、法

令上の義務はありません。 

施行後、極度方式個人顧客合算額が１

００万円を超えている場合には、順次、

当該個人顧客から規則第１０条の１７

第１項に規定する書面の提出を受ける

ことになるものと考えられます。 

なお、任意にご指摘のような事前告知

を行うことは妨げられないものと考え

られます。 

352 資力を明らかにする事項を記載した

書面による極度額の調整に関し、毎月収

入があるが金額が一定ではないアルバ

イト就業者等の返済能力の調査及び極

度額調整を実施する場合は、どうするの

か。 

規則第１０条の１７第１項に規定す

るとおり、直近の源泉徴収票等（給与の

支払明細書の場合には、直近の２か月分

以上）により資力を明らかにすることと

なります。 

353 規則第１０条の２６第１項の規定に

ついて、「資力を明らかにする事項を記

載した書面」（規則第１０条の１７）の

提供を受けなければならないとあるが、

当該顧客が所得証明書類の提出を拒否

している場合は、極度額の抑止等の対応

をとることにより、過剰貸付けの抑止を

図ることができるのであるから、当該要

件を満たしたと解してよいか。 

ご指摘のような場合には、新たな極度

方式貸付けを停止する措置（規則第１０

条の２９第２号に掲げる措置）を講ずる

ことが必要と考えられます。 

354 規則第１０条の２６第２項に規定す

る「資力に変更があつたと認められる場

合」とは、その時点で貸金業者が把握し

ている情報により、資力に変更があった

と認められる場合に限定されるべき。 

貸金業者は、過剰貸付けを抑制するた

め、可能な限り、個人顧客の正確な資力

を把握できるよう努める必要があるも

のと考えられます。 

したがって、ご指摘のように、その時

点で貸金業者が把握している情報のみ

で資力の変更の有無を判断すれば足り

るとすることは、適当でないものと考え

られます。 

355 規則第１０条の２６第２項に関して、

「極度方式基本契約に係る調査（法第１

３条の３第３項）においては、一定の要

件の下、過去３年以内に発行されたもの

の提供を受けている場合」との説明があ

「当該期間内に個人顧客の勤務先に

変更があつた場合その他当該書面が明

らかにする当該顧客の資力に変更があ

つたと認められる場合」（規則第１０条

の２６第２項）を除くとの趣旨です。 
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る（別紙２－１（３）③）が、「一定の

要件の下」とは、どのような要件か。 

356 規則第１０条の２６第２項について、

過去３年以内に発行されたもの提供を

受けている場合は、新たな提供は不要と

するとあるが、一度、基準額超過により

資力を証明する事項を記載した書面を

取得した場合、再取得は不要としてよい

のではないか。 

したがって、再取得が不要であること

を追加してもらいたい。 

貸金業者による過剰貸付けの抑制を

実効的なものとするためには、原則とし

て個人顧客の現在の資力に基づき、途上

与信を行うことが適当であり、個人顧客

の資力を明らかにする書面の再取得を

不要とすることは適当でないものと考

えられます。 

なお、ご指摘の規定は、貸金業者が、

極度方式基本契約が基準額超過極度方

式基本契約に該当するか否かを確認す

るために、個人顧客の資力を明らかにす

る書面の提出を受けることが必要とな

った場合に、既に過去３年以内に発行さ

れた当該書面を取得しているときには、

改めて提出を受ける必要はないことと

する趣旨のものです。 

357 基準額超過極度方式基本契約に係る

調査において、提供を受けなければなら

ないとされているいわゆる収入証明書

について、過去５年以内に発行されたも

のとしてもらいたい。 

極度方式基本契約に係る調査等に用

いる資力を明らかにする書面の有効期

間については、個人顧客の資力の変更の

可能性等を踏まえ、原則として３年とす

ることが適当と考えられます。 

ただし、貴見を踏まえ、発行日から３

年目に個人顧客の勤務先に変更がない

ことが確認されることを条件として、貸

金業者が既に過去５年以内に発行され

た規則第１０条の１７第１項各号に掲

げる書面の提出を受けている場合には、

改めて当該書面の提出を受ける必要が

ないことになるよう、規定を修正いたし

ます。 

 ⑤ 極度方式基本契約に係る定期的な調査等に関する記録の作成等 

358 規則第１０条の２７第１項第２号に

掲げる事項の記録について、極度方式基

本契約に係る定期的な調査における返

済能力の調査に関する記録の作成にお

いて、過去に提出又は提供を受けている

等の理由により、顧客から「資力を明ら

かにする事項を記載した書面」（規則第

１０条の１７）の提出又は提供を新たに

受けていない場合は、過去に提出又は提

ご指摘の規則第１０条の２７第１項

第２号に掲げる事項は、あくまで規則第

１０条の１７第１項に規定する書面の

「提出又は提供を受けた年月日」である

ため、当該年月日を記載する必要がある

ものと考えられます。 
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供を受けた書類の発行年月日が分かり

うる記載を残すものと解してよいか。 

359 規則第１０条の２７第１項第２号及

び第３号に関し、資力調査の結果の記録

は不要であると考える。 

必要である場合は、過去に行った資力

調査の結果を繰り返し記載するものと

解してよいか。 

法第１３条の３第３項ただし書の規

定により、新たに規則第１０条の１７第

１項に規定する書面の提出を受けない

場合には、同内容の資力の調査の結果を

記載するものと考えられます。 

360 規則第１０条の２７第１項第４号に

ついて、返済能力調査の記録とは信用情

報以外には、どのような調査を実施し保

管すべきか。 

返済能力の調査の過程において、信用

情報として指定信用情報機関に登録さ

れる情報以外にも、当該個人顧客の返済

能力を左右し得る情報（例えば、銀行か

らの借入額が多額であるとの情報等）が

判明していれば、規則第１０条の２７第

１項第４号に掲げる事項の記録として

作成・保存するべきと考えられます。 

361 「調査に使用した書面又はその写し」

（規則第１０条の２７第１項第５号）と

は、調査に使用したものが電磁的記録で

ある場合には、電磁的記録として保存し

ておけば足りると理解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

362 極度方式基本契約を締結している顧

客の信用情報調査の記録を、作成後３年

間保存しなければならないとあるが、保

管方法としてはデータベース・紙ベース

どちらでもよいのか、指定があるのであ

ればどのような保存方法が望ましいか。

規則第１０条の２７第１項各号に掲

げる事項についての記録を書面で作成

した場合には当該書面を、電磁的記録に

より作成した場合には当該電磁的記録

を保存すればよいものと考えられます。

ただし、規則第１０条の１７第１項各

号に掲げる書面の提出を現物で受けた

場合に、貸金業者がそれを電磁的記録化

して保存する取扱いは、当該書面の改ざ

ん等がなされる可能性を排除できない

ことから、適当でないものと考えられま

す。 

363 規則第１０条の２７第２項について、

記録の保存期間を３年としているが、期

間が短いため、１０年とするなど、長期

化を図るべき。 

ご指摘の保存期間（３年間）は、検査

周期等の実務上の事情を踏まえ、資金需

要者等の利益の保護の観点から必要十

分な期間として設定したものです。 

 ３．総量規制  

 （１）内容  

 ① 総論  

364 目的自由というでたらめな貸付けも

禁止すべき。本来、貸金業者の融資はす

貸金業は、消費者及び事業者の多様な

資金需要に対応して、預金という原資の
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べて目的を審査した上で行うべきで、医

療費もこのひとつになり得る。 

融資方法を元利均等払いの目的ロー

ンにすれば過剰融資は確実に防げる。 

性格上リスクの高い融資には慎重に対

処せざるを得ない預金取扱金融機関の

融資を補完する機能を有するものです。

このような中で、仮に貸金業者による

資金提供を目的ローンのみに限定する

ことは、消費者及び事業者にとっても、

貸金業者から資金を借り入れる途が狭

められることとなり、必ずしも適当でな

いものと考えられます。 

なお、今回の法改正において、過剰貸

付けを抑制するための措置としては、年

収等の３分の１を超える貸付けを原則

禁止する総量規制を導入したところで

す（法第１３条の２）。 

365 総量規制について、個人がいくらまで

借金をできるのかを国が決めるのはお

かしい。自分のことは自分で決め、自分

で責任を取ることが、大人として普通で

はないか。 

生活する上で限度を超える借入れが

どうしても必要な場合はどうすればよ

いのか。現在借入れの無い方は急な借入

れを受けることができるが、現在借入れ

の範囲を超えている人はどうすればよ

いのか。 

ごく少数の人のために、多くの人が利

便性を失うことは不合理だと思う。 

多重債務の大きな要因の一つとして、

顧客の返済能力を超える過剰貸付けが

行われていることが挙げられているこ

とを踏まえ、今回の法改正により、年収

等の３分の１を超える貸付けを原則禁

止する総量規制導入したところです（法

第１３条の２）。 

 ただし、すべての貸付けについて総量

規制を課すことはせず、住宅資金貸付契

約等は適用除外とし、個人顧客に定型的

に返済能力がある健全な資金ニーズと

認められる貸付けに係る契約について

は総量規制の例外として取り扱うなど、

利用者利便を損なうことがないよう、配

慮しているところです。 

366 学生への貸付けに対して規定や制限

があるのか、親権者の同意は不要か。 

 借り手が学生であっても、年収等があ

れば、貸金業者は、原則としてその年収

等の３分の１を超えない範囲で金銭の

貸付け行うことは可能です。 

なお、学生が未成年である場合は、民

法の規定に従うことになります。 

367 保証人については、総量規制（年収３

分の１）という規制はなく、保証履行能

力の確認のみでよいか。 

 ご指摘のとおり、保証人については、

総量規制は課されておりません。ただ

し、保証人となろうとする者の借入残高

が既に年収等の３分の１を超えている

場合に、主債務者に変わってその借入れ

を返済することとなれば、事実上、総量

規制の趣旨が没却されてしまうことに
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なることから、原則としてそのような者

と保証契約を締結すべきではないと考

えられます。 

なお、このような場合に原則として保

証契約の締結が禁止されることは、新貸

金業協会の自主規制規則に盛り込まれ

る予定と承知しています。 

368 保証人の年収との関係で総量規制を

超える貸付けを禁止するガイドライン

を策定するべきである。 

「貸金業者向けの総合的な監督指針」

において、総量規制の円滑な導入を図る

観点から、保証人となろうとする者につ

いて、収入、保有資産、他からの借入状

況及び既往借入額の返済状況等の調査

を行っているかなどを監督上の着眼点

として盛り込むことを予定しています。

また、新貸金業協会の自主規制規則に

おいても、同様の内容が盛り込まれる予

定と承知しています。 

 ② 年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額等 

369 年間の給与に類する定期的な収入の

確認として、零細企業法人の代表者個人

顧客の場合は、損益決算書の確認でよい

か。 

また、定期的な雑収入及び配当金は収

入とみなしてよいか。 

 年間の給与に類する定期的な収入に

ついては、規則第１０条の２２第１項各

号に掲げるものに限定されており、法人

としての利益を代表者個人の年収とす

ることはできないものと考えられます。

 また、ご指摘の定期的な収入及び配当

金については、具体的にどのようなもの

を想定されているのか、必ずしも明らか

ではありませんが、同項各号に掲げるも

のに該当しない限り、収入とみなすこと

はできないものと考えられます。 

370 規則第１０条の２２第２項各号の方

法のいずれかにより算出されるもので

ある限り、「その年間の給与」（法第１３

条の２第２項）には、兼業農家等で給与

の他に事業所得等がある場合における

当該事業所得も合算することが可能と

解してよいか。 

年間の給与に類する定期的な収入に

ついては、規則第１０条の２２第１項各

号に掲げるものに限定されており、兼業

農家における事業所得を合算すること

はできないものと考えられます。 

なお、兼業農家である個人顧客を相手

方とする貸付けに係る契約については、

事業を営む個人に対する貸付けに係る

契約として、事業計画、収支計画及び資

金計画に照らし、当該個人顧客の返済能

力を超えないと認められること等の要

件を満たす場合には、総量規制の例外と

して取り扱うことが可能です。 
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371 収入が年金のみである個人の場合に

おいて「年間の年金の金額」（規則第１

０条の２２第１項第１号）を給与に類す

る定期的な金額とすることは反対。 

年金を収入として取り扱わないこと

にすれば、収入が年金のみである者は、

原則として貸金業者から資金を借り入

れることができなくなることから、適当

でないものと考えられます。 

372 「年間の定期的に受領する不動産の

賃貸収入（事業として行う場合を除く。）

の金額」（規則第１０条の２２第１項第

３号）における「事業として行う場合」

とは、何室以上又は何棟以上の場合をい

うのか（所得税法上の事業規模は概ね１

０室以上又は概ね５棟以上と思われる

が、同様か。）。 

「事業として行う場合」の該当性判断

については、ご指摘のとおり、税法にお

ける区分（事業所得とされるか否か）を

踏襲することになるものと考えられま

す。 

373 規則第１０条の２２第２項に規定す

る「給与」、「賞与」の額とは、総支給額

で年収と判断してよいのか。それとも社

会保険料等を控除した可処分額なのか。

総支給額で差し支えありません。 

374 規則第１０条の２２第２項について、

給与の算定根拠は、直近の２月分以上の

給与の１月当たりの平均額に１２を乗

じた額としているが、２月と１月に大差

はないため、収入を証明するものとして

は１月分としてもらいたい。 

給与の支払明細書を基に年収額を算

出する場合には、可能な限り正確な年収

額を算出する観点から、複数月の明細書

を基に１か月当たりの平均額を基準と

することが適当と考えられます。 

375 「年間の給与を算出する場合には、直

近の二月分以上の給与」（規則第１０条

の２２第２項第２号）とあるが、転職直

後には、新たな勤務先の給与明細書２月

分の提出を受けることは不可能である

ため、以前の勤務先の給与明細書と新た

な勤務先の給与明細書２月分をもって

「直近の二月分以上の給与」と解してよ

いか。 

あるいは、初めて就職した直後には、

給与明細書２月分の提出を受けること

は不可能であるため、採用内定通知書等

の今後の給与所得を推測できる書類を

給与明細書の代用として認めてもらい

たい。 

貴見を踏まえ、勤務先に変更があった

個人顧客について、 

① 新たな勤務先が確認されているこ

と。 

② 新たな勤務先で２か月分以上の給

与の支払を受けていないこと。 

の要件がいずれも満たされている場合

には、当該変更前の資力を明らかにする

書面の提出を受ければ足りることとす

るよう、規定を修正いたします。 

 なお、勤務先に変更があった場合に

は、原則として変更後の資力をもって返

済能力を捉える必要があり、変更前の給

与の１か月分及び変更後の給与の１か

月分をもって、２か月分の給与とするこ

とはできません。 

376 規則第１０条の２２第２項第３号に

ついて、地方税から合理的に算出する方

法とは、扶養人数、社会保険料等、客観

詳細な算出方法については、個別具体

的に判断する必要がありますが、基本的

には、貴見のとおりと考えられます。 
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的な情報を確認した上で、地方税から逆

算した課税所得金額に所得控除額と給

与所得控除額を加えて年収額を算出す

る方法と解してよいか。 

377 「地方税額を基に合理的に算出する

方法」（規則第１０条の２２第２項第３

号）は、合理的範囲内で貸金業者が独自

に定める方法と理解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

なお、詳細な算出方法に合理性がある

か否かについては、個別具体的に判断す

る必要があるものと考えられます。 

 （２）適用除外  

 ① 住宅ローン  

378 規制対象となる貸金業者（具体的に

は、住宅ローンを取り扱うノンバンクな

いしはモーゲージバンクを想定）が、既

に他金融機関等から住宅ローンの貸付

けを受けている顧客に対し、自社ローン

商品による借換融資を行う場合、総量規

制の対象となり、借換所要額の貸付けが

できないという問題が発生する。 

このような借換えについては、法第１

３条の２に規定する過剰貸付け等の禁

止の対象とはならないような措置をな

すべき。 

法第１３条の２を受けた規則第１０

条の２１第１項第１号に掲げる「不動産

の建設若しくは購入に必要な資金（借地

権の取得に必要な資金を含む。）又は不

動産の改良に必要な資金の貸付けに係

る契約」には、ご質問のような借換えも

含むものと解されます。 

379 「不動産の建設若しくは購入に必要

な資金」（規則第１０条の２１第１項第

１号）ついて、頭金・諸費用・外溝工事

等に係る契約も個人過剰貸付契約から

除外される契約に該当することでよい

か。 

規則第１０条の２１第１項第１号に

掲げる契約に該当するか否かについて

は、個別具体的に判断することが必要と

考えられますが、ご指摘の頭金、外溝工

事のために必要な資金の貸付けに係る

契約ついては、基本的にはこれに該当す

るものと考えられます。 

380 「不動産（借地権を含む。）の売買契

約書又は建設工事の請負契約書その他

の締結した契約」（規則第１０条の２１

第２項第１号）とあるが、「その他の締

結した契約書」とは、具体的に何を指す

のか。 

例えば、借地権を設定する場合におけ

る土地賃貸借契約が考えられます。 

   ② 自動車購入時の自動車担保ローン 

381 自動車ローンは、「個人顧客の利益の

保護に支障を生ずることがない契約」

（法第１３条の２第２項）とされている

が、住宅ローンと平仄をとって規則第１

０条の２１第１項に規定するべきでは

ないか。 

貴見を踏まえ、自動車購入時の自動車

ローンについては、規則第１０条の２１

第１項に規定することといたします。 
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382 自動車購入に必要な資金の貸付けに

係る契約は、所有権留保ないし譲渡担保

が付される場合に限定されているが、か

かる担保等が付されたところで、個人顧

客の他の資産に対し執行すること等が

禁じられるものではない。したがって、

所有権留保ないし譲渡担保が付される

場合に限定することは不要ではないか

と思われる。 

契約締結時に自動車を融資金の担保

とする旨を記載した念書を資金需用者

から徴収したり、貸付けに係る契約書の

約款において（名義の如何にかかわら

ず）所有権留保条項を設定したりしてい

れば、所有権については留保しない場合

も総量規制の例外となる自動車担保ロ

ーンと同等の取扱いを受けると解して

よいか。 

 

自動車購入時の自動車ローンについ

ては、住宅ローンと平仄をあわせ、規則

第１０条の２１第１項に規定すること

といたします。 

住宅ローンが総量規制の適用除外と

されているのは、通常は、適切な返済計

画に基づいて当該住宅を担保に貸付け

が行われ、定型的に低利で返済期間が長

期にわたるものであり、また債務額が多

額であることから、総量規制になじまな

いと考えられることによるものです。 

このため、自動車ローンについても、

自動車購入に必要な資金の貸付けに係

る契約を総量規制の適用除外とする以

上は、所有権が留保されていること又は

譲渡担保とされていることを条件とす

ることが適当と考えられます。 

ご指摘のように、自動車を担保とする

旨を記載した念書を徴収することや、所

有者の名義を貸金業者とせず、契約約款

において所有権留保条項を設けること

では、貸金業者は所有権を有することと

ならない（所有権留保又は譲渡担保の要

件を満たさない）ため、総量規制の適用

除外とすることはできないものと考え

られます。 

383 自動車購入時の自動車担保ローンに

ついて、所有権を留保せず、総量規制の

例外とならない場合、一部の銀行等で所

有権を留保しないマイカーローンが取

り扱われている一方で、同内容のローン

を貸金業者が行うと総量規制の対象と

なることについて貸金業者側が説明す

る責任がある。 

その際の回答として、規制を受ける法

律の違いについて説明すれば、資金需要

者への説明責任を果たしているものと

解してよいか。 

ご指摘の説明責任については、個人顧

客に正確な理解を促すものであれば、貴

見のとおりと考えられます。 

384 他の借入れの担保となっていない自

動車を、新たに担保設定して借入れを行

うケースが考えられるが、これは総量規

制の対象外となり得るのか。 

自動車を購入後に、当該自動車を担保

とすることも考えられますが、総量規制

の適用除外となるのは、住宅ローンの場

合と同様、自動車購入時に当該自動車を
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あるいは、法第１２条の８第５項及び

規則第１０条の１１に該当するとみな

され、担保として融資することは法令違

反となるのか。 

担保とする貸付けに係る契約のみとな

ります。 

385 自動車を担保とした場合でも、中古車

の場合には一物一価であり、過剰貸付け

のリスクが残る（例えば、実際には５０

万円の価値しかない車に対して２００

万円の貸付けを行うようなケース。貸金

業者側の意図的な貸付け、逆に顧客側が

虚偽の申告を行う両方の可能性がある。

一方、新車の場合にはメーカー標準価格

がある。）。 

こういった事態を避けるために、融資

後に事故が発生して担保価値が減価し

たケース（警察の事故証明が取得できる

などの確証が必要）を除き、返済不能に

なった場合には、担保車両を貸金業者に

返却した場合には、その時点での例えば

元本の８０％は最低返済されたとみな

すような歯止めが必要。 

貸付けを行う側（貸金業者・割賦購入

あっせん業者）が、過剰融資を控える仕

組み（経済的ペナルティ）を導入すべき

とは考えないか。 

貸金業者は、顧客等の返済能力を超え

る貸付けに係る契約を締結してはなら

ないことから、各貸金業者において、与

信管理の観点から、担保価値の減価の可

能性も踏まえつつ、個別具体的に貸付け

が可能な金額について判断されること

になるものと考えられます。 

なお、ご指摘のように、担保価値の減

価の程度にかかわらず、担保の目的物を

債権者に返却した場合に一定割合の債

務額を減額することは、債権者に著しい

負担（リスク）を強いることになるおそ

れがあり、適当でないものと考えられま

す。 

386 総量規制の例外となる「個人顧客の利

益の保護に支障を生ずることがない契

約」（法第１３条の２第２項）の中で、

例えば、自動車購入時の自動車ローンの

括弧書きにある返済能力があると認め

られるとは、どういった判断に基づき認

めるのか。 

また、その場合、証跡を残すことまで

要求されるのか。 

返済能力調査に当たっては、各貸金業

者において、与信管理の観点から、個人

顧客の年収、他からの借入状況等を勘案

して、個別具体的に貸付けが可能な金額

について判断されることになるものと

考えられます。 

なお、規則第１０条の２０第１項第３

号及び第４号の規定により、貸金業者に

は、当該返済能力調査の結果得られた当

該個人顧客の資力等について記録を作

成・保存する義務が課されているところ

です。 

387 自動車購入時の自動者担保ローンを

総量規制の例外とすることには反対。 

自動車購入時の自動車担保ローンに

ついては、住宅ローンと同様に、定型的

に債務額が多額であるなど、総量規制に

なじまないと認められることにかんが

み、当該自動車に担保権が設定されてい
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ること等の一定の要件を満たす場合に

は、総量規制を適用しないことが適当と

考えられます。 

 ③ 金融商品取引業者が保護預りをしている有価証券を担保として行う金銭

の貸付けに係る契約 

388 規則第１０条の２１第１項第５号の

規定において、総量規制の適用除外とな

る契約（「個人過剰貸付契約から除かれ

る契約」）として、金融商品取引業者の

行う有価証券を担保とした貸付けに係

る契約が規定されている。 

金融商品取引業者と親会社が同一の

貸金業者（いわゆるグループ会社）が、

当該金融商品取引業者を媒介者として、

保護預り有価証券を担保として有価証

券の時価の範囲内で行う金銭の貸付け

についても、実質的には当該金融商品取

引業者が有価証券を担保とする貸付け

を行う場合と異ならないと考えられる。

そのため、金融商品取引業者が媒介す

るグループ会社の有価証券担保貸付け

についても、同様の手当てをしてもらい

たい。 

貸金業者による過剰貸付けを抑制す

ることが法の趣旨である以上、金融商品

取引業者との資本関係を理由に、総量規

制の適用除外とすることは必ずしも適

当でないものと考えられます。 

 （３）例外  

 ① 有価証券を担保とする貸付けに係る契約 

389 規則第１０条の２３第１項第１号に

おいて、総量規制の例外となる契約（「個

人顧客の利益の保護に支障を生ずるこ

とがない契約」（法第１３条の２第２

項））として、有価証券を担保とする貸

付けに係る契約が規定されている。 

金融商品取引業者と親会社が同一の

貸金業者（いわゆるグループ会社）が、

当該金融取引業者が顧客から保護預り

を受けている有価証券を担保として行

う金銭の貸付けも、同条に規定する有価

証券を担保とする貸付けに係る契約の

範疇に含まれるものと解するが、そのよ

うに解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

390 規則第１０条の２３第１項第１号に

ついて、金融商品取引業者における富裕

層の個人顧客は、必ずしも定期的な収入

 定期的な収入は少なく、保有する資産

が豊富な富裕層については、例えば、そ

の資産が有価証券であれば、それを担保
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が多いわけでなく、資産が豊富ゆえ富裕

層であるケースが多数ある。 

１／３規制は、これらの個人顧客が貸

金業者から資金を調達することを制限

する。一定の資産を保有する顧客につい

ては、この規制からは除外されるべきと

考える。 

として年収の３分の１を超える貸付け

に係る契約を締結することも可能とし

ており（規則第１０条の２３第１項第１

号）、必ずしも総量規制により貸金業者

からの資金の調達が制限されることに

なるとはいえないものと考えられます。

391 規則第１０条の２３第１項第１号に

ついて、海外市場に上場する株券を担保

とした借入れを望む顧客も想定される

ため、国内上場もしくは店頭登録の株式

のみならず、金融商品取引法第２条第１

項第１７号にある外国の同種の有価証

券も支障がない担保に含めてもらいた

い。 

また、同項第２０号についても同様に

支障がない担保に含めてもらいたい。 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、流動性、時価評価の可能性等

を踏まえ、有価証券を返済資源とするこ

とが容易であると認められる場合には、

これ担保とする貸付けに係る契約を総

量規制の例外として取り扱うことが可

能と考えられます。 

 以上の観点及び貴見を踏まえ、金融商

品取引所に上場されている外国企業の

株式等についても、総量規制の例外とな

る有価証券担保貸付けの担保の範囲に

含めるよう、規定を修正いたします。 

392 規則第１０条の２３第１項第１号に

ついて、金融商品取引法第２条第１項第

８号の「資産の流動化に関する法律に規

定する優先出資証券又は新優先出資引

受権を表示する証券」についても、担保

として適切でないとはいえず、これらも

支障がない担保に含めてもらいたい。 

例えば、優先出資証券については上場

しているものもある。 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、流動性、時価評価の可能性等

を踏まえ、有価証券を返済資源とするこ

とが容易であると認められる場合には、

これ担保とする貸付けに係る契約を総
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量規制の例外として取り扱うことが可

能と考えられます。 

 以上の観点及び貴見を踏まえ、金融商

品取引所に上場されている協同組織金

融機関の優先出資に関する法律に規定

する優先出資証券についても、総量規制

の例外となる有価証券担保貸付けの担

保の範囲に含めるよう、規定を修正いた

します。 

393 規則第１０条の２３第１項第１号に

ついて、金融商品取引法第２条第１項第

５号の「社債券」を担保として貸し付け

ても、担保として適切でないとは思え

ず、これらも支障がない担保に含めても

らいたい。 

例えば、転換社債については時には上

場株式類似の値動きをする状況もあり、

高格付けの社債については国債と同等

の信用力がある。 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、流動性、時価評価の可能性等

を踏まえ、有価証券を返済資源とするこ

とが容易であると認められる場合には、

これ担保とする貸付けに係る契約を総

量規制の例外として取り扱うことが可

能と考えられます。 

以上の観点及び貴見を踏まえ、金融商

品取引所に上場されている社債につい

ても、総量規制の例外となる有価証券担

保貸付けの担保の範囲に含めるよう、規

定を修正いたします。 

394 規則第１０条の２３第１項第１号に

ついて、担保について上場株式等に限定

することは、例えば（上場直前の）未上

場事業会社のオーナーが自社の株式を

担保に貸金業者より資金を借り入れ得

る量を制限することになる。 

これらの株式等も支障がない担保に

含めてもらいたい。 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、流動性が高く、時価評価が可

能な有価証券を担保とする貸付けに係
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る契約については、年収等以外に当該有

価証券を返済資源とすることが容易で

あることから、総量規制の例外として取

り扱うことが可能と考えられます。  

ご指摘の未上場の株式については、こ

れらの点について十分な適格性がある

とは認められず、これを担保とする貸付

けに係る契約を総量規制の例外とする

ことは適当でないものと考えられます。

なお、総量規制は、個人顧客に対する

貸付けに係る契約について適用される

ものであり、ご指摘のような事業会社に

対する貸付けに係る契約について適用

されるものではありません。 

395 事業用不動産等が、個人顧客における

支障がない担保となっていることの平

仄を取るべく、（不動産を信託財産とす

る信託受益権もあることから）金融商品

取引法第２条第２項第１号の信託受益

権も全般的に支障がない担保とされる

べきと考える。 

また、同項第２号の外国の信託受益権

も含まれるべきと考える。 

さらに、同項第３号から第７号に掲げ

られている権利についても特段除外さ

れる理由がなく、支障がない担保とされ

るべきと考える。 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、流動性が高く、時価評価が可

能な有価証券を担保とする貸付けに係

る契約については、年収等以外に当該有

価証券を返済原資とすることが容易で

あることから、総量規制の例外として取

り扱うことが可能と考えられます。 

ご指摘の信託受益権等については、現

状ではこれらの点について十分な適格

性があるとは認められず、これを担保と

する貸付けに係る契約を総量規制の例

外とすることは適当でないものと考え

られます。 

396 規則第１０条の２３第１項第１号で

規定される有価証券の範囲は、金融商品

取引法第２条第１項第１号から第３号

まで又は第９号から第１１号までに掲

げる有価証券に限定されているが、社債

など、規則第１０条の２３第１項第１号

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人
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で規定される有価証券の範囲以外にも

顧客のニーズがみられるため、同号で規

定される有価証券の範囲を、金融商品取

引法第２条第１項で定義される有価証

券すべてを適格担保の対象となるよう

に、手当をしてもらいたい。 

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、流動性が高く、時価評価が可

能な有価証券を担保とする貸付けに係

る契約については、年収等以外に当該有

価証券を返済原資とすることが容易で

あることから、総量規制の例外として取

り扱うことが可能と考えられます。 

このような考え方に基づき、担保とす

る有価証券の種類については一定のも

のに限定しているところであり、ご指摘

のようにすべての有価証券を担保とす

る貸付けに係る契約を総量規制の例外

とすることは適当でないものと考えら

れます。 

397 有価証券を担保にする場合でも、時価

を基準とすると価格の下落の場合は返

済に困難を来す。 

有価証券担保貸付けは、有価証券の時

価の８割程度となされるべき 

貸金業者は、顧客等の返済能力を超え

る貸付けに係る契約を締結してはなら

ないことから、各貸金業者において、与

信管理の観点から、時価の変動の可能性

も踏まえつつ、個別具体的に貸付けが可

能な金額について判断されることにな

るものと考えられます。 

 ② 不動産を担保とする貸付けに係る契約 

398 債務者自己保有の不動産を担保とす

る貸付契約は、個人顧客の居宅や生計を

維持するために不可欠な不動産であっ

ても、すべて総量規制の適用除外ないし

例外となる貸付けに係る契約とすべき。

少なくとも、居宅や生計を維持するた

めに不可欠な不動産を担保とすること

について借り主本人が希望する場合は

「個人顧客の利益の保護に支障を生ず

ることがない契約」（法第１３条の２第

２項）とすべき。 

居宅等については、これを担保とし、

実際に担保権が実行された場合には、当

該担保提供者の生活に著しい支障を来

すおそれがあると考えられることから、

このような不動産を担保とする貸付け

に係る契約を総量規制の例外とするこ

とは、適当でないものと考えられます。

399 総量規制の例外とする法第１３条の

２第２項について、他の借入金を一本化

して１か月の支払額が著しく軽減する

場合や緊急の医療費のための貸付けに

準ずるもの、例えば家族の交通事故賠償

金の支払等などの目的で、現在手持ち資

居宅等については、これを担保とし、

実際に担保権が実行された場合には、当

該担保提供者の生活に著しい支障を来

すおそれがあると考えられることから、

このような不動産を担保とする貸付け

に係る契約を総量規制の例外とするこ
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金が無く、融資を受けなければ自宅を売

却せざるを得ない状況を回避するため

の手段としての、居宅を担保とする低金

利融資は認められるべきと考える。 

とは、適当でないものと考えられます。

400 規則第１０条の２３第１項第２号に

ついて、下記のように、借入れ後の個人

顧客の返済が十分見込まれる場合、生活

に特段の支障をきたすことなく返済可

能である場合、又は担保に供した居宅等

を失う可能性がない場合には、個人顧客

の資金ニーズに応えて居宅等を担保と

することを認めることはできないか。 

Ａ）自営業者が病気や怪我で一時的に事

業継続が困難になり、収入が減少した

が、医師からは、半年程度の療養で完

治すると言われており、その間は事実

上休業し療養に専念したいと考えて

いる。そこで、資金需要者としては、

居宅を担保に、医療費用及び当面の生

活費を借り入れたい。なお、半年の治

療により完治した後は事業を再開し

十分な売り上げが回復できる場合 

Ｂ）長期（５～１５年又はそれ以上）の

弁済計画を組む場合 

Ｃ）いわゆる個人向けリバースモーゲー

ジ（居宅等を担保として、定期的に生

活費を貸し付け、借入人の死亡後にそ

の担保となっている居宅等を処分し

て貸付金の返済を受ける仕組みの商

品）の場合 

居宅等については、これを担保とし、

実際に担保権が実行された場合には、当

該担保提供者の生活に著しい支障を来

すおそれがあると考えられることから、

このような不動産を担保とする貸付け

に係る契約を総量規制の例外とするこ

とは、適当でないものと考えられます。

なお、緊急の医療費を支払うために必

要な貸付けに係る契約については、同様

の契約を締結していない場合に限り、総

量規制の例外としているところです。 

401 不動産を担保に供する貸付けにおい

て、以下の事例であれば、個人顧客の居

宅を担保としても、個人顧客に不利益は

ないと考えるので、例外的に個人顧客の

居宅を担保とすることは可能か。 

・ 個人顧客は、現在居住する居宅を担

保とするが、他にも移住できる不動産

を所有している。 

・ 居宅不動産の価格が１億円あり、年

収１千万の資金需要者より１千万の

貸付け申込みを受けた場合、将来、万

一収入による返済ができなくなった

居宅等については、これを担保とし、

実際に担保権が実行された場合には、当

該担保提供者の生活に著しい支障を来

すおそれがあると考えられることから、

このような不動産を担保とする貸付け

に係る契約を総量規制の例外とするこ

とは、適当でないものと考えられます。

なお、ご指摘の例における、居宅の他

に所有する移住できる不動産又は居宅

不動産の余剰敷地（土地）部分自体を担

保とする貸付けに係る契約であれば、総

量規制の例外となるものと考えられま
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としても、居宅不動産を売却しても移

住、住み替えする資金的な余裕は十分

に見られる。 

・ 上記同様の条件において、居宅不動

産の敷地（土地）部分が広大であり、

かつ、建築基準法等関連法令から勘案

しても、その敷地の一部を分筆し売却

しても十分に現状の居宅を維持でき

る。 

す。 

402 「生計を維持するために不可欠なも

の」（規則第１０条の２３第１項第２号）

の定義とはどのようなものか。 

例えば、定期的な給与収入のみで生計

は維持されている資金需要者が、副収入

として不動産賃貸収入を得ているマン

ションを担保に供することは可能か。 

「生計を維持するために不可欠なも

の」であるか否かについては、各貸金業

者において、個別具体的な事例に応じて

慎重な判断が求められることになるも

のと考えられます。 

なお、ご指摘のように、定期的な給与

収入のみで生計を維持できる個人顧客

が副収入を得るために保有しているマ

ンションについては、これに該当しない

ものと考えられます。 

403 居宅以外の不動産担保の融資は、生計

を立てている不動産（田畑や事業主個人

名義の工場地等）も対象外と考えてよい

か。 

ご指摘のような、生計を立てている田

畑や事業主個人名義の工場地等は、「生

計を維持するために不可欠なもの」（規

則第１０条の２３第１項第２号）である

と認められることから、これを担保とす

る貸付けに係る契約は、同号の規定によ

り総量規制の例外として取り扱うこと

はできません。 

ただし、事業を営む個人顧客に対する

貸付けに係る契約及び個人顧客が新た

な事業を行うために必要な資金の貸付

けに係る契約については、一定の要件の

下、総量規制の例外として取り扱われる

ことになります（同項第７号及び第８

号）。 
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404 規則第１０条の２３第１項第２号に

ついて、「当該個人顧客の返済能力を超

えないと認められるもの」とはどのよう

なものか、具体的に例示願いたい。 

他の条文に記載されている「個人顧客

の返済能力を超えないと認められるも

の」についても同じ判断基準と考えてよ

いのか否か。 

規則第１０条の２３第１項各号に規

定する「個人顧客の返済能力を超えな

い」貸付けに係る契約であるか否かの判

断については、各貸金業者において、個

別具体的な事例に応じて慎重な判断が

求められることになるものと考えられ

ます。 

なお、例えば、個人顧客の年収、他か

らの借入状況等を勘案して、毎回の返済

額が当該個人顧客の生活に支障を来す

ような貸付けに係る契約であれば、返済

能力を超えると判断されるものと考え

られます。 

405 規則第１０条の２３第１項第２号に

関し、第４号施行日前に行われている不

動産を担保とする貸付けで、当該不動産

が生計を維持するに不可欠なものであ

る貸付けに関しての経過措置（一定範囲

を総量規制枠外とするなど）は予定され

ているか、明らかにされたい。 

また、経過措置がない場合、貸金業者

にはいかなる義務が生じるのかも、明ら

かにされたい。 

ご指摘のような経過措置を設けるこ

とは予定しておりません。 

したがって、個人顧客の生計の維持に

不可欠な不動産を担保としている貸付

けに係る契約を締結している場合であ

って、当該個人顧客の借入残高が年収等

の３分の１を超えているときは、各貸金

業者は、当該個人顧客に対し、原則とし

て新たな貸付けに係る契約を締結する

ことはできないこととなります。 

406 規則第１０条の２３第１項第２号に

よると、個人顧客の居宅を担保にできな

いが、第三者（保証人を含む。）の所有

する不動産（第三者の居宅）を担保とす

る場合の取扱いはどのようになるのか。

居宅等については、これを担保とし、

実際に担保権が実行された場合には、当

該担保提供者の生活に著しい支障を来

すおそれがあると考えられることから、

このような不動産を担保とする貸付け

に係る契約についても総量規制の例外

とすることは、適当でないものと考えら

れます。 

したがって、個人顧客以外の担保提供

者の居宅等を担保とする貸付けに係る

契約についても、総量規制の例外となら

ないこととするため、規定を修正いたし

ます。 

407 規則第１０条の２３第１項第２号に

ついて、保証人の居住用不動産を担保と

する融資については、収入の３分の１規

制の例外より除外すべきである。 

貴見を踏まえ、個人顧客以外の担保提

供者の生計を維持するために不可欠な

不動産を担保とする貸付けに係る契約

についても、総量規制の例外とならない

こととするため、規定を修正いたしま
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す。 

408 「不動産の価格」（規則第１０条の２

３第１項第２号）を算出するに当たって

は、先順位に担保権が設定されている場

合には当該担保権の被担保債権額を考

慮しなければならないとすべき。 

規則第１０条の２３第１項第２号に

おいては、不動産を担保とする貸付け係

る契約が総量規制の例外となるための

要件の一つとして、「個人顧客の返済能

力を超えないと認められる」ことを課し

ているところです。 

この要件により、各貸金業者におい

て、与信管理の観点から、担保となる不

動産に先順位の担保権が設定されてい

る場合には、その事実も踏まえつつ、個

別具体的に貸付けが可能な金額につい

て判断されることになるものと考えら

れます。 

409 不動産を担保にする場合でも、時価を

基準とすると価格の下落の場合は返済

に困難をきたす。 

貸付けの金額は、不動産価格の７割か

ら８割の範囲内を上限とすべき。 

貸金業者は、顧客等の返済能力を超え

る貸付けに係る契約を締結してはなら

ないことから、各貸金業者において、与

信管理の観点から、不動産価格の変動の

可能性等も踏まえつつ、個別具体的に貸

付けが可能な金額について判断される

ことになるものと考えられます。 

 ③ 売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約 

410 貸付時における売却予定不動産の価

格の範囲内で、年収等の３分の１を超え

る貸付けを行ったが、その後の売却にお

いて、実際の売却価格が売却予定価格を

下回り、年収等の３分の１を超える債務

が残った場合、その債務について追加の

担保を徴収することは可能か。 

貴見のとおりと考えられます。 

411 規則第１０条の２３第１項第３号及

び第２項第３号ロについて、売買契約や

売買の媒介契約等が必要となるが、以下

のように、今すぐ売却する意思はなく、

その段階に至るまでに顧客に資金需要

が高い場合がある。 

・ いずれ売却することを予定している

が、現時点の教育資金を借り入れたい

・ 同居している高齢の親族を看取るま

では売却を留保したい 

・ 娘を嫁がせるまでは売却を留保した

い 

・ 定年退職後に売却したい 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、個人顧客の不動産の売買契約

又は売買の媒介契約が既に締結されて

いる場合には、 
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・ 将来、収入が減少するようなことが

あれば売却したい 

したがって、数年後に自宅不動産を売

却して返済する計画が明らかな場合に

は、融資を受けることが可能となるよう

に、今回の総量規制の対象外とすべき。

① 個人顧客が当該不動産を売却する

意思が明白であること 

② 年収等以外に売却代金を返済原資

とすることができること 

から、当該不動産を売却した後に個人顧

客の生活に支障を来さないこと等の一

定の要件を満たすことを前提に、当該不

動産の売却代金により弁済される貸付

けに係る契約を総量規制の例外とする

ことが適当と考えられます。 

しかしながら、ご提示の例の場合、個

人顧客の不動産を売却する意思が明白

であるとは必ずしも認められないこと

から、総量規制の例外として取り扱うこ

とは適当でないと考えられます。 

412 「売却を予定している個人顧客の不

動産（借地権を含む。）の売却代金によ

り弁済がされる」（規則第１０条の２３

第１項第３号）を「既に売却手続に入っ

ている個人顧客の不動産（借地権を含

む。）の売却代金により弁済がされる」

と修正すべきである。 

規則第１０条の２３第２項第３号ロ

において、「売却予定」であることを証

する書面として、売買契約書又は売買の

媒介契約書の保存を求めていることに

より、貴見の趣旨は満たされるものと考

えられます。 

413 居宅で売却予定不動産の場合の、返済

能力は不動産の売却代金で支払可能な

金額という意味か。 

必ずしも貴見のようには解されない

と考えられます。 

例えば、個人顧客に他の貸付けに係る

契約に基づく借入額がある場合には、各

貸金業者において、当該借入額も勘案し

つつ、「個人顧客の返済能力を超えない」

貸付額を決定することになるものと考

えられます。 

414 規則第１０条の２３第１項第３号に

ついて、貸付けの金額は、不動産の価格

の７割の範囲内を上限とすべきである。

貸金業者は、顧客等の返済能力を超え

る貸付けに係る契約を締結してはなら

ないことから、各貸金業者において、与

信管理の観点から、時価の変動の可能性

等も踏まえつつ、個別具体的に貸付けが

可能な金額について判断されることに

なるものと考えられます。 

415 規則第１０条の２３第１項第３号に

ついて、売却予定不動産が居住用不動産

その他生活維持に不可欠な不動産であ

る場合には、同条第２項第３号において

徴求する書面に、不動産の売却後の具体

売却予定不動産の売却代金により返

済される貸付けに係る契約であっても、

当該不動産の売却後の個人顧客の生活

に支障を来すと認められる場合には、総

量規制の例外とならないよう、規則第１
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的な生活方法を記載した書面を加える

べきである。 

０条の２３第１項第３号の規定を修正

いたします。 

416 売却予定不動産の売却代金により弁

済される貸付けに係る契約を総量規制

の例外とすることには反対。 

今回の法改正では、貸金業者による過

剰貸付けを抑制する観点から、年収等の

３分の１を超える貸付けを原則禁止す

る総量規制を導入することとしたとこ

ろです。 

しかしながら、総量規制の導入により

利用者利便が損なわれることがないよ

う、個人顧客に定型的に返済能力がある

健全な資金ニーズと認められる貸付け

に係る契約については、総量規制の例外

として取り扱うことが適当と考えられ

ます。 

この点、売却予定不動産の売却代金に

より弁済される貸付けに係る契約につ

いては、年収等以外に売却代金を返済原

資とすることができるものであること

から、当該不動産を売却した後に個人顧

客の生活に支障を来さないこと等の一

定の要件を満たすことを前提に、総量規

制の例外とすることが適当と考えられ

ます。 

 ④ 顧客に一方的に有利となる借換契約 

417 借り手に一方的に有利となる借換え

の場合は総量規制の例外とされるが、借

換えのための融資額は信用情報機関に

登録する必要があるのか。仮に、借換え

の額も登録するなら、他社が照会した

時、どのようにして総量規制外と判断す

るのか。 

貴見を踏まえ、貸金業者が締結した貸

付けに係る契約が総量規制の適用除

外・例外となるものである場合には、そ

の旨を個人信用情報として指定信用情

報機関に提供することとするよう、規則

第３０条の１３第２項の規定を修正い

たします。 

418 総量規制の例外の一つとして、借り手

に一方的に有利となる借換えが含まれ

ているが、この解釈しては、現在自社で

契約されている方に対し、現在の契約内

容よりも有利な契約内容を提供できる

のであれば別契約への借換えとして融

資することが可能になるということか。

また年収の３分の１を越えていたが、

例外により融資することができた場合、

その方の契約は極度方式基本契約では

なく、返済のみの個別契約を結ばなけれ

いずれも貴見のとおりと考えられま

す。 
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ばならないのか。 

419 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、「現に締結している貸付けに係

る契約に基づく債務」には、貸金業者に

対する債務に限定する旨の文言はない

が、例えば、親戚からの借入れに基づく

債務又は友人からの借入れに基づく債

務も含むと解釈してよいか。 

 借換えの対象となる債務については、

金銭債務一般が含まれるよう、規則第１

０条の２３第１項第４号の規定を修正

いたします。 

420 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、借換えにおいては、他社債務も

含めた一本化でもよいのか。 

貴見のとおりと考えられます。 

421 総量規制の例外の一つに、借り手に一

方的になる借換えが認められている。 

この例外の解釈として、例えば、４件

ご利用の方が申込みをされた時に、全社

分を借り換えるだけの融資はできない

としても、その中の１件分のみ借り換え

る金額であれば、既存の業者の契約内容

よりも有利な内容で貸付けができる場

合に、その方のご利用状況がその時点で

年収の３分の１を超えているとしても、

例外として認められるという解釈でよ

いか。 

それとも、ご利用されている全社分を

借り換えるだけの金額を既存の借入先

よりもその方に有利な内容で貸し付け、

借換え（いわゆる「おまとめ」）する場

合に例外として認められるということ

なのか。 

一部の融資の借換契約であっても、一

月の返済金額及び将来支払う返済金額

の総額が減少すること等の借り手に一

方的に有利となる借入れとなるための

要件をいずれも満たしていれば、総量規

制の例外として差し支えないものと考

えられます。 

422 「債務を弁済するため」（規則第１０

条の２３第１項第４号）とは、貸付金の

全額が債務の全額に充てられる場合の

みをいうのか、貸付金の一部がこれに充

てられる場合も含むのかを明らかにさ

れたい。 

貸付金の一部の借換契約であっても、

一月の返済金額及び将来支払う返済金

額の総額が減少すること等の借り手に

一方的に有利となる借換えであれば、総

量規制の例外として差し支えないもの

と考えられます。 

423 借り手に一方的に有利となる契約に

ついて、以下のような事例はどのように

解されるか。 

・ 主債務者が死亡、逃亡、破綻等によ

り債務不履行になった結果、保証人と

交渉したところ、一括弁済又は約定弁

済はできないが、残金を弁済可能な条

 借換えの対象となる債務については、

金銭債務一般が含まれるよう、規則第１

０条の２３第１項第４号の規定を修正

いたします。 
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件で借換えをしてもらえるなら弁済

できる旨を伝えられた場合（当該保証

人は、総量規制の例外となるのか。）

424 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、当初契約していた貸付契約（以

下「当初の契約」という。）に基づく債

務について借換契約を締結する際に、そ

の当初の契約に係る将来の弁済合計額

の分と併せてそれ以外の使途の資金（教

育資金等）をも貸付ける場合、それ以外

の使途の貸付金額が当該顧客の年収等

の３分の１を超えない範囲内であり、か

つ、当該個人顧客の返済能力を超えない

と認められるものは、合計金額での貸付

契約を締結できると理解してよいか。 

借換契約と同時に、当初の貸付けに係

る契約に基づく債務の弁済以外の使途

の資金について貸付けに係る契約を別

途締結するのであれば、貴見のとおりと

考えられます。 

なお、借換契約の中で、当初の貸付け

に係る契約に基づく債務の弁済以外の

使途の資金を貸し付けるのであれば、総

量規制の例外とすることはできません。

425 規則第１０条の２３第１項第４号ロ

の「返済金額」については、従前の貸付

けが利息制限法を超過する貸付けであ

る場合には、利息制限法に基づき引き直

し計算をした真の返済金額であること

を明確化する必要がある。 

利息制限法による引き直し計算を行

うかどうかは、一義的には、借り手の判

断であるため、借換え前の貸付けに係る

契約の返済金額について、常に引き直し

計算後の返済金額を用いることとする

ことは、必ずしも適当でないものと考え

られます。 

ただし、その際、貸金業者には、当該

個人顧客対して引き直し計算の可能性

について十分な説明を行うなど、丁寧な

対応が求められると考えられます。 

426 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、リスケ前の契約が利息制限法の

法定利率を超過した契約である場合、利

息制限法利率において引き直し計算し

てリスケの元本を確定することとなる

が、リスケに当たり、リスケの元本に対

して利息制限法利率内の利息を付加し

ても問題ないか。 

利息制限法による引き直し計算を行

うかどうかは、一義的には、借り手の判

断であるため、借換え前の貸付けに係る

契約の返済金額について、常に引き直し

計算後の返済金額を用いることとする

ことは、必ずしも適当でないものと考え

られます。 

ただし、その際、貸金業者には、当該

個人顧客対して引き直し計算の可能性

について十分な説明を行うなど、丁寧な

対応が求められると考えられます。 

なお、一月の返済金額及び将来支払う

返済金額の総額が減少するとの要件を

満たすのであれば、当該借換契約におい

て、利息制限法の上限金利以下の利息を

付加することは差し支えないものと考
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えられます。 

427 「現に締結している貸付けに係る契

約に基づく債務を弁済するため」（規則

第１０条の２３第１項第４号）につい

て、貸付けを行った貸金業者は、顧客が

現債務を確実に弁済することについて

までは、義務を負わないと理解してよい

か。 

貴見のとおりと考えられます。 

428 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、ロによると、借換契約に基づき

支払う金額が、当初締結していた貸付契

約（以下「当初の契約」という。）の将

来支払う返済金額の合計額を上回る場

合には、借換契約を締結することができ

ないが、下記のように、個人顧客が借換

えをしても当初の契約に比して特段過

重な負担を負うことがない場合には、当

初の契約の将来支払う返済合計役を超

える借換契約を認めることはできない

のか。 

・ 当初の契約の償還期間が短期であり

一月の返済額が個人顧客の返済能力

を超えている場合に、借換契約の償還

期間を、生活に特段の支障なく返済を

行うことができるような長期に設定

する場合 

総返済額が増加する借換契約を総量

規制の例外とすることは、貸金業者によ

る過剰貸付けを抑制するとともに、原則

として個人顧客の生活に特段の支障を

来さない範囲の年収を返済原資とする

総量規制の趣旨が没却されるおそれが

あることから、必ずしも適当でないもの

と考えられます。 

なお、総量規制の範囲内でご指摘のよ

うな借換契約を締結することは差し支

えありません。 

429 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、ロからヘの要件を満たしていた

が、資金需要者等の要望で返済期間を短

縮した場合で、毎月の返済額が増加した

場合も対象としてもらいたい。 

一月の返済金額が増加する借換契約

を総量規制の例外として認めることは、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

とともに、原則として個人顧客の生活に

特段の支障を来さない範囲の年収を返

済原資とする総量規制の趣旨が没却さ

れるおそれがあることから、必ずしも適

当でないものと考えられます。 

なお、総量規制の範囲内でご指摘のよ

うな借換契約を締結することは差し支

えありません。 

430 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、債務者やその代理人等からの自

発的な要請により、１月の負担、総返済

額が増加した場合において、新たな貸付

契約ではない債務整理の場合は除外と

一月の返済金額や将来支払う返済金

額の総額が増加する借換契約は、総量規

制の例外として取り扱われません。 
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なることでよいか。 

431 総量規制について、年利１８％で５０

万３口の計１５０万の債務がある顧客

をまとめて１５０万で１５％の年利と

なったものは顧客に有利となり、総量規

制の例外となるのか（返済能力はあるも

のとする。）。 

ご指摘のように金利を引き下げとし

ても、必ずしも顧客に一方的に有利とな

る借換契約に該当するものとは限りま

せん。 

総量規制の例外として認められるた

めには、一月の返済金額及び将来支払う

返済金額の総額が減少すること等の要

件を満たす必要があります。 

432 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、借り手に一方的に有利となる借

換えの要件として、追加担保、保証がな

いことが要件とある。 

いわゆる無担保契約から不動産担保

や保証人を付けることが条件となる有

担保・保証商品に切り替えることは認め

ないという意味と思われるが、元々不動

産担保や保証人付きの商品を利用して

いた場合に、同条件の担保、保証による

契約内容が緩和される内容の契約であ

れば総量規制の例外に該当すると解釈

してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

433 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、ニによると、借換契約を締結す

る際、当初契約していた貸付契約（以下

「当初の契約」という。）に基づいて供

されていた担保に追加して担保を徴収

することはできないが、当初の契約に基

づく債権には無担保、有担保の複数の債

権が存在する場合があり、資金需要者は

これらをまとめた借換契約を締結する

ことを希望することがある。このような

場合であっても、借換契約を締結する際

に担保として徴収することができるの

は、当初の契約に基づく有担保の債権に

ついてのみなのか。 

貴見のとおりと考えられます。 

434 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、借換えを目的とした融資の際

に、数件の借入れがあり１件が不動産担

保の融資であった場合に当該不動産を

担保にする事は可能か。不動産担保の融

資であった債務には、追加担保したこと

いずれの例も、物的担保の条件が担保

を供する者に不利になると考えられる

ため、総量規制の例外としては認めらな

いものと考えられます。 
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にならないと考えるが、残りの数件の債

務に対しては追加担保したことになら

ないか。下記の例の様な場合について答

えてもらいたい。 

 

例①債務者Ａ 借入３件５００万円 

債務ａ：不動産担保 借入残高３００万

円 

債務ｂ：無担保無保証 借入残高１００

万円 

債務ｃ：無担保無保証 借入残高１００

万円 

債務者Ａの借入金５００万円を一社

でまとめて融資する際に、債務ａで提供

している担保物件を担保に、５００万円

を融資してもよいのか。ただし、金利負

担、分割金負担は従前の借入れよりも軽

減するものとする。 

 

例②債務者Ｂ 借入２件７００万円 

債務ｄ：不動産担保 借入残高５００万

円（根抵当設定金額 ７００万

円） 

債務ｅ：無担保無保証借入残高２００万

円 

債務者Ｂの借入金７００万円を一社

でまとめて融資する際に、債務ｄで提供

している担保物件を担保に、７００万円

を融資してもよいのか。根枠から考えれ

ば、追加担保したことにはならないと思

うが。ただし、金利負担、分割金負担は

従前の借入れよりも軽減するものとす

る。 

435 顧客に一方的に有利となる借換えに

ついて、追加の担保、保証を求めない場

合とされているが、担保及び保証につい

ては削除すべき（担保、保証人を求めて

もよいとする。）。 

追加担保・保証を求める借換契約を総

量規制の例外として認めることは、貸金

業者による過剰貸付けを抑制するとと

もに、原則として個人顧客の生活に特段

の支障を来さない範囲の年収を返済原

資とする総量規制の趣旨が没却される

おそれがあることから、必ずしも適当で

ないものと考えられます。 

436 規則第１０条の２３第１項第４号ホ 保証人が保証業者であれば、個人顧客
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について、「保証人」の後に、法第２４

条第２項に規定する保証業者を除く旨

の文言を追加すべきである。 

に一方的に有利といえるか否かは、必ず

しも明らかではないところです。 

したがって、規則第１０条の２３第１

項第４号ホに規定する「保証人」から保

証業者を除くことは必ずしも適当では

ないと考えられます。 

437 規則第１０条の２３第２項第４号に

ついて、１か月の負担、総返済額が減少

し、追加担保がないことの要件を満たす

ために要求される書類はどの程度まで

必要となるのか。 

一月の返済金額及び将来支払う返済

金額の総額が増加していないこと等の

所要の要件を満たしていることが確認

できる事項が記載された書面であれば、

その書式等は任意であるものと考えら

れます。 

438 「当該個人顧客が既に負担している

債務の残高、各回の返済金額及び将来支

払う返済金額の合計額」（規則第１０条

の２３第２項第４号ロ）を記載した書面

の提供を受ける場合は、現に締結してい

る貸付けに係る契約に基づく利用明細

書の提供で足りると解してよいか。 

「当該個人顧客が既に負担している

債務の残高、各回の返済金額及び将来支

払う返済金額の合計額」が記載された書

面であれば、差し支えないものと考えら

れます。 

439 規則第１０条の２３第１項第４号ニ

及びヘについて、借換えやリスケの対象

となり消滅することとなる貸付けの契

約の保証人や担保権の設定が、消滅する

契約の場合より担保提供者等に「不利に

ならないこと」というのは、金利が元の

契約より同じか低いことや、期限の利益

の喪失や担保権の行使事由に変更がな

ければよいのか。 

ご指摘の点も含め、あらゆる点におい

て借換えにより不利にならないことが

必要と考えられます。 

440 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、個人過剰貸付契約のうち顧客の

利益保護に支障がない契約として除外

された、いわゆる借換契約の条件のう

ち、ニ及びヘに規定される条件につい

て、以下の事例が不利になるものか否か

示してもらいたい。 

(1) 期限の利益喪失が、請求喪失から、

当然喪失に変更された場合 

(2) 期限の利益喪失事由が、原契約より

追加された場合 

(3) 返済が遅延するなどの一定の要件

を満たした場合に、債務額が原契約の

債務額となる条項がある場合 

(3)の場合を除き、いずれの場合も、

不利になる場合に該当するものと考え

られます。 

(3)については、債務額が、いつ借換

え前の債務額に変更されたとしても、一

月の返済金額及び将来支払う返済金額

の総額が借換え前のものを上回らない

のであれば、顧客に一方的に有利となる

借換契約として、総量規制の例外として

取り扱うことが可能と考えられます。 
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(4) 公正証書の作成が条件となった場

合 

441 規則第１０条の２３第１項第４号に

ついて、 

(1) 総量規制の範囲を超える借入れが

ある既存顧客から、１月の負担と総返

済額が減少する有利な条件での借換

えの申し入れがあり、自社の審査基準

に則り貸出可能と判断した場合はこ

れを実行してよいか（自社の貸付分の

条件変更による貸付けも問題ないと

考えてよいか。）。 

(2) 上記の実行に際し、元の貸付時に連

帯保証人を徴求している場合、引き続

き同じ保証人を徴求の上、貸付けを行

ってもよいか。（保証人の継続） 

(3) 上記の実行に際し、既存の連帯保証

人では保証能力が認められないため、

他の連帯保証人を徴求し貸付けを実

行してよいか。（保証人の変更） 

(4) 上記の実行に際し、既存の連帯保証

人では保証能力が認められないため、

連帯保証人を増やした場合の貸付け

は実行してよいか。（保証人の追加）

(1) 差し支えないものと考えられます。

(2) 個人顧客に不利になる保証契約の

内容の変更がない場合には、差し支え

ないものと考えられます。 

(3) 借換契約の締結に際し、既存契約の

保証人以外の者を保証人とする場合

は、当該借換契約は、総量規制の例外

として認められません。 

(4) 借換契約の締結に際し、既存契約の

保証人以外の者を保証人とする場合

は、当該借換契約は、総量規制の例外

として認められません。 

 

442 顧客に一方的に有利となる借換契約

を総量規制の例外とすることには反対。

今回の法改正では、貸金業者による過

剰貸付けを抑制する観点から、年収等の

３分の１を超える貸付けを原則禁止す

る総量規制を導入することとしたとこ

ろです。 

しかしながら、総量規制の導入により

利用者利便が損なわれることがないよ

う、個人顧客に定型的に返済能力がある

健全な資金ニーズと認められる貸付け

に係る契約については、総量規制の例外

として取り扱うことが適当と考えられ

ます。 

この点、一月の返済金額及び将来支払

う返済金額の総額が増加していないこ

と等の一定の要件を満たし、顧客に一方

的に有利となると認められる借換契約

については、たとえ貸付額が個人顧客の

年収の３分の１を超えていたとしても、



- 103 - 

当該個人顧客の返済に係る負担の軽減

につながる健全な資金ニーズであると

認められ、総量規制の例外とすることが

適当と考えられます。 

 ⑤ 緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付けに係る契約 

443 高額療養費は後に支給を請求するこ

とが可能であることから、それを支払う

ための借入れについては、総量規制の対

象とする必要はないのではないか（規則

第１０条の２３第１項ではなく、規則第

１０条の２１第１項に規定するべきで

はないか。）。 

貴見を踏まえ、高額療養費を支払うた

めの貸付けに係る契約については、規則

第１０条の２１第１項に規定する（総量

規制の適用除外とする）ことといたしま

す。 

444 高額療養費の場合、その証明書類が必

要か。また、高額療養費の場合は、同様

の貸付けがあっても総量規制の例外と

するのか。 

貸金業者は、個人顧客から、当該個人

顧客が高額療養費を支払うことが必要

であることの証明書類として、「医療機

関からの療養費の請求書又は見積書」を

保存しておく必要があります（規則第１

０条の２１第２項第３号）。 

また、当該貸付けに係る契約について

は、同様の契約を複数締結したとして

も、いずれも総量規制は適用されないも

のと考えられます。 

445 高額医療費の算定はケースにより異

なるため、資金需要者がどのケースに該

当するか、医療機関の請求書等だけでは

わからないと思われる。 

高額療養費に該当する場合でも、所定

の手続きをとれば、自己負担額が軽減さ

れる場合もあるため、貸金業者が資金需

要者等に対し高額療養費の支払の免除

を受けることができるかどうかを確認

するよう助言することを求める必要が

あるのではないか。 

高額療養費の算定方法は法令に定め

があり、「医療機関からの請求書又は見

積書」（規則第１０条の２１第２項第３

号）により算定可能であるものと考えら

れます。 

なお、各貸金業者において、ご指摘の

ような取組みにより、高額療養費の支給

を受けることができるか否かを入念に

確認することは妨げられないものと考

えられます。 

446 緊急の療養費とは具体的に何を指す

のか。 

所得控除の対象となる医療費が対象

となることが明確となるよう、規則第１

０条の２３第１項第５号の規定を修正

いたします。 

447 「療養費」（規則第１０条の２３第１

項第５号）について、分娩費を初めとし

て入院準備のための費用が含まれるか

等の疑問が生じる。何が「療養費」なの

か明確な基準を示す必要があるものと

貴見を踏まえ、所得控除の対象となる

医療費が対象となることが明確となる

よう、規則第１０条の２３第１項第５号

の規定を修正いたします。 

また、貸金業者が締結した貸付けに係
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考える。 

また、「療養費」の支払のための貸付

けを総量規制の例外とする場合には、そ

の借入れの有無等を指定信用情報機関

において登録する制度を設ける必要が

ある。 

る契約が、総量規制の適用除外・例外と

なるものである場合には、その旨を個人

信用情報として指定信用情報機関に提

供することとするよう、規則第３０条の

１３第２項の規定を修正いたします。 

448 「当該個人顧客が現に当該貸付けに

係る契約を締結していない場合に限る」

（規則第１０条の２３第１項第５号）と

あるが、治療が二つ重なった場合はどの

ように扱うのか。 

（例） 

・ 歯科治療と骨折治療など 

 

また、治療が長期間となった場合はど

のように扱うのか。 

（例） 

・ 療養費等で再治療が必要となった時

の追加貸付けの場合 

・ 治療中に一度完済し、再貸付けの申

込がある場合  

緊急に必要と認められる医療費を支

払うための貸付けに係る契約は、現に同

様の契約を締結していない場合に限り、

総量規制の例外とすることとしている

趣旨にかんがみれば、ご指摘のように治

療が重複した場合には、そのうちいずれ

かの医療費を支払うための貸付けに係

る契約のみが総量規制の例外となるも

のと考えられます。 

また、追加貸付けが総量規制の例外と

なるか否かは、治療の長短ではなく、そ

の時点における同様の契約の締結の有

無で判断されることとなります。 

したがって、ご指摘の例では、治療中

に一度完済し、再貸付けをする場合に

は、当該再貸付けに係る契約は、総量規

制の例外となり得るものと考えられま

す。 

449 総量規制の例外の中に、緊急医療費の

ための貸付けがあり、返済能力があると

認められることが要件とある。例外にお

いて貸付けを行なう方の借入金総額は

総じて年収の３分の１超になると思わ

れるが、この場合何を用いて返済能力が

あると認められると判断するべきか。 

総量規制の基準となる年収等以外に、

例えば、当該個人顧客が保有している資

産の価値等も勘案事項とすることが考

えられます。 

450 規則は緊急医療費のための貸付けを

過剰貸付けの例外としている。緊急の医

療費を貸金業者からの借金でまかなう

よう誘導することは、その後の生活の安

定につながらない。緊急医療費は生命に

関わる問題であり、公的貸付けである生

活福祉資金貸付事業などで対応すべき。

削除してもらいたい。 

医療費を支払うための貸付けに係る

契約を総量規制の適用除外又は例外と

するのは、当該医療費を貸金業者からの

借入れで賄うことを誘導する趣旨では

なく、あくまで、貸金業者からの借入れ

により賄うことを可能とするという、個

人顧客の選択肢を広げる趣旨によるも

のです。 

仮に、医療費を支払うための貸付けに

係る契約について総量規制を原則どお

り適用すれば、既に他の貸付けに係る契
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約より総量規制の限度まで借入れをし

ている顧客は、医療費を支払うため資金

を貸金業者から借り入れることができ

なくなり、適当でないものと考えられま

す。 

 ⑥ 配偶者と合算して年収の３分の１以下の貸付けに係る契約 

451 主婦の借入れを年収３分の１の総量

規制の例外（利益の保護に支障を生ずる

ことがない契約）としてもらいたい。 

配偶者の年収・借入残高と併せて考え

た場合に総量規制に抵触しない貸付け

に係る契約については、当該配偶者の同

意を前提に、総量規制の例外としている

ところです。 

452 規則第１０条の２３第１項第６号に

ついて、共働きの夫婦の場合に両者の年

収を合算する旨の規定がないのではな

いか。 

また、過剰貸付けの抑制の観点から、

例えば、専業主婦が借入れをした場合、

夫の借入残高を増額する必要があるの

ではないか。 

貴見を踏まえ、ご指摘のような取扱い

となることを明確化するため、規定を修

正いたします。 

453 総量規制の例外の一つとして、同意が

取れている場合、配偶者と合算した年収

の３分の１までは貸し付けてもよいこ

とになっているが、その場合の配偶者の

信用情報は調査しなくてもよいか。 

また、配偶者ではなく同居人（事情に

より内縁関係など）の場合は、例外から

外れるのか。 

貴見を踏まえ、配偶者と合算して年収

の３分の１以下の貸付けに係る契約を

締結しようとする場合には、配偶者の同

意を前提に、当該配偶者の信用情報を調

査することになることを明確化する規

定を追加いたします（規則第３０条の１

５）。 

なお、「配偶者」には、「事実上婚姻関

係にあるのと同様の事情にある者」も含

まれることを明確化するため、規定を修

正いたします（規則第１０条の１７第１

項第１１号）。 

454 有収入配偶者をＡ、無収入配偶者をＢ

とする。 

Ｂとの間で、配偶者と合算して年収の

３分の１以下の貸付けに係る契約を締

結する場合、Ａについて信用情報機関を

利用した調査が必要となる。 

したがって、Ａから法第４１条の３６

第１項及び第２項の同意を得てＡにつ

いての信用情報の照会を行ない得ると

解してよいか。 

貴見を踏まえ、配偶者と合算して年収

の３分の１以下の貸付けに係る契約を

締結しようとする場合には、配偶者の同

意を前提に、当該配偶者の信用情報を調

査することを明確化する規定を追加い

たします（規則第３０条の１５）。 

455 有収入配偶者をＡ、無収入配偶者をＢ 貴見を踏まえ、配偶者と合算して年収
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とし、Ｂは、法第１３条第３項に規定す

る収入証明書面を何ら保有していない

ことを前提とする。 

Ｂが収入証明書面を何ら保有してい

ないという上記前提に立った場合、貸金

業者は、Ｂからの収入証明書面取得義務

（法第１３条第３項）を履行できない。

その結果、当該Ｂの資金需要は、有収入

配偶者Ａの収入の多寡にかかわらず、満

たされないということになりかねない

のではないか。 

の３分の１以下の貸付けに係る契約を

締結しようとする場合には、配偶者の同

意を前提に、当該配偶者の資力を明らか

にする事項を記載した書面の提出を受

けることになるよう、規定を修正いたし

ます。 

456 専業主婦の貸付けに配偶者の同意が

必要なら、その配偶者単独の貸付けの場

合も配偶者（妻）の同意を必要とするべ

きではないか。 

つまり、既婚者は夫婦一体の貸付けと

して把握すべきでないか。 

あくまで貸付けに係る契約の主体は

個人であることから、常に配偶者の同意

を必要とすることは、必ずしも適当では

ないものと考えられます。 

457 配偶者の同意の書面が必要とあるが

具体的な記載の要件はないのか。 

個人顧客が、配偶者と合算して年収の

３分の１以下の貸付けに係る契約を締

結することについての配偶者の同意を

確認できるものとして、適切なものであ

る必要があるものと考えられます。 

458 配偶者と合算して貸付けの場合にお

ける収入のある配偶者の同意を確認す

る時期及び手段について、本人面談が必

要なのか、電話確認で可とするのか、同

意書等の書面で可とするのか。 

同意を得ているとの虚偽の申告をし

ていたことが判明した場合、結果的に同

意を得ず個人情報を取得し照会したこ

とになるが、当該配偶者により個人情報

を勝手に利用したとクレームにならな

いか。 

現実的に配偶者の同意を確認するこ

とは同意書以外難しいのではないか。 

配偶者の同意については、同意書面又

はその写し（電磁的記録を含む。）によ

りの提出を受け、それを保存することを

求めているところです。 

なお、当該同意が真正なものであるか

否かについては、各貸金業者において、

慎重な判断が求められることになると

考えられます。 

459 配偶者の同意取得方法について、書面

とあるが、電子化可能なのか。 

具体的取得方法を明記しないのは取

得困難であることを想定しているから

なのか。 

配偶者の同意書面については、電磁的

記録による提供も可能と考えられます。

なお、当該電磁的記録による同意が真

正なものであるか否かについては、各貸

金業者において、慎重な判断が求められ

ることになると考えられます。 

460 無収入の主婦の借入れに関し、第４号 あくまで貸付けに係る契約の主体は
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施行日以後における既存分については、

新たにご主人の同意を求めることなく、

同意があるケースに準じてみなすよう

にしてもらいたい。 

個人であることから、総量規制の適用に

ついては、配偶者の同意がない限り、個

人の年収及び借入残高を基準とするこ

とが適当と考えられます。 

ご指摘のように、第４号施行日前に締

結された貸付けに係る契約について、配

偶者の年収を合算して総量規制を適用

することについて当該配偶者の同意が

あったとみなすことは、適当でないもの

と考えられます。 

したがって、第４号施行日以後は、主

婦を相手方とする既存の貸付けに係る

契約による借入残高がその年収の３分

の１を超えている場合には、新規の貸付

けの停止等、所要の措置を講じる必要が

あるものと考えられます。 

461 個人顧客の配偶者に係る貸付けにつ

いて、その額が少額である場合には、同

意書面の取得を不要とするよう要望す

る。 

たとえ個人顧客に対する少額の貸付

けであったとしても、当該個人顧客の配

偶者の年収を総量規制の基準に用いて

貸付けを行う以上、当該配偶者の同意の

取得を要件とすることが適当と考えら

れます。 

462 収入のない人あるいは主婦に対して、

みなし収入を１００万円内外と規定す

るなど、少額の個別の貸付けを可能にす

るよう提案する。 

貸金業者による顧客の返済能力を超

える貸付けを抑制し、多重債務の発生を

抑制することが法の趣旨であることに

かんがみれば、返済能力の裏付けのない

貸付けを認めることは、適当でないもの

と考えられます。 

463 いわゆる「専業主婦貸付け」の規定は、

「資金需要者等の利益の保護を図ると

ともに、国民経済の適切な運営に資す

る」という法の目的に反して消費者のニ

ーズや利便性を著しく阻害する。 

過剰融資被害をなくすために、配偶者

の同意がある場合を収入の３分の１の

規制の例外とすることには反対。 

今回の法改正では、貸金業者による過

剰貸付けを抑制する観点から、年収等の

３分の１を超える貸付けを原則禁止す

る総量規制を導入することとしたとこ

ろです。 

しかしながら、総量規制の導入により

利用者利便が損なわれることがないよ

う、個人顧客に定型的に返済能力がある

健全な資金ニーズと認められる貸付け

に係る契約については、総量規制の例外

として取り扱うことが適当と考えられ

ます。 

この点、配偶者の年収を合算して年収

の３分の１以下の貸付けに係る契約に
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ついては、例えば、年収のない専業主婦

の資金ニーズも対応でき、かつ、配偶者

と合算した年収を基準とする以上、基本

的に返済能力もあるものと認められる

ことから、総量規制の例外とすることが

適当と考えられます。 

 ⑦ 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約及び個人顧客が新たな事

業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約 

464 事業を営む個人顧客に対する契約（事

業性資金融資契約）として、リボルビン

グ契約は可能と解釈してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

なお、法第１３条の３第５項に規定す

る「個人顧客の利益の保護に支障を生ず

ることがない極度方式基本契約」とし

て、事業を営む個人顧客に対する極度方

式基本契約で一定の要件を満たすもの

等を規定いたします（規則第１０条の２

８）。 

465 法人化している企業の代表者個人に

貸し付けた場合（契約した場合）であっ

ても各要件を満たせば、利益の保護に支

障を生ずることがない契約とみなして

よいか（事業性融資とみなしてよいか。）

規則第１０条の２３第１項第 7 号に

規定する「事業を営む個人顧客」とは個

人事業主を想定しており、ご指摘のよう

な法人の代表者個人に対する貸付けに

係る契約を「事業を営む個人顧客に対す

る貸付けに係る契約」と解することはで

きないものと考えられます。 

466 規則第１０条の２３第１項第７号に

ついて、下記のように、法人の代表者が

個人名義で借入れをしても、その借入れ

の目的が事業資金であると認められる

ような場合には、総量規制の例外事由と

して同項に追加すべきであると考えら

れないか。 

Ａ）法人の代表者が個人名義で借り入れ

た資金をもって、当該法人へ事業資金

又は、運転資金として貸付けをする場

合 

Ｂ）生保ローン（法人代表者が個人名義

で貸金業者から借り入れた資金をも

って、法人に貸付け、当該法人はその

借入金をもって、法人を保険契約者、

法人代表者を被保険者とする生命保

険契約に係る保険料を支払う仕組み

のローン。なお、これは、法人から代

表者への貸付金がある場合に、それの

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるところ

です。 

この点、ご指摘の場合には、個人顧客

（法人の代表者）に定型的に返済能力が

あるとは認められるとはいえず、総量規

制の例外とすることは必ずしも適当で

ないものと考えられます。 
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相殺をもって処理するためのもので

もある。）の場合 

467 個人事業主に対する要件を満たした

貸付けは総量規制の対象外とあるが、要

件を満たした上で、居宅等を不動産担保

として貸し付けることも総量規制の対

象外なのか。 

また、事業を営む個人顧客が、過去に

事業資金として借り入れている無担保

債務を、金利軽減を目的として、当該個

人顧客の居宅不動産を担保に供して借

入れ（借換え）したいとの申込みをした

（ただし、第１０条の２３第１項第４号

の全要件を満たすことはできない。）場

合には、総量規制の例外と解してよい

か。 

対象となるならば、長期的な資金調達

手段として個人事業主に不利益が生じ

ることが懸念される。 

個人事業主に対する貸付けに係る契

約として総量規制の例外となるか否か

は、不動産担保の有無ではなく、あくま

で「当該個人顧客の事業計画、収支計画

及び資金計画に照らし、当該個人顧客の

返済能力を超えない」と認められるか否

かで判断されるものと考えられます。 

したがって、居宅等の生計の維持に不

可欠な不動産を担保とする場合であっ

ても、それが当該要件を満たすものであ

れば、総量規制の例外となるものと考え

られます。 

468 個人事業主の場合の総量規制外につ

いて、事業資金で複数債権を担保等でま

とめる場合は、総量規制外という判断で

よいのか。 

個人事業主に対する貸付けに係る契

約として総量規制の例外となるか否か

は、不動産担保の有無ではなく、あくま

で「当該個人顧客の事業計画、収支計画

及び資金計画に照らし、当該個人顧客の

返済能力を超えない」と認められるか否

かで判断されるものと考えられます。 

したがって、複数の貸付けに係る契約

を事業資金としてまとめる場合であっ

ても、それが当該要件を満たすものであ

れば、総量規制の例外となるものと考え

られます。 

469 規則第１０条の２３第１項第７号ロ

について、返済能力を超えない貸付けに

係る契約であると認められる事例とし

て、以下の場合は認められるか。 

・ 損益決算書等で返済に十分な期間利

益が確保されている場合 

・ 赤字事業主であっても、事業計画及

び資金計画で返済可能と判断した場

合 

「当該個人顧客の事業計画、収支計画

及び資金計画に照らして、当該個人顧客

の返済能力を超えない貸付けに係る契

約であると認められること」との要件に

ついては、各貸金業者において、与信管

理の観点から、個別具体的に貸付けが可

能な金額について判断されることにな

るものと考えられます。 

したがって、ご指摘のような場合にお

いても、事業の利益・損益の程度、貸付

額等を勘案して、個別具体的な判断が必
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要と考えられます。 

470 規則第１０条の２３第１項第７号に

ついて、事業の実態があるか否かを確認

する方法として、実地調査、確定申告書、

その他と例示があるが、すべてを網羅的

に行う必要があるのか。 

実態確認として、その他は何を想定し

ている条項であるのか。 

・ 営業許可証の徴収は実態確認方法と

して有効か。 

・ 銀行口座の明細３か月分の徴収は実

態確認方法として有効か。 

・ 取引先の請求書、領収書の徴収は、

実態確認方法として有効か。 

個人顧客が営む事業の実態があるか

否かを確認するに当たっては、各貸金業

者における慎重な判断が求められるも

のと考えられます。 

当該判断に当たっての勘案事項とし

て、実地調査、確定申告書のほか、ご指

摘の営業許可証、銀行口座の明細、取引

先の請求書等を用いることも可能と考

えられます。 

なお、これらの勘案事項すべてについ

て網羅的に調査するか、一部の確認で可

とするかについては、各貸金業者におい

て慎重に判断されるものと考えられま

す。 

471 「その他当該顧客の返済能力を超え

ない貸付けであると認められる理由を

記載した書面」（規則第１０条の２３第

２項第７号及び第８号）とは何を想定し

ているか。 

個人が作成した書式でよいのか。 

貸金業者が、個人事業者と貸付けに係

る契約を締結するに当たって、当該個人

顧客の返済能力を超えないと判断した

根拠が示されている書面全般を指すも

のと考えられます。 

例えば、兼業農家の場合における農業

以外による収入を明らかにする書面等

が考えられます。 

なお、返済能力を超えない理由が示さ

れているものであれば、当該書面の書式

は任意であるものと考えられます。 

472 「ロに規定する調査を行ったことを

証明する書面」には、具体的にどのよう

な記載項目を設ければよいか。 

個人顧客が営む事業の実態を確認し

たことを証明する書面を指すことが明

確となるよう、規則第１０条の２３第２

項第７号の規定を修正いたします。 

473 個人事業者に対しても、かつて商工ロ

ーン問題が起こったことを踏まえ、厳格

な要件を付す必要がある。 

個人事業者に対する貸付けを総量規

制の例外とするに当たっては、事業の実

態を確認するほか、「当該個人顧客の事

業計画、収支計画及び資金計画に照らし

て、当該個人顧客の返済能力を超えない

貸付けに係る契約であると認められる

こと」を要件として課しているところで

す。 

この要件により、各貸金業者におい

て、与信管理の観点から、個別具体的に

貸付けが可能な金額について判断され

ることになるものと考えられます。 
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474 規則第１０条の２３第１項第７号及

び第８号については、削除するべき。 

そうでなければ、連帯保証人をつけな

い場合（根保証の場合は、保証範囲から

除外するものとする）及び低利の場合

（例えば年７.５％未満）に限ると規定

すべき。  

今回の法改正では、貸金業者による過

剰貸付けを抑制する観点から、年収等の

３分の１を超える貸付けを原則禁止す

る総量規制を導入することとしたとこ

ろです。 

しかしながら、総量規制の導入により

利用者利便が損なわれることがないよ

う、個人顧客に定型的に返済能力がある

健全な資金ニーズと認められる貸付け

に係る契約については、総量規制の例外

として取り扱うことが適当と考えられ

ます。 

この点、個人事業者に対する貸付けに

係る契約について総量規制を原則どお

り適用したり、例外扱いとするにしても

無保証かつ低利の場合に限定したりす

れば、多くの場合、総量規制に抵触する

こととなり、個人事業者の健全な資金ニ

ーズに十分に対応できないおそれがあ

ると考えられます。 

したがって、「当該個人顧客の事業計

画、収支計画及び資金計画に照らし、当

該個人顧客の返済能力を超えない」との

要件を満たすことを前提に、総量規制の

例外としてすることが適当と考えられ

ます。 

 ⑧ その他  

475 規則第１０条の２１及び規則第１０

条の２３について、総量規制の適用除

外・例外となる貸付けがいくつかある

が、信用情報機関がそれに対応した情報

を提供してくれるのか。 

現在、信用情報機関が提供してくれる

情報では、貸金業者は総量規制の対象か

否かの判断ができない。 

かなり詳細な情報を信用情報機関が

提供しなければ判断に支障があると思

われるがどのような措置を講ずる必要

があるのか。 

貴見を踏まえ、貸金業者が締結した貸

付けに係る契約が総量規制の適用除

外・例外となるものである場合には、そ

の旨を個人信用情報として指定信用情

報機関に提供することとするよう、規則

第３０条の１３第２項の規定を修正い

たします。 

476 「個人顧客の利益の保護に支障を生

ずることがない契約」（法第１３条の２

第２項）とは、規則第１０条の２３第１

貴見のとおりと考えられます。 
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項各号のいずれかに該当する契約であ

ると理解してよいか。 

すなわち、同項第４号の契約であって

も、同項第２号の要件を満たさない契約

が想定されるが、その場合であっても、

「個人顧客の利益の保護に支障を生ず

ることがない契約」であると理解してよ

いか。 

477 科学的分析（クレジットスコアリン

グ）の審査結果は、単に年収３分の１を

基準にした審査よりかなりリスク分析

のレベルが高く、多重債務に陥る可能性

が低いと思われるため、年収３分の１の

総量規制の例外とするべき。 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるものと

考えられます。 

ご指摘のクレジットスコアリングに

ついては、その定義、リスク分析のレベ

ル等が必ずしも明らかではありません

が、総量規制の例外となる貸付けに係る

契約については、上記のような観点から

慎重に検討するべきと考えられます。一

定水準のリスク分析を行ったすべての

貸付けに係る契約を総量規制の例外と

することは、貸金業者による過剰貸付け

の抑制を図る法の趣旨を没却するおそ

れがあり、適当でないものと考えられま

す。 

478 規則第１０条の２３第１項について、

「個人顧客の利益の保護に支障を生ず

ることがない契約」として、資金需要に

かんがみ、道路運送車両法第５章の検査

（車検）のための費用、学校教育法上の

学校又は児童福祉法上の児童福祉施設

に支払う入学金等（教育ローン）、冠婚

葬祭のための支出に充てる費用（２親等

以内）、個人顧客を雇用する企業ないし

そのグループ企業により福利厚生施策

の一環として実施されている無担保型

の職域ローン等も含めるべき。 

どのような内容の貸付けに係る契約

を総量規制の例外（「個人顧客の保護に

支障を生ずることがない契約」（法第１

３条の２第２項））とするかについては、

貸金業者による過剰貸付けを抑制する

趣旨を没却することがないように、個人

顧客に定型的に返済能力があり、健全な

資金ニーズと認められるか否かの観点

から、慎重に検討する必要があるものと

考えられます。 

ご指摘の例は、いずれも個人顧客に定

型的に返済能力があると認められると



- 113 - 

 はいえず、これらを総量規制の例外とす

ることは、適当でないものと考えられま

す。 

479 過剰貸付けの例外は極めて限定的に

認められるべきである。広範に例外を認

めることは脱法を安易にする。 

480 一切の例外を設けるべきではない。 

多重債務の大きな要因の一つとして、

顧客の返済能力を超える過剰貸付けが

行われていることが挙げられているこ

とを踏まえ、今回の法改正により、年収

等の３分の１を超える貸付けを原則禁

止する総量規制導入したところです（法

第１３条の２）。 

ただし、すべての貸付けについて総量

規制を課すことはせず、住宅資金貸付契

約等は適用除外とし、個人顧客に定型的

に返済能力がある健全な資金ニーズと

認められる貸付けに係る契約について

は総量規制の例外として取り扱うなど、

利用者利便を損なうことがないよう、配

慮することが適当と考えられます。 

 （４）基準額超過極度方式基本契約  

 ① 定義  

481 指定信用情報機関に照会した結果、債

務整理や破産等の法的手続きにより過

去の債務が免除されている場合、当該免

除された金額は債務に含めないと考え

てよいか。 

また、指定信用情報機関に照会し過去

の債務残高が存在するが、その債務につ

いて長期間支払をしていない場合、これ

は総借入残高に含まなくてもよいか。 

過去の債務が免除された場合、当該免

除について法的手続が完了し、債務が消

滅したときは、借入残高として計上する

必要はないものと考えられます。 

また、支払期間の長短にかかわらず、

指定信用情報機関の保有する信用情報

で債務とされている借入れについては、

借入残高に計上する必要があるものと

考えられます。 

482 有価証券を担保とする極度方式基本

契約を法第１３条の３第５項において

定義される「基準額超過極度方式基本契

約」から除外される「当該個人顧客の利

益の保護に支障を生ずることがない極

度方式基本契約」として手当てしてもら

いたい。 

貴見を踏まえ、法第１３条の３第５項

に規定する内閣府令で定めるものとし

て、一定の有価証券を担保とするなどの

要件を満たす極度方式基本契約その他

の個人顧客の利益の保護に支障を生ず

ることがない極度方式基本契約と認め

られるものを規定いたします（規則第１

０条の２８）。 

 ② 基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置 

483 規則第１０条の２４第２項について、

信用情報の調査期間は規定されている

が、その後に極度方式貸付けを抑制する

までの期間は規定されていない。 

 法第１３条の４において「当該極度方

式基本契約が同条第五項に規定する基

準額超過極度方式基本契約に該当する

と認められるときは」と規定されている
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信用情報調査後にどの程度の期間内

に極度方式貸付けを抑制する必要があ

るのかを規定してもらいたい。 

ことから、調査の結果、基準額超過極度

方式基本契約であると認められ次第、速

やかに、極度方式貸付けを抑制するため

の措置を講ずる必要があるものと考え

られます。 

484 既存貸金あるいは貸金枠の圧縮につ

いては、相当な期間の経過措置を設ける

べきである。 

 貸金業者による過剰貸付けの抑制を

実効的なものとするためには、第４号施

行日前に締結された極度方式基本契約

であっても、基準額超過極度方式基本契

約と認められる場合には、順次、極度額

の減額又は新たな極度方式貸付けの停

止の措置を講じていく必要があるもの

と考えられます。 

485 総量規制を超過する分の減額又は減

枠について、どのようにしてそれを実現

するのかの具体的指針（例えば、その貸

金業者がどのように減少させるのか）が

不明。 

 極度額の減額により、基準額超過極度

方式基本契約に該当しないようにする

ことが可能な場合には、当該減額措置を

講ずる、又は借入残高の減少により基準

額超過基本契約に該当しなくなるまで

の間、新たな極度方式貸付けを停止する

措置を講ずること必要となります。 

また、既に極度額まで借入れを行って

いるなど、極度額の減額によっては、基

準額超過極度方式基本契約に該当しな

いようにすることが不可能な場合には、

借入残高の減少により基準額超過基本

契約に該当しなくなるまでの間、新たな

極度方式貸付けを停止する措置を講ず

ることが必要となります。 

486 「基準額超過極度方式基本契約に該

当しないようにするため必要な当該極

度方式基本契約の極度額の減額」（規則

第１０条の２９第１号）とあるが、減少

させた極度額の範囲内であれば、新たな

極度方式貸付けは可能か。それとも一度

でも超過した場合は、以降の新たな極度

方式貸付けは認められないのか。 

極度額を減額する措置により、基準額

超過極度方式基本契約に該当しなくな

った場合には、新たな極度方式貸付けを

行うことは差し支えないものと考えら

れます。 

487 規則第１０条の２９各号に掲げる措

置は、一面では顧客にとって不利益とな

ると考えるが、これらの措置を貸金業者

が採ったことにつき、顧客に対し、書面

の交付等の通知その他は不要であると

理解してよいか。 

 法令上、規則第１０条の２９各号に掲

げる措置を講じた旨を貸金業者が個人

顧客に通知すべき法令上の義務はあり

ません。 

 なお、書面の交付等により任意に当該

通知をすることは妨げられないものと
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考えられます。 

488 規則第１０条の２９の規定について、

Ａ社残高５０万円・Ｂ社残高２０万円・

当社極度額５０万円、合計すると１２０

万円となり、当社は貸付けを実施するた

め極度額を３０万円に変更し貸付けを

実施する場合債務者へ極度額変更通知

をしなければならないのか。 

また、信用情報照会により元の極度額

５０万円に変更が可能となったとき、債

務者へ連絡をする場合、債務者への連絡

は具体的にどのような方法が認められ

るのか。 

 ご照会の内容は、年収が３００万円の

個人顧客を想定されているものと思料

します。 

 この場合において、法令上、極度額を

減額する措置を講じた旨を貸金業者が

個人顧客に通知する義務はありません。

なお、書面の交付等により任意に当該

通知をすることは妨げられないものと

考えられます。 

489 資力を明らかにする事項を記載した

書面による極度額の調整に関し、調査の

結果、年収の３分の１を超過していた場

合、他社を含めてどこが減額するのか規

定はあるのか。 

一顧客に対し、複数の貸金業者が貸付

けをしている場合、超過額を是正する過

程で極度額を下げる業者と下げない業

者が発生し、統一が図れないのではない

か。 

複数の貸金業者が、同一の個人顧客と

極度方式基本契約を締結している場合

においては、規則第１０条の２９各号に

掲げる措置は、貸金業者ごとに講ずる必

要があるものと考えられます。 

この場合において、調査の実施時期の

違い等によって、各貸金業者で対応に相

違が生ずる可能性もありますが、各貸金

業者において過剰貸付けの抑制のため

の措置が適正に講じられていれば、その

対応に相違があること自体は問題ない

ものと考えられます。 

490 資力を明らかにする事項を記載した

書面による極度額の調整に関し、源泉徴

収票の提出によって極度額の調整を実

施中、当該者の収入が上がったことによ

り極度額の増額希望を受けた場合は、そ

れを証明する書面を提出してもらうこ

とになるが、収入証明の額により収入の

３分の１の判断が各社で異なり、Ａ社は

極度額を上げ、Ｂ社は下げるという矛盾

が発生するのではないか。 

複数の貸金業者が、同一の個人顧客と

極度方式基本契約を締結している場合

においては、規則第１０条の２９各号に

掲げる措置は、貸金業者ごとに講ずる必

要があるものと考えられます。 

この場合において、調査の実施時期の

違い等によって、各貸金業者で対応に相

違が生ずる可能性もありますが、各貸金

業者において過剰貸付けを抑制するた

めの措置が適正に講じられていれば、そ

の対応に相違があること自体は問題な

いものと考えられます。 

491 規則第１０条の２９の規定について、

複数の貸金業者が貸付けをしていた資

金需要者が総量規制（年収第３分の１）

に該当した場合に、極度額をいくらまで

減額すればよいのかを具体的に例記し

複数の貸金業者が、同一の個人顧客と

極度方式基本契約を締結している場合

においては、規則第１０条の２９各号に

掲げる措置は、貸金業者ごとに講ずる必

要があるものと考えられます。 
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てもらいたい。 

（例：年収３００万の個人顧客に、Ａ社

は極度額１００万円以内の３０万円で

取引していたところ、Ｂ社で極度額８０

万円以内である６０万円の融資が発生

し、同日に個人顧客がＡ社の残りの利用

枠も使用したため、総借入残高が１６０

万円となった場合） 

・ Ａ社、Ｂ社とも順次に極度額を０万

円に減額するのか 

・ または、Ａ社の場合であれば、極度

額を４０万円に減額すればよいのか。

ご提示の例では、Ａ社が締結している

極度方式基本契約については、Ｂ社にお

いて６０万円の貸付けが行われた段階

で、基準額超過極度方式基本契約となる

ため、少なくとも極度額を４０万円に減

額する、又は基準額超過極度方式基本契

約に該当しなくなるまで新たな極度方

式貸付けを停止する措置が必要となり

ます。 

また、Ｂ社が締結している極度方式基

本契約については、Ａ社において２０万

円以上の貸付けが行われると、基準額超

過極度方式基本契約となります。ご提示

の例のように、Ａ社においてその極度額

まで貸付けが行われたとすれば、Ｂ社に

おいて極度額を６０万円まで減額した

としても、基準額超過極度方式基本契約

に該当し続けるため、それに該当しなく

なるまで新たな極度方式貸付けを停止

する措置が必要となります。 

492 極度方式個人顧客合算額が１００万

円を超えると認められた場合、規則第１

０条の２９各号に掲げる極度方式貸付

けを抑制するための措置を講ずるべき

時期は、以下の考え方でよいか。 

(1) すでに年収証明書を取得し、基準額

超過極度方式基本契約に該当してい

ることが判明している場合は、直ちに

必要な措置を講ずる。 

(2) 年収証明書の提出を依頼したが、当

該顧客より提出を拒否された場合は、

拒否されたときに、直ちに必要な措置

を講ずる。 

(3) 年収証明書の提出を依頼したが、規

則第１０条の２６に定める１月以内

に提出がない場合は、当該期間が経過

したときに、直ちに必要な措置を講ず

る。 

 貴見のとおりと考えられます。 

493 年収が３００万円の個人顧客につい

て、他社残高を含め１００万円超過とな

り、超過部分の極度額を減額したのち、

借入残高が１００万円を大幅に下回っ

 ご指摘の場合において、極度額を減額

する措置を講じたことにより、基準額超

過極度方式基本契約に該当しないこと

となったときは、当該措置を講じた期間
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た場合でも、２週間が経過するまで極度

額を元に戻せないのか。 

の長短にかかわらず、基準額超過極度方

式基本契約に該当しない範囲で極度額

を増額することは可能と考えられます。

 なお、「二週間」（規則第１０条の２４

第２項及び規則第１０条の２５第２項）

は、貸金業者が、基準額超過極度方式基

本契約に該当するか否かの調査を完了

するまでの期限ではなく、当該極度方式

基本契約の相手方に係る信用情報の提

供を指定信用情報機関に依頼するまで

の期限であることが明らかとなるよう、

規定を修正するとともに、実務を考慮

し、当該期限を「三週間」に修正いたし

ます。 
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Ⅲ．金利体系の適正化 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

 １．みなし利息  

 （１）カードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用

として政令で定めるもの 

494 みなし利息から除外される、法令の規

定に基づき債務者に交付された書面の再

発行手数料について、毎月の返済におけ

る領収書の発送を希望しない顧客から単

発的に領収書の発行を求められた際は、

再発行と解釈してよいか。 

 ご指摘の「法令の規定に基づき債務者

に交付された書面」の再発行手数料につ

いては、一度発行された書面を再度発行

する際に要する手数料のため、ご指摘の

ケースについては、再発行とは言えない

と考えられます。 

495 通常の振替費用が除かれ、再度の振替

費用のみに限定されているが、債務者の

依頼により発生する費用であるため、通

常の振替費用も含めていただきたい。 

 政令で定める利息とみなされない費用

については、法の潜脱を防止し、資金需

要者を保護するとの観点から限定的に定

めており、例えば「書面」の再発行の手

数料についても、「法の規定により」交付

されたもの、との要件を付しております。

このような観点から、ご指摘の「通常の

振替費用」については利息とみなされな

い費用として政令で定めることとしてお

りません。 

496 「債務者が弁済の方法として口座振替

を指定した場合における再度の口座振

替」に係る債務者からの要請は、あらか

じめ再度の口座振替に関する承諾を得て

いることを以って足りると解してよい

か。 

 ご指摘の「債務者が弁済の方法として

口座振替を指定した場合における再度の

口座振替」の費用については、「債務者の

要請により債権者が行う事務の費用」で

あることが前提となります。この法令の

要件を満たすか否かは個別の契約形態に

よりますが、ご指摘のように予め債務者

から要請がある場合を排除するものでは

ないと考えられます。 

497 引き落とし（口座振替の１ヶ月におけ

る２回目以降の再振替）を指していると

思われるが、再振替の回数制限はないの

か。 

 「再度の口座振替に要する費用」は、

予め指定された振替日において、残高不

足等により振替ができなかった場合にお

いて、再度口座振替を行うことに要する

費用です。回数制限はないものと考えら

れます。 

498 みなし利息とされない費用として政令

で定められた各費用については、貸金業

者の事務手続きに要する費用を徴収でき

ると考えてよいか。 

例えば、「再発行に要する費用」として

令第３条の２の２の各号に掲げる手数料

等に該当するものにつき、債権者の行う

事務の費用は利息とみなされません。 
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郵送費及び相当な人件費等は含まれると

解してよいか。 

また、これらの各費用については上限

額についての定めはないのか。 

499 「法令の規定により金銭の貸付けに関

して交付することが義務付けられた書面

の再発行に要する費用」とは、社会通念

上、書面の再発行のために合理的に必要

と認められる範囲を逸脱しない限度にと

どまり、書面を再発行するために貸金業

者が負担する諸経費の範囲内であると解

してよいか。 

 令第３条の２の２の各号に掲げる手数

料等に該当するものにつき、債権者の行

う事務の費用は利息とみなされません。 

 

500 「債務者が弁済の方法として口座振替

を指定した場合における再度の口座振替

に要する費用」とは、社会通念上、再度

の口座振替のために合理的に必要と認め

られる範囲を逸脱しない限度にとどま

り、再度の口座振替のために貸金業者が

負担する諸経費の範囲内であると解して

よいか。 

令第３条の２の２の各号に掲げる手数

料等に該当するものにつき、債権者の行

う事務の費用は利息とみなされません。 

 

501 法第 12条の８第２項柱書に記載のある

「金銭の貸付け及び弁済に用いるため債

務者に交付されたカードの再発行の手数

料」と令第３条の２の２で定める「金銭

の貸付け及び弁済に用いるため債務者に

交付されたカードの再発行に要する費

用」は同義であり、「手数料」と「費用」

との文言の相違に特段の意味はないと解

してよいか 。 

 貴見のとおりと考えられます。 

502 「法令の規定により、金銭の貸付けに

関して交付することが義務付けられた書

面」には、法第 16 条の２（契約締結前の

書面）、法第 16 条の３（生命保険契約に

係る同意前の書面）、法第 17 条（契約締

結時の書面）、法第 18 条（受取証書）、法

第 24 条（債権譲渡の通知）に定義される

当該書面が含まれると解してよいか。 

貴見のとおりと考えられます。 

503 利息から除外される手数料を徴収した

場合には、書面の交付と同様の要件を満

たす必要があるか。 

 利息以外の手数料を受け取る場合に

は、規則第 13 条第３項第１号ニの「債務

者が負担すべき元本及び利息以外の金銭

に関する事項」に規定する項目を書面に

記載する必要があるものと考えられま
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す。 

 （２）ＡＴＭ利用料  

504 法第 12 条の８第２項第３号に「債務者

が金銭の受領又は弁済のために利用する

現金自動支払機その他の機械の利用料

（政令で定める額の範囲内のものに限

る。）」とあるが、「現金自動支払機その他

の機械」とは自社ＡＴＭ及び提携ＣＤ・

ＡＴＭを含めた利用料と解釈してよい

か。 

 貴見のとおりと考えられます。 

505 金銭の弁済に係る機械の利用料につい

て、自社の現金自動支払機とその他の機

械の利用料について特段の区別なく同様

の扱いであると解してよいか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

506 借入人が提携ＡＴＭを利用する場合の

機械の利用料は、出金取引に要する利用

料（提携ＡＴＭ利用料・時間外手数料）

との理解でよいか。 

ご指摘の「提携ＡＴＭを利用する場合

の機械の利用料」は、出金及び入金の際

に利用する機械の利用料となります。 

507 ＡＴＭ利用料は、融資時、返済時とも

に徴収可能と解釈してよいか。 

 お尋ねの趣旨が、融資時・返済時とも

にみなし利息から除外され得るとかいう

趣旨であれば、貴見のとおりと考えられ

ます。 

508 「政令で定める機械の利用料は３万円

以上６３０円、３万円未満４２０円」と

なっているが、貸金業者が現金自動支払

機その他の機械を運営する会社に支払う

金額はこれを超える場合があり、またこ

れを下回る場合がある。提携先利用時に

おける利用料の制限は、上限金額の規定

ではなく、実費以内としていただきたい。

 利用者の負担を軽減するなどの観点か

ら、入出金額１万円以下は 105 円、１万

円超は 210 円と定めました。なお、これ

とは別途、３万円以上の入金の場合の印

紙税相当額については「公租公課の支払

いに充てられるべきもの」（貸金業法第 12

条の８第２項第１号）に当たり、みなし

利息から除外されます。 

509  ＡＴＭ利用料について実費に限るとし

ても、これを検証する手立てがなければ

実効性を持ち得ないため、予め裏付け資

料を添えて監督官庁に届け出るなど、顧

客が監督官庁に申告した場合に、業者提

出資料を確認できる仕組みが必要ではな

いか。 

顧客保護の観点から必要があると認め

られる場合には、登録行政庁が貸金業者

に対し、適切な監督を行うこととなりま

す。 

510 ＡＴＭ利用料については、受領又は弁

済に係る金額の区分に応じて、以下の通

りとすべきである。 

（１）３万円以上…６３０円 

（２）２万円以上３万円未満…４２０円 

 ご指摘の点等を踏まえ、利用者の負担

を軽減するなどの観点から、入出金額１

万円以下は 105 円、１万円超は 210 円と

定めました。なお、これとは別途、３万

円以上の入金の場合の印紙税相当額につ
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（３）１万円以上２万円未満…２１０円 

（４）１万円未満…１０５円 

いては「公租公課の支払いに充てられる

べきもの」（貸金業法第 12 条の８第２項

第１号）に当たり、みなし利息から除外

されます。 

 

511 「その他の機械」についてＷＥＢ決済

システムも同様に取り扱うことができる

ようその記述を加えていただきたい。 

ご指摘の「ＷＥＢ決済システム」を利

用する場合において、金銭の受領や弁済

に際して現金自動支払機その他の機械を

利用する場合であれば、当該機械の利用

料は利息とみなされないものと考えられ

ます。 

512 令第３条の３の２で、機械の利用料と

あるが、インターネット収納代行も含め

て考えてよいか。 

また、「政省令改正の全体の概要」にあ

る実費とは何をさすのか。ＡＴＭ利用料

について提携金融機関等が認められるの

であれば、手数料の額は提携金融機関の

手数料が上限となるのか。システム開発

費用等を鑑みて上限金額内で付加して請

求してよいか。 

 ご指摘の「インターネット収納代行」

を利用する場合において、金銭の受領や

弁済に際して現金自動支払機その他の機

械を利用する場合であれば、当該機械の

利用料は利息とみなされないものと考え

られます。 

 また、ＡＴＭ利用料については、ＡＴ

Ｍの利用に要する費用であれば上限の範

囲内で利息とみなされないこととなりま

す。 

 （３）その他  

513 入金時のコンビニ払い、郵便振込手数

料等を客負担とした場合は利息とみなさ

れるのか。また、再請求の場合でもみな

し利息とされるのか。 

 利息とみなされる費用は、貸付けに関

し債権者が受ける費用であることが前提

となります。 

 ご指摘の「入金時のコンビニ払い、郵

便振込手数料」については、債権者が受

ける場合には利息とみなされることにな

りますが、コンビニや郵便局が受けるも

のであって債権者が受けるものではない

場合には利息とはみなされません。また、

「再請求の場合」についても同様に考え

られます。 

514 調査に係る経費（指定信用情報機関等

への照会料等）を顧客に負担させてもよ

いのか。また、顧客に負担させる場合は、

みなし利息適用外となるのか。 

 利息とみなされる費用は、貸付けに関

し債権者が受ける費用であることが前提

となります。 

 ご指摘の「調査に係る経費（指定信用

情報機関等への照会料等）」については、

通常、調査に係る経費は債権者が貸付け

に係る経費の一部として負担することに

なると考えておりますが、仮に当該費用

を債務者から利息とは別に債権者が受け
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た場合であっても、当該費用は利息とみ

なされることになります。 

515 顧客が弁済時に振込取引をする場合の

振込手数料は、振込取引の対価であり、

みなし利息からは除外されるとの理解で

よいか。 

利息とみなされる費用は、貸付けに関

し債権者が受ける費用であることが前提

となります。 

ご指摘の「振込手数料」については、

債権者が受ける場合には利息とみなされ

ることになりますが、金融機関等が受け

るものであって債権者が受けるものでは

ない場合には利息とはみなされません。 

516 払込用紙による「金融機関からの払込

手数料」及び「指定口座への払込み手数

料」を利息とみなされない費用として政

令で規定していただきたい。 

 利息とみなされる費用は、貸付けに関

し債権者が受ける費用であることが前提

となります。 

ご指摘の「金融機関からの振込手数料」

や「指定口座への払込み手数料」につい

ては、債権者が受ける場合には利息とみ

なされることになりますが、金融機関が

受けるものであって債権者が受けるもの

ではない場合には利息とはみなされませ

ん。 

517 みなし利息から除外される費用とし

て、「振り込み用紙再作成費用」、「振り込

み用紙送付費用」、「振り込み費用債権者

負担額」を加えていただきたい。 

 政令で定める利息とみなされない費用

については、法の潜脱を防止し、資金需

要者を保護する観点から限定的に定めて

おり、例えば「書面」の再発行の手数料

についても、「法の規定により」交付され

たもの、との限定を付しております。こ

のような観点から、ご指摘の「振り込み

用紙再作成費用」、「振り込み用紙送付費

用」、及び「振り込み費用債権者負担額」

に関する費用は利息とみなされない費用

として政令で定めることとしておりませ

ん。 

518 利息制限法第６条第２項は、営業的金

銭消費貸借については、同項に列挙され

る項目を除き、「契約の締結の費用」につ

いても、同法第３条により「みなし利息」

に該当する旨規定していますが、公正証

書作成に係る費用は、ここにいう「契約

の締結の費用」に該当すると理解してよ

いか。すなわち、法改正後は、貸金業者

の貸付けについてのみなし利息を計算す

る際には、公正証書に係る費用も利息と

 契約の締結に係る公正証書の公証人手

数料は、利息制限法第６条第２項第２号

の「公の機関が行う手続に関しその機関

に支払うべきもの」に該当するため利息

とはみなされません。 
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みなして計算することを要するという理

解でよいか。 

519 貸金業者が保険代理店として顧客に販

売する損害保険等であって、消費貸借契

約とは関係なく販売されるものについて

の保険料・事務手数料は、みなし利息に

は含まれないものと理解してよいか。 

利息とみなされる費用は、貸付けに関

し債権者が受ける費用であることが前提

となります。 

 ご指摘の「保険料・事務手数料」が貸

付けに関するものでなければ、みなし利

息には当たらないと考えられます。 

520 貸金業者が、保険代理店として、貸付

に関し、上記の保険料等を受け取る場合

（例えば、不動産担保ローンに関して火

災保険・事務手数料を受け取る場合）、こ

れらの費用は、みなし利息には含まれな

いものと理解してよいか。 

 具体的には個別の判断によりますが、

貸金業者が、自らの貸付けによって生じ

る債務の不履行を保険事故とする保険の

代理店となって、当該保険に対する保険

料を受ける場合は、当該保険料は貸付け

に関するものとされる可能性があると考

えられます。 

521 司法書士報酬は、その性質上「契約の

締結の費用」ではなく、そもそも利息制

限法第３条本文の「金銭を目的とする消

費貸借に関し債権者の受ける元本以外の

金銭」にも該当しないため、みなし利息

には該当しない、と理解してよいか。 

利息とみなされる費用は、貸付けに関

し債権者が受ける費用であることが前提

となります。 

ご指摘の「司法書士報酬」については、

個別の内容にもよりますが、当該司法書

士報酬が「金銭を目的とする貸付けに関

し債権者の受ける」ものではない場合は、

みなし利息には当たらないと考えられま

す。 

522 火災保険料、団信保険料については、

そもそも保険契約に関するものであり、

金銭消費貸借に関して債権者が受領する

元本以外の金銭には該当しないため、み

なし利息には該当しない、と理解してよ

いか。この取扱いは、貸金業者が保険代

理店として、火災保険料相当額を融資金

額から差し引いて保険会社に送金し、借

主には保険料控除後の金額を交付する場

合でも変わらないと考えてよいか。 

利息とみなされる費用は、貸付けに関

し債権者が受ける費用であることが前提

となります。 

ご指摘の「火災保険料、団信保険料」

については、個別の内容にもよりますが、

当該保険料が「金銭を目的とする貸付け

に関し債権者の受ける」ものではない場

合は、みなし利息には当たらないと考え

られます。 

523 貸付けに係る契約の締結の条件として

はならない履行担保措置は、土地、建物

その他の財産を担保に供することとする

との規定について、他業者による「不動

産ローン」もこれに準ずるのか。 

 ご指摘の趣旨が必ずしも定かではあり

ませんが、法第 12 条の８第５項で規制対

象としているのは、貸金業者が、貸付け

に係る契約の締結に際し、土地、建物そ

の他の財産を担保に供すること等の履行

担保措置を業として行う者と借り手が、

当該履行担保措置に係る契約を締結する

ことを貸付けの条件とする場合のうち、
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当該契約の対価として支払われる金銭

が、利息制限法第８条第１項に規定する

保証料の額とみなして同条の規定を適用

したときに同条の規定により無効とされ

るものを含む場合に限られます。 

524 保証業者と締結してはならない根保証

契約（法第 12 条の８第９項）が規則第１

０条の１４に挙げられているが、根保証

契約ではなく、個別の保証契約を保証会

社と締結する場合も含まれるのか。 

 法第 12条の８第９項の禁止対象は根保

証契約（一定の範囲に属する不特定の貸

付けに係る債務を主たる債務とする保証

契約）であり、根保証契約ではない特定

債務の保証契約は本規定の対象外となり

ます。 

 ２．その他  

525 利息制限法は利用残高に応じて 20％～

15％の段階がある中で、遅延損害金は一

律 20％として問題ないか 

貴見のとおりと考えられます。 

526 保証業者と締結してはならない根保証

契約として、規則第１０条の１４第２号

において、３年を経過した日より後の日

を元本確定期日として定める根保証契約

又は元本確定期日の定めがない根保証契

約が挙げられているが、根保証契約の確

定期日を３年として、更新の都度、期日

の変更を締結するのではなく、自動更新

の特約を付する契約で対応することでも

よいか。 

 貴見のとおりと考えられます。 

527 

 

 金利については貸金業者の自由競争で

良いのではないか。金利も含めて消費者

が選べばよいはずである。たとえ総量規

制の範囲内でも自分の信用が足りず借入

出来ない場合も必ずあるはずである。改

正により貸金業者数は減り、業者として

も金利が引き下げられればリスクのある

契約は避けざるをえないと思われ、その

ような消費者はどうやって資金調達をす

ればよいのか。 

 金利引き下げについて現行でも高いと

は思わない。銀行のＡＴＭ利用料の方が、

よほど高いのではないか。それよりも経

済全体を見ると、金利引き下げ→業者の

廃業・撤退→資金供給の低下による一般

消費や中小企業の運転資金不足→景気の

後退、といった流れを心配する。 

 昨年成立した貸金業法等の改正法は、

近年深刻さを増している多重債務問題の

解決のために、抜本的かつ総合的な措置

を講じるため、 

① 上限金利の引下げ 

② 返済能力を超える借入れを防ぐ総量

規制の枠組みの導入 

③ 貸金業者の業務の適正化のための参

入規制・行為規制の強化 

等の施策を講じるものです。 

 法改正に加え、既存の借り手等を対象

にした「借り手対策」を効果的に実施し

ていくため、平成 19 年４月 20 日に、多

重債務者対策本部において「多重債務問

題改善プログラム」が策定されたところ

であり、本プログラムにおいては、 

① 丁寧に事情を聞いてアドバイスを行
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う相談窓口の整備・強化 

② 借りられなくなった人に対する顔の

見えるセーフティネット貸付けの提供 

③ 多重債務者発生予防のための金融経

済教育の強化 

④ ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化 

等の施策が盛り込まれているところで

す。 

 これらの施策の確実な実施に努めると

ともに、今後の貸金業を巡る状況等につ

いては十分注視してまいります。 
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Ⅳ．その他 

No. コメントの概要 金融庁の考え方 

528 銀行とのイコールフッティングの観点

から、諸制約を原則イコールとし、例外

としての制約は必要最低限にすべき。 

昨年の法改正においては、 

・ 貸金業者に係る多重債務問題が発生

している現状にかんがみ法改正を行っ

たものであること、 

・ 銀行等の金融機関については健全性

の確保等の要請により厳しい監督に服

していること 

等により、規制によって、貸金業者と銀

行で異なっているものがあります。 

529 ① 中小規模の事業者にあっては、工

夫・努力を重ねても生き残りは困難。 

② 貸金業関係でも、地域活性化、中心

市街地活性化の観点からの地域に貢献

している事業者育成施策への観点が必

要。 

③ 市中金利が上昇した場合の措置を明

確にすべき、また、規模差格差による

調達コストのアンバランスがあること

を認識してほしい。 

④ 銀行から調達する貸金業者が銀行と

同一の競争条件下で事業を行うことは

不公平。 

530 中小零細企業者の救済策もお願いした

い。 

昨年の法改正は、近年深刻さを増して

いる多重債務問題の解決のために、資金

需要者等の多様な資金ニーズにも配慮し

つつ、 

① 上限金利の引下げ 

② 返済能力を超える借入れを防ぐ総量

規制の枠組みの導入 

③ 貸金業者の業務の適正化のための参

入規制・行為規制の強化 

等の必要と考えられる施策を講じるもの

です。 

法改正に加え、既存の借り手等を対象

にした「借り手対策」を効果的に実施し

ていくため、平成１９年４月２０日に、

多重債務者対策本部において「多重債務

問題改善プログラム」が策定されたとこ

ろであり、本プログラムにおいて、借り

られなくなった人に対する顔の見えるセ

ーフティネット貸付けの提供が盛り込ま

れています。 

 いずれにせよ、今後の貸金業者を巡る

動向については十分注視してまいりま

す。 

531 憲法第２２条第１項には、何人も、公

共の福祉に反しない限り、居住、移転及

び職業選択の自由を有するとあり、日本

国憲法では、職業選択の自由が認められ

ている。独立自由主義国家として、国民

が自由に職業選択（商売）ができること

を保証するのは当然のことであり、その

 昨年の法改正は、近年深刻さを増して

いる多重債務問題の解決のために、抜本

的かつ総合的な措置を講じるため、 

① 上限金利の引下げ 

② 返済能力を超える借入れを防ぐ総量

規制の枠組みの導入 

③ 貸金業者の業務の適正化のための参
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ためには規制は最小限に留めるべき。と

ころが、昨年成立した貸金業法はまず、

財産的要件の引上げで、純資産５千万円

以上とし、また上限金利を年率２０％に

引下げ、その他諸々の規制で、殆どの中

小業者は廃業に追い込まれている。現実

問題として、貸金業者、特に、中小貸金

業者は生業としては成り立たない。この

ことは、明らかに憲法第２２条の職業選

択の自由と憲法第２５条の生活権の侵害

であり、この新貸金業法を認めるならば、

憲法第２２条を削除するか、憲法第２２

条を尊重するのであれば、この新貸金業

法を憲法第２２条を侵害しないように改

正しなければならない。一般法が憲法を

侵害することは許されない。財産的基礎

条件の引上げと上限金利の引下げは、新

規に貸金業に算入しようとする中小業者

を全面的に拒否するものであり、憲法第

２２条との整合性が成り立たない。これ

まで何ら問題なく長々と貸金業を営んで

きた方の既得権は当然認められなければ

ならない。既得権を認めずに強制的に廃

業させるのであれば、明らかに憲法第２

２条の侵害であり、憲法第２５条にも抵

触し、憲法違反と生活権の賠償で司法の

判断を仰がなくてはならない。このこと

につき、どのように考えるのか。 

入規制・行為規制の強化 

等の施策を講じるものです。 

 最低純資産額は、貸金業者の業務の適

正かつ安定的な運営を確保する観点か

ら、必要な額を定めたものです。証券会

社等の他の業種においても、その必要に

応じ、同種の規制が設けられているとこ

ろであり、ご批判は当たらないものと考

えられます。 

532 ① 金融商品取引業者が行うファイナン

シャルアドバイザー業務として、不動

産ファンドの組成のアドバイスを行う

中で、運用業者に対して複数のレンダ

ーの候補を紹介し、（契約内容の詳細に

は関与せずに）書面の取次ぎを行うこ

とは、貸金業法上の媒介となるのか。 

② 運用業者が特別目的会社等である場

合、投資一任等を受けて貸付けに関す

る実質的な交渉を行うアセットマネー

ジャー等がスキームの組成の過程でレ

ンダーとの間で行う交渉は、貸金業法

上の媒介に該当するか。 

 貸金業法上の「金銭の貸借の媒介」（法

第２条第１項）とは、資金の融通を受け

たい者と資金の融資を行いたい者との間

に立って金銭消費貸借契約の成立に尽力

する行為をいいます。 

これに当たるかどうかについては、個

別事例ごとに実態に即して判断されるこ

とになるものと考えられますが、単に書

面を取り次ぐのみといった場合には、基

本的には「金銭の貸借の媒介」（法第２条

第１項）には当たらないものと考えられ

ます。 

533 「貸付けに関する業務」「貸付けの業 「貸付けに関する業務」（規則第２条第
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務」「貸金業の業務」等の用語について、

法令、ガイドラインの用語の統一と定義

を明確にしてもらいたい。 

３項）とは、貸付けの契約の締結並びに

貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債

権の回収をいいます。「貸金業の業務」（法

第６条等）は、これに加え、勧誘等を含

むより広い概念です。「貸付けの業務」（規

則第４条第３項第１３号・第５条の４第

１項第２号・第３号）とは、貸金業者だ

けでなく、銀行等貸付けを業とする金融

機関等が行うものも含む概念です。 

534 債権譲渡の規制・監督強化を盛り込む

べき。 

法務省司法法制部、警察と連携して監

督を強化し、譲渡可能な債権、禁止すべ

き債権について具体的な指針をもうける

べき。 

例えば、 

① 過払いになる可能性のある債権、破

産した債権、債権放棄した債権は譲渡

禁止 

② 支払いが困難になった債権、調停、

和解などを経た債権などについては、

サービサー以外への譲渡を禁止 

といった措置を講じるべき。 

契約自由の原則の中で、債権譲渡に制

約を設けることは慎重に検討する必要が

あるものと考えられます。 

なお、債権譲渡の際の資金需要者等の

保護を適切に図るため、法第２４条にお

いて債権の譲受人に貸金業者と同様の規

制が準用されているほか、今般の内閣府

令の改正により、債権譲渡に係る届出を

貸金業者に求めることとしたところです

（規則第２６条の２５第１項第５号）。 

535 政省令案（ガイドライン）は１年ごと

に見直すべき。 

536 今回の貸金業法改正及び内閣府令につ

いては、法設計上の問題点を改善するた

めの見直しをお願いしたい。 

537 内閣府令は、法律の完全施行までの間

に段階的な見直しを行い、その都度、改

めてパブリックコメントを実施してもら

いたい。 

改正法附則第６７条において、 

・ 政府は、貸金業制度の在り方につい

て、この法律の施行後２年６月以内に、

この法律による改正後の規定の実施状

況、貸金業者の実態等を勘案し、改正

法第４条の規定による改正後の規定を

円滑に実施するために講ずべき施策の

必要性の有無について検討を加え、そ

の検討の結果に応じて所要の見直しを

行うこと  

・ 政府は、出資法及び利息制限法に基

づく金利の規制の在り方について、こ

の法律の施行後２年６月以内に、資金

需給の状況その他の経済金融情勢、貸

付けの利率の設定の状況その他貸金業

者の業務の実態等を勘案し、改正法第

５条及び第７条の規定による改正後の

規定を円滑に実施するために講ずべき

施策の必要性の有無について検討を加



- 129 - 

え、その検討の結果に応じて所要の見

直しを行うこと 

・ 政府は、この法律の施行後２年６月

を経過した後適当な時期において、こ

の法律による改正後の規定の実施状況

について検討を加え、必要があると認

めるときは、その結果に応じて所要の

見直しを行うこと 

が定められているところであり、こうし

た規定に則って、適切に対応していきた

いと考えております。 

なお、行政手続法により、政省令を改

正する場合には、原則として、パブリッ

クコメントに付されることとなります。 

538 貸金業協会については定款により理事

の代表権の制限が可能であるが、民法第

５４条の準用ないし同旨の規定がない。

登記事項として「代表権に関する範囲又

は制限に関する定めがあるときは、その

定め」を追加すべきである。 

法人の登記事項は当該法人の性質によ

り異なるものと考えられます。 

なお、貸金業協会の定款については、

法第４１条の１２第１号及び第３号によ

り官報で公示することが義務付けられて

います。 

539 ① 「貸金業の規制等に関する法律施行

規則の一部を改正する内閣府令（案）」

の附則における他の内閣府令等の改正

に係る新旧対照表［別紙２－５］中に

ある銀行・信用金庫・信用組合の各施

行規則の改正案と同様の改正が、労働

金庫法施行規則（昭和 57 年大蔵省・労

働省令第 1 号）第１２５条についても

措置されると解して差し支えないか。 

② 「労働金庫法施行規則第９０条の規

定に基づく預金等の受払事務を第三者

に委託する場合の委託者等を定める件

（平成 18 年金融庁・厚生労働省告示第

17 号）」第１条第２号中「貸金業の規制

等に関する法律」を「貸金業法」に改

める改正が措置されると解して差し支

えないか。 

貴見のとおり、措置を講じる予定です。

540 弁護士、司法書士による債務整理に対

する報酬を国で規定すべき。 

弁護士・司法書士の報酬の規制の在り

方については、弁護士法・司法書士法を

所管する法務省において検討されるべき

ものと考えます。 

なお、「多重債務問題改善プログラム」
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において、以下の取組みを弁護士会・司

法書士会、各地方自治体等に要請してい

るところです。 

・ 相談者にとって弁護士・司法書士事

務所を利用しやすくするよう、地方自

治体の相談窓口やその他のカウンセリ

ング主体において事実関係の整理等を

丁寧に行った上で、弁護士・司法書士

に紹介・誘導することにより、弁護士・

司法書士による効率的・効果的かつ低

コストの対応ができるような体制構築

が各地域において行われること 

541 パブリックコメントの期間（１月）は

短い。 

改正法第２条の施行をひかえ、早急に

公布に向けた作業を進めるため、行政手

続法第３９条の規定に則り、パブリック

コメントの期間を３０日としたところで

す。 

 

 

 

 


